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開会 令和３年６月２日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市空家等の適正管理
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日程第８ 議案第６号 名寄市立総合病院食堂等

使用料徴収条例の一部改正について

日程第９ 議案第７号 財産の取得について

日程第10 議案第８号 専決処分した事件の承認

について（令和２年度名寄市一般会計

補正予算（第１５号））

日程第11 議案第９号 専決処分した事件の承認

について（令和２年度名寄市介護保険
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日程第13 議案第１１号 令和３年度名寄市一般

会計補正予算（第２号）

日程第14 議案第１２号 令和３年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１３号 名寄市農業委員会委員

の任命について

日程第16 報告第１号 令和２年度名寄市一般会

計予算繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて

日程第17 報告第２号 令和２年度名寄市一般会

計予算事故繰越し繰越計算書の報告に

ついて

日程第18 報告第３号 令和２年度名寄市介護保

険特別会計予算繰越明許費繰越計算書

の報告について

日程第19 報告第４号 専決処分した事件の報告

について

日程第20 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

日程第21 報告第６号 債権放棄の状況報告につ

いて

日程第22 報告第７号 公害の現況に関する報告

について

日程第23 報告第８号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第24 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市空家等の適正管理

に関する条例の制定について

日程第５ 議案第２号 名寄市固定資産評価審査

委員会条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市高齢者自立支援事

業条例の一部改正について

令和３年６月２日（水曜日）第２回６月定例会・第１号
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日程第10 議案第８号 専決処分した事件の承認

について（令和２年度名寄市一般会計

補正予算（第１５号））

日程第11 議案第９号 専決処分した事件の承認

について（令和２年度名寄市介護保険

特別会計補正予算（第６号））

日程第12 議案第１０号 専決処分した事件の承

認について（令和２年度名寄市立大学

特別会計補正予算（第５号））
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日程第16 報告第１号 令和２年度名寄市一般会

計予算繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて

日程第17 報告第２号 令和２年度名寄市一般会

計予算事故繰越し繰越計算書の報告に

ついて

日程第18 報告第３号 令和２年度名寄市介護保

険特別会計予算繰越明許費繰越計算書

の報告について

日程第19 報告第４号 専決処分した事件の報告

について

日程第20 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

日程第21 報告第６号 債権放棄の状況報告につ

いて

日程第22 報告第７号 公害の現況に関する報告

について

日程第23 報告第８号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第24 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君
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市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまより令和３年

第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 倉 澤 宏 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月１８日まで

の１７日間としたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より６月１

８日までの１７日間と決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、令和３年第２回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、新型コロナウイルス感染症の対策及

び感染状況について申し上げます。

新型コロナウイルス感染症については、全国各

地で感染者が急増していることから、国では１０

都道府県に対し６月２０日まで「緊急事態宣言」

を発出し、都道府県、各自治体において感染予防

対策が強化されています。

北海道においては、感染状況に応じて「特別措

置区域」と「措置区域」に分けて対策を講じなが

ら、より強い感染予防対策に取り組んでいます。

本市においては、５月に入り感染者の確認が急

増しました。学校給食センターでは５人の職員が

感染し北海道からクラスターの認定を受けました

が、６月７日から学校給食を再開いたします。ま

た、保育所や小中学校でも感染者が確認されまし

たが、消毒作業などを行いながら順次再開をして

います。

このような感染状況を踏まえて、公共施設の臨

時休館を６月２０日まで延長するとともに、市民

の皆様に感染予防対策の徹底をお願いしていると

ころです。

また、市が実施する経済対策については、これ

までの給付金を受けた事業者の声を聞くとともに、

経済団体及び金融機関などの意見を伺いながら、

今後の支援について検討しているところです。

市民の皆様には、御不安や御心配、御不便をお

かけしていますが、１日も早く新型コロナウイル

ス感染症が収束し、日常の生活や市内の経済が元

に戻るためにはワクチン接種が重要でありますの

で、希望される方全員が速やかにワクチン接種を

受けることができるよう取り組んでまいります。

次に、企業会計を除いた令和２年度各会計決算

の概要について申し上げます。

一般会計の実質収支は、繰越しすべき財源を除

いて、概ね３億６，０００万円となる見込みです。

歳入では、市税や地方交付税の増により、それ

ぞれ当初の予算額を上回ったこと、歳出では、各

費目における執行額の減が主な要因です。

特別会計については、国民健康保険特別会計の

保険勘定で、概ね８００万円、介護保険特別会計

の保険事業勘定で、概ね６，０００万円の実質収

支となる見込みです。いずれも歳出での保険給付

費の減が主な要因です。

なお、そのほかの特別会計については、一般会

計繰入金で調整しますので、収支同額となる見込
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みです。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における５月末現在の基金残高は、約

８５億４，０００万円となる見込みです。

主な基金の残高として、財政調整基金約２２億

３，８００万円、減債基金約２３億４，０００万

円、公共施設整備基金約１１億３，４００万円、

合併特例振興基金約１２億３，１００万円となっ

ています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

金基金約３，８００万円、介護給付費準備基金約

２億９，４００万円、名寄市立大学振興基金約８

億２，２００万円となる見込みです。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に取り組んでまいり

ます。

次に、総合計画及び地方創生について申し上げ

ます。

総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略

の進行管理などを行うため設置する総合計画審議

会を書面開催し、総合計画中期基本計画が折り返

しを迎えたことから、成果指標（ＫＰＩ）につい

て中間検証を行うとともに、地方創生推進交付金

による「地域資源を活用したスポーツ×交流イノ

ベーションプロジェクト」の検証を行いました。

また、国においては企業版ふるさと納税を活用

した地方創生の推進を推奨しており、本市におき

ましても２月に信金中央金庫様から、物流で利活

用されている充電式輸送用保冷機のエネルギーを

再生可能エネルギーへ転換する実証実験を行うた

めの寄附をいただくとともに、３月下旬には芸者

東京株式会社様から、ジュニア世代の育成強化を

目的に実施しているＮＳＣジュニアアカデミーの

取組に対して寄附をいただきました。今後も、地

方創生推進交付金活用事業を着実に推進し、取組

を深化させてまいります。

次に、情報化の推進について申し上げます。

新型コロナウイルス感染症への対応を進めなが

ら、「新たな日常」に必要な情報通信基盤を整備

するため、本市内の光ファイバが未整備である地

域へ、国の「高度無線環境整備推進事業」を活用

し、本年５月から名寄地区・風連日進地区・智恵

文地区の３地区を皮切りに通信ケーブルの設置工

事を開始しました。

令和４年２月の完了を目途に、すべての未整備

地域の工事を順次開始してまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国内交流では、名寄・藤島交流友の会、都市交

流実行委員会において、それぞれ本年度事業につ

いて検討され、山形県鶴岡市との交流では、鶴岡

市への訪問や少年少女派遣など、東京都杉並区と

の交流では、物産販売やＰＲ事業などに取り組む

ことが確認されました。

また、３月２２日から４月９日にかけて、杉並

区の区民ギャラリーにおいて、宗谷線フォトコン

テスト入賞作品展及びＳＬ排雪列車キマロキ展が

開催され、区民に広く本市をＰＲする機会となり

ました。

国際交流においても、各友好委員会などにおい

て、本年度事業について検討され、ロシア連邦ド

ーリンスク市との交流では、友好都市提携３０周

年を記念した各種周年事業の実施など、台湾との

交流では、台湾国立中山大学西湾学院と市内高校

とのオンライン交流などに取り組むことが確認さ

れました。

また、カナダ国カワーサレイクス市リンゼイと

の交流では、カナダ文化を紹介する動画の作成や

イングリッシュキャンプの開催などが確認された

ほか、名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会が、総

務省と一般財団法人自治体国際化協会が主催する

自治体国際交流表彰の総務大臣賞を受賞されまし

た。この賞は、他の模範となる優れた自治体国際

交流を行っている団体などを表彰するもので、こ

れまで、交流を支えてこられた皆様の御努力に対

し、深く敬意を表するとともに、さらなる国際交

流の推進に向けて益々の御活躍を期待いたします。

令和３年６月２日（水曜日）第２回６月定例会・第１号
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本年度も新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、事業の実施を見送らざるを得ない取組もあろ

うかと思いますが、昨年度の経験を活かし、感染

症対策を講じた上での事業実施や、リモートでの

交流実施などについて、交流先や市民団体などと

連携し取り組んでまいります。

次に、移住・定住について申し上げます。

「名寄市移住促進協議会」では、地域の方々と

連携し、移住・定住を推進するための情報発信に

取り組み、新型コロナウイルス感染症の状況を注

視しながら、移住体験ツアーの受入を行ってまい

ります。

また、関係人口の創出につながるよう、ワーケ

ーションの受入についても、関係する企業や団体

などと調整し進めてまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１０市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」では、本年３月末に、

北海道１５０年・松浦武四郎生誕２００年の節目

として平成３０年度に着想した絵本「悠久の大河

松浦武四郎の見た天塩川」を完成させ、地域の

子どもたちに当時の天塩川の様子やアイヌの方々

の暮らしなどを伝えるため、本市をはじめ構成市

町村の小学校や図書館、道内の関連する博物館な

どのほか、三重県松阪市の松浦武四郎記念館など

に配布しました。

また、第１回協議会を書面開催し、本年度は、

武四郎の絵本の一層の普及に取り組むこととした

ところです。

今後も、関係自治体及び機関と連携しながら、

貴重な資源である天塩川の魅力を地域住民ととも

に発信してまいります。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

新型コロナワクチン接種については、国の示す

接種順位に従い昭和３２年４月１日以前生まれの

高齢者の方９，１４２人に接種券を送付、５月６

日から予約受付を開始し、５月１４日からワクチ

ン接種をスタートしました。

今後、２回目の接種も始まり、概ね７月末まで

に高齢者の方への接種を終える予定です。

集団免疫が獲得されると言われている７０パー

セント以上の接種率を目標に、できるだけ速やか

に希望者への接種が行われるよう努めてまいりま

す。

次に、病院事業について申し上げます。

市立総合病院における令和２年度の運営概要に

ついては、取扱い患者数が入院で８万８，４９６

人、外来で２０万９，３８８人となり、前年度と

比較し、入院で９，６８７人の減少、外来では１

万７，３１９人の減少となりました。

収支については、病院事業収益で１０３億２，

８２４万円、病院事業費用で１０３億３，１２７

万円となり、差引き３０３万円の単年度純損失を

計上しての決算となりました。

また、本年度の診療体制については、診療科２

２科に医師６５人と研修医８人の合計７３人を配

置、このほか医療技術・看護スタッフ４０７人の

体制となりました。

令和２年度決算状況は新型コロナウイルス感染

症の影響を大きく受けることとなりましたが、発

熱外来のプレハブ設置や人工呼吸器などの医療機

器更新、自動精算機の導入など、国や道からの財

政支援を受けながら対応策を講じてきたところで

す。

今後も国・道並びに関係医療機関などと連携を

図りながら、地域住民に対し質の高い安定的な医

療提供が行えるよう、体制の整備に努めてまいり

ます。

次に、名寄東病院について申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ３万３，０

１３人で前年比６，０７３人の増となり、外来患

者数では延べ５，９００人で前年比２０２人の増

となりました。

また、収支状況では、事業収益は７億４５６万

円で前年比６，７８４万円の増、事業費用は７億

４３９万円で前年比７，５１２万円の増となり、
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事業収支は１７万円の純利益となりました。

今後も地域に根付いた医療機関としての役割を

担うために、指定管理者である上川北部医師会と

連携してまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

公立保育所等整備については、基本設計実施業

者と随意契約を締結し、安心して子どもを預ける

ことができる保育所等の整備に向け、実施設計を

進めてまいります。

こどもの遊び場整備については、株式会社西條

様の名寄店２階一部を賃借し整備を行うため、公

募型プロポーザル方式により、業者選定を行って

いるところです。引き続き市民に喜ばれる遊び場

の整備に向け協議を進めてまいります。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支

援特別給付金（ひとり親世帯分）については、５

月１１日の児童扶養手当支給に併せて児童１人当

たり一律５万円を支給しました。ひとり親世帯以

外の低所得の子育て世帯に対しては、７月以降に

審査のうえ随時支給してまいります。

地域子育て支援センター「ひまわりらんど」に

ついては、休日利用の要望に応え、名寄市立大学

の模擬保育室を活用した子育て支援を開始してい

ます。５月は第２土曜日に開催し、６月以降は第

２・４土曜日の午前中に開催することとしていま

す。

今後も利用者の声を反映しながら、子育て支援

の向上を図ってまいります。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

名寄市医療介護連携情報共有ＩＣＴネットワー

クについては、本年度から本格稼働し、患者や利

用者に対して、効率的できめ細かなサービス提供

ができるようになり、医療と介護の関係職種間の

連携もさらに推進されることとなりました。

運用にあたっては、個人情報を共有することか

ら医療介護連携ＩＣＴ利用加入申込書の提出が必

要となるため、関係機関の協力をいただきながら

住民への周知や説明を行い、利用者の加入を進め

てまいります。

今後も、地域全体で患者や利用者を支える体制

づくりに努め、高齢者が住み慣れた地域で安心し

て生活できるよう事業を進めてまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

設置２年目となる基幹相談支援センターについ

ては、愛称である「ぽっけ」の知名度も浸透し、

様々な障がいに関する相談を受けているところで

す。

今後も、障がい者の高齢化・重度化や親亡き後

も見据え、住み慣れた地域で安心して暮らしてい

くことができるよう、「地域生活支援拠点」の取

組をさらに進めていくとともに、障害福祉施設や

関係機関との連携を深めながら、相談支援体制の

維持・向上に努めてまいります。

次に、環境との共生について申し上げます。

名寄市合同墓は、５月１４日から納骨を開始し

ました。

今後も市民のお墓に関する選択肢の一つとして、

運営を行ってまいります。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

なよろシビックテック様から構築技術及び千件

を超える応答データを寄贈いただき、３月末から、

ＬＩＮＥＢｏｔを活用した「名寄市ごみ分別案内

サービス」の運用を開始しました。

今後もごみの処分方法などがわかりやすく伝わ

るよう、より良いサービスの提供に努めてまいり

ます。

また、昭和５５年から平成１４年までの間、旧

風連町における廃棄物の焼却処理を行ってきた旧

農産廃棄物処理場の解体工事に着手しました。稼

働停止から約１８年が経過し、老朽化が進行して

いることから、安全に解体できるよう、受注者及

び工事施工監理業務受託業者などと連携し、適切

な工事を進めてまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

令和２年中の火災件数については、９件で前年
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と比較して５件増となっています。火災による死

者は発生していませんが、負傷者が３人発生して

います。また、火災種別では、建物火災が７件、

車両火災が２件となっています。

救急出動件数については、１，００２件の出動

で前年と比較して８７件減少し、事故種別では、

急病６７１件、一般負傷１６２件、交通事故３８

件、転院搬送８７件、そのほか４４件となってい

ます。

このほか、ドクターヘリの要請は１件、名寄市

立総合病院に配置するドクターカーの要請は４件

で、医師を救急現場に投入し、早期に必要な治療

を開始するための連携を図りました。

救助出動件数については、１６件の出動で前年

と比較して２５件減少し、事故種別では、交通事

故７件、閉じ込め２件、そのほか７件となってい

ます。

救急業務高度化の推進については、現在、救急

救命士２１人を配置し、病院内での再教育のほか、

知識・技術のアップデート及び高度な救命処置が

可能となるよう、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用い

た気管挿管実習を受講しスキルアップを図りまし

た。

住宅防火対策の推進については、住宅用火災警

報器の設置率が８４．６パーセントとなっていま

す。引き続き住宅用火災警報器の設置率向上と適

切な維持管理の啓発について、取組を深化させて

まいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

「春の全国交通安全運動」として、４月６日か

ら１５日までの１０日間、関係団体や地域住民に

よる街頭啓発、早朝パトロールやパトライト作戦

を実施しました。

４月９日の「交通事故死ゼロを目指す日」には、

西條デパート前において「旗の波作戦」を実施し、

沿線通行車両や市民に交通事故防止を呼びかけま

した。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の適正管理と居住環境向上のため、栄

町５５団地改修工事を５月に着工しています。ま

た、瑞生団地１棟の実施設計委託業務及び北斗団

地旧住宅２６戸の解体工事は、６月に入札を予定

しています。

民間住宅の整備については、戸建て住宅などの

耐震化を支援する耐震診断及び耐震改修補助事業

を５月から開始しています。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

名寄市公園施設長寿命化計画に基づく施設整備

では、ライラック公園、コデマリ公園及び福鶴公

園の遊具更新工事を７月に入札を予定しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、豊栄南１２丁目仲通ほか２路線は５

月に着工し、南西６条通ほか２路線は６月下旬に

入札を予定しています。

第２期拡張事業である自衛隊駐屯地への配水管

新設整備工事については、５月に着工しています。

計量法に基づく水道量水器取替工事については、

対象量水器１，５０５台を５工区に分けて着工し

ています。

また、有収率向上に向けた漏水調査業務は４月

に着手しています。

次に、下水道・個別排水事業について申し上げ

ます。

老朽化した施設の改築工事については、公共下

水道ストックマネジメント計画に基づき、名寄下

水終末処理場及び風連浄水管理センターにおける

機械設備、電気設備の機器更新は６月上旬、下水

道管渠の更新工事は７月中旬に入札を予定してい

ます。

また、公共桝取替工事は２工区に分けて進めて

まいります。

次に、道路の整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金を活用した継続路線は、

南３丁目通、豊栄西１２条仲通及び徳田１８線緑

丘連絡線、新規路線としては、北３丁目通と南１
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０丁目右仲通の改良舗装工事を進めてまいります。

また、本市単独費による舗装改築工事について

は、継続路線で東５号線を６月に、新規路線で風

連２６線と風連東４号線は７月に入札を予定して

います。

次に、橋梁の整備について申し上げます。

本年度は、八千代橋ほか２橋の修繕工事、相生

橋ほか２橋の実施設計、東橋ほか５３橋の近接目

視点検を進めてまいります。

また、本市単独費による橋梁補修工事及び橋梁

塗膜調査業務委託については６月に入札を予定し

ています。

次に、除排雪事業について申し上げます。

昨年度の除雪状況については、３月末までの累

積降雪量が６７５センチメートル、最大積雪深は

１０８センチメートルとなり、少雪であった令和

元年度との比較では、累積降雪量で６０センチメ

ートル、最大積雪深では３８センチメートル多く

なりました。

除雪作業については、市街地・郊外地路線を合

わせて４３４キロメートルにおいて実施し、出動

日数は１９０日となり、令和元年度と比較して、

名寄、風連の両地区で３６日の増となりました。

排雪作業については、カット排雪を市街地生活

路線において１回、積込運搬排雪を幹線道路及び

通学路において１回から３回、交差点排雪を２１

８カ所実施し、路線の維持・確保に努めてきたと

ころです。

また、排雪ダンプ助成事業については、利用総

台数５，８８４台で、令和元年度の利用総台数１，

３６０台と比較して約４倍の利用となったところ

です。

この冬は、平年並みの積雪となりましたが、引

き続き、効率的で効果的な除排雪体制の確立を目

指し、除排雪のあり方について研究を進めるとと

もに、市道・私道除排雪助成事業や排雪ダンプ助

成事業の継続など、除排雪水準の維持・向上が図

れるよう取り組んでまいります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

本年３月２６日、ＪＲ北海道への支援を継続す

るための改正法が成立し、国からＪＲ北海道に対

し令和５年度までに１，３０２億円の支援がなさ

れることとなりました。

本市としましては、宗谷本線を維持・活性化す

るため、地域の関係者とＪＲ北海道が一体となっ

て取り組む事業を記載した令和３年度からの３年

間を計画期間とする第２期アクションプランに基

づき、宗谷本線活性化推進協議会を中心に沿線自

治体と連携・協力した取組を進めてまいります。

ＪＲ北海道における本年３月１３日のダイヤ改

正に伴い、宗谷本線１２駅が廃止されました。本

市では「北星駅」が対象となり、最終営業日の１

２日には、北星駅を見送る会実行委員会主催のセ

レモニーに、関係者や鉄道ファン５０人以上が集

まり、北星駅からの最終列車を惜別と感謝の気持

ちを込めて見送りました。

また、東風連駅を名寄高校前に移転する駅名に

ついて、本市の要望通り「名寄高校駅」に改称す

ることが４月８日にＪＲ北海道からプレスリリー

スされました。移設により名寄高校通学生の利便

性向上が図られるとともに、高校の魅力アップや

利用促進につながると考えているところです。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

基盤整備については、道営事業の「ちえぶん地

区」において、春の発注が終了し、整地工や暗渠

排水工事が実施されています。

また、報徳川の改修及び水利施設整備事業につ

いては、７月以降の工事予定となっています。

次に、主要農作物の生育状況などについて申し

上げます。

本年の融雪期は４月６日で平年より７日早くな

りました。

５月１５日現在、水稲の播種作業は順調に進み、

生育については、平年並みで推移しています。

畑作物では、秋小麦・春小麦の生育は平年より

やや早く推移し、大豆・てん菜・馬鈴薯について

令和３年６月２日（水曜日）第２回６月定例会・第１号
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は、播種・移植作業がやや遅れて推移しています。

次に、米政策について申し上げます。

令和３年産米の生産の目安については、前年度

より４１７トン減少し、うるち米１，５８１トン、

もち米１万１，４２５トンとされ、作付面積に換

算すると、うるち米２８６ヘクタール、もち米２，

０７０ヘクタールとなりました。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

土壌診断事業では、令和２年度で１，８５３点

の実績となり圃場の土壌改良に活用されています。

また、農業改良普及センターの協力をいただき、

土壌診断の有効性などをまとめた「土壌診断によ

るバランスの取れた土づくり」を作成し、各生産

者への情報提供に取り組みました。

実証試験・展示事業では、労力やコストの削減

を試験課題とする水稲の密苗栽培試験や南瓜の品

種比較試験の実施に向けて、試験・展示圃場の移

植作業を進めています。

また、近年の薬用作物での病害虫による減収に

対応するため、農業振興センターで取り組む事業

に対し、企業版ふるさと納税制度を活用し応援し

たい旨の申し出をいただきましたので、事業を前

倒しして実施するための補正予算について、本定

例会で提案させていただきますので、宜しく御審

議願います。

次に、畜産振興について申し上げます。

哺育・育成センターについては、４月５日から

ＪＡ子会社による運営が開始し、５月１５日現在

６４頭が預託され優良後継牛の育成に取り組まれ

ています。今後も育成環境の充実に向け連携し取

り組んでまいります。

次に、後継者対策について申し上げます。

名寄市農業後継者対策協議会の主催による婚活

事業が３月２６日にオンラインにより開催されま

した。後継者３人が参加し、うち１人のカップリ

ングが成立しました。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

農業被害の防止については、名寄市有害鳥獣農

業被害防止対策協議会を中心としてエゾシカ駆除

やアライグマ用の箱罠の貸し出しなどを進めてい

ます。なお、エゾシカ駆除頭数については、４月

１日から駆除を開始し、４月３０日現在で１３７

頭となっています。

ヒグマ対策については、全国的な課題であるハ

ンターの担い手育成のため、融雪前の２月中旬か

ら約２カ月間、技術の伝承を図る「ヒグマ対策技

術者育成事業」を実施しました。

また、４月１日付けで「名寄市ヒグマ駆除隊

員」１９人の委嘱を行い、本年度の活動に従事い

ただいています。引き続き、関係機関・団体と連

携し、被害防止に取り組んでまいります。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

本年度の市有林、私有林の造林、間伐などの森

林整備に対する国の補助金は、要望額に対し９４

パーセントの内示額となりました。

減額分の森林整備については、森林環境譲与税

の活用による市独自事業として取り組んでまいり

ます。

次に、商工業の振興について申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に関する商工業の支

援施策については、影響が長期化する中、売上げ

が減少した事業者を支援する給付事業を、本年に

入り２度実施しました。

１月から２月末まで申請受付を行った、特に影

響が大きい業種を対象とした「名寄市経営維持支

援給付金」は、１６０事業者に７，２４２万１，

０００円を交付し、３月から４月末まで申請受付

を行った、より幅広く全業種を対象とした「名寄

市売上減少事業者支援給付金」は、１８３事業者

に３，５３８万３，０００円を交付し、経営を維

持し雇用を守ってくださる市内中小企業などを支

援しました。

５月には、新型コロナウイルス感染症対策緊急

資金に関する要綱を一部改正し、融資限度額の引

き上げ、据置期間の拡大、融資要件の緩和を行い、
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市内中小企業などの資金繰り支援を強化しました。

また、風連地区飲食店の新規開発メニューなど

をタクシーで自宅や職場に届ける「ふうれん出前

館」や、コロナ禍で厳しい状況にある市内飲食店

の利用促進を図るテイクアウトスタンプラリーな

ど、民間独自の取組により地域経済を盛り上げよ

うとする機運も見られます。

引き続き、国や道の施策、市の経済状況を注視

しながら必要な対策を講じてまいります。

王子マテリア株式会社名寄工場の生産品集約に

ついては、対策本部において、地域への影響を最

小限にとどめるための協議を重ねています。

また、対策本部として、同社了承のもと、５月

６日に、市、名寄商工会議所及び風連商工会に、

総合的な相談窓口を設置しました。

同社をはじめ関連会社や取引業者の従業員、関

連する市民の皆様の様々な不安や悩みに応えてま

いります。

事業２年目となる「名寄市ずっと住まいる応援

事業」については、令和２年度の実績は１７３件

で、交付決定額２，９７５万円、改修に要した総

事業費は２億８，６２２万円となりました。また、

加算の利用実績は、移住者加算４件、空き家加算

７件、居住誘導区域加算４０件となっており、本

市の施策と連動した制度として一定の効果が現れ

ています。本年度も、４月末時点で３３件の申請

があり好調なスタートとなっています。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワークなよろ管内における本年３月高卒

者の新規就職状況については、就職希望者１３４

人のうち１３３人が内定となり、就職内定率は９

９．３パーセントという結果になりました。就職

内定者に占める管内就職者の割合は、前年比１０．

９ポイント増の６０．２パーセントとなりました。

また、同管内における雇用情勢について、本年

３月の状況は、求職者に対し求人数が上回る状況

が継続しています。

引き続き、ハローワークをはじめ、関係機関と

連携し、新型コロナウイルス感染症が雇用情勢に

与える影響にも注視しつつ、雇用の安定と促進に

努めてまいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

次期観光振興計画の策定に向け、新たな指標を

検討するための調査業務を委託したほか、市民、

外部専門家、庁内関係課職員からなる市民策定委

員会の開催を、新型コロナウイルス感染症に関す

る緊急事態宣言発出を受け、６月に延期したとこ

ろです。

名寄ピヤシリスキー場については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響によりインバウンドが全く

見込めない中、着実な利用者の増加を図るため、

足元マーケットの対策として、小中学生のリフト

料金無料化やシーズン券料金の大幅値下げを実施

し、昨シーズンより２週間早い１２月１２日にオ

ープンできたことなどが奏功し、令和２年度のリ

フト輸送人員は前年度比２１パーセント増の４０

万９，７６０人となりました。

本年度は、グリーンシーズンの利活用を図ると

ともに、ポストコロナのスノーシーズンを見据え、

本市の雪質の良さを道内外はもとより海外に向け

ＰＲしてまいります。

また、なよろ温泉サンピラーについては、ＪＯ

Ｃジュニアオリンピックカップなどの各種大会が

開催されたものの、新型コロナウイルス感染症の

影響で宿泊者が減り、令和２年度の総利用者数が

前年度比１６パーセント減の５万８，０７５人と

なりました。今後は、年間を通したスキー場の利

活用に合わせ、利用者の皆様の満足度向上に引き

続き努めてまいります。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、本

年３月、全国の道の駅で進められている子育て応

援の取組の一環として、トイレ入口部分に授乳室

が設置されました。また、施設全体の利用状況に

ついては、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り人の移動が大きく減少したことから、令和２年

度の利用者は前年度比２４パーセント減の３３万
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１，７２２人となりました。今後も新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止に努め、指定管理者と連

携しながら、利用者の皆様に満足いただけるよう

取り組んでまいります。

次に、広域観光の推進について申し上げます。

上川北部９市町村で構成する道北観光連盟では、

本年度は、天塩川シーニックバイウェイを中心に

設立した「きた北海道サイクルツーリズム連絡会

議」において、旭川から稚内までのサイクリング

ルートを確立することとしているほか、スポーツ

ツーリズムの確立を目指すＮスポーツコミッショ

ンにおいても、サイクルマップを作成するなど、

近隣市町村や関係団体と連携し道北の魅力創出及

び情報発信に取り組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣

言発出を受け、感染拡大防止のため、市民を主な

対象に、非集客型開催としての実施を予定してい

た「なよろアスパラまつり」が中止となったほか、

５月１５日から６月６日までの４週間続く土日の

計８日間、運行が予定されていた観光列車「花た

びそうや号」は、運転見合わせとなりました。

次に、小中学校教育の充実について申し上げま

す。

４月７日に市内全小中学校の入学式が挙行され、

小学校では２０８人、中学校では２０６人の児童

生徒が入学し、本年度の教育活動が始まりました。

確かな学力を育てる教育の推進については、４

月２７日に１回目の名寄市教育改善プロジェクト

委員会を開催し、委嘱状の交付と全体会議及び研

究グループ会議を行い、教職員の人材育成と学習

指導に関する諸課題への対応などを柱とした本年

度の研究内容を決定しました。

具体的には、教育経営の充実に関する研究グル

ープでは、学校の働き方改革について、働き方改

革推進モデル校や各学校で編成した働き方改革推

進コアチームを中核に据えて、取組を進めていき

ます。

教育研究の充実に関する研究グループでは、ス

クールリーダー研修会などを通じて、組織的・計

画的な人材育成に努めてまいります。

教育指導の充実に関する研究グループでは、Ｉ

ＣＴを日常的に活用した教育活動に係る研修や教

職員のニーズに応じたＩＣＴの効果的な活用に係

る研修などを行っていきます。

豊かな心を育てる教育の推進については、中学

校に配置している心の教室相談員が必要に応じて

小学校とも連携しながら、児童生徒の心のケアに

努めてまいります。

また、令和３年２月１３日施行の「新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法

律」に基づき、改めて教育活動全体を通して感染

症に係る偏見や差別の未然防止に資する指導の徹

底に努めています。今後は、子どもたち一人ひと

りが、大人がいない生活場面においても、自らの

判断で３密を避けることや手指消毒を徹底するこ

となど、新型コロナウイルス感染症の予防につい

て正しく理解し、適切な行動ができるよう指導し

てまいります。

健やかな体を育てる教育の推進については、新

型コロナウイルス感染症対策として担任や養護教

諭などが毎日行っている健康観察で、表情がさえ

なかったり体調の不調を訴えたりする児童生徒に

対して、食事や睡眠時間などを聞き取り、必要に

応じて健康相談を実施するなど、望ましい生活習

慣が身に付くような指導の充実を図っています。

特別支援教育の推進については、４月２０日に

第１回目の名寄市特別支援連携協議会と名寄市特

別支援教育専門家チーム委員会議を開催し、本年

度の取組について協議しました。とりわけ、名寄

市特別支援連携協議会では、個に応じたきめ細か

な支援方法などに係る研修のあり方について、ま

た、名寄市特別支援教育専門家チーム委員会議で

は、学校と専門家チームにおいて、共有する必要

がある児童生徒の情報などのあり方について協議

しました。

今後は、本市に転入した教職員や初任者、新た
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に特別支援学級の担任となった教員及び上川北部

９市町村の教育関係者などを対象とした第１回目

の名寄市特別支援教育研修会を開催し、本市の特

別支援教育の現状と課題について共通理解を深め

ます。

これまで小中学校９校に３０人配置してきまし

た特別支援教育学習支援員は、本年度３２人を配

置し、児童生徒一人ひとりのニーズに応じた支援

の充実を図っています。今後は、特別支援教育学

習支援員や生活支援員を対象にした研修会を実施

し、習熟の程度に応じた指導の工夫や「困り感」

のある児童生徒への支援の一層の充実に努めてま

いります。

社会の変化に対応する力を育てる教育の推進に

ついては、４月２日に名寄・風連地区、４月５日

に智恵文地区において「名寄市小学校高学年専科

指導に係る学校間連絡調整会議」を開催し、専科

指導に係る指導体制や指導方法などについて共通

理解を図りました。今後は、定期的に調整会議な

どを開催し、小学校高学年における教科担任制の

体制の一層の充実に努めてまいります。

信頼される学校づくりの推進については、各学

校における地域学校協働活動の一層の充実を図る

ため、市内すべてのコミュニティ・スクールに、

本年度の地域コーディネーターを配置しました。

今後は、コーディネーターを対象とした研修会を

実施し、コーディネーターとしての企画力や情報

収集力、調整力などの資質の向上に努めてまいり

ます。

食育の推進については、栄養教諭を在籍校から

各連携校へ派遣し、心身の成長や健康の増進に必

要な望ましい栄養や食事のとり方、食物の生産な

どにかかわる人々へ感謝する心を持つことなど、

学校における食に関する指導に継続的に取り組ん

でまいります。

学校給食については、栄養量を保ちながら可能

な限り地場産食材を使用し、子どもたちが喜ぶ給

食献立の提供に努めてまいります。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

これからの新しい高等学校の設置のあり方につ

いては、生徒の希望に沿った学ぶ環境を維持する

ことが必要なことから、魅力ある学校づくりの各

種対策について、４月１５日に道教委に対し要望

書を提出しました。

このことを受け、道教委は昨日、令和４年度か

ら６年度までの公立高等学校配置計画案を公表し、

名寄高校と名寄産業高校の再編統合のあり方につ

いて、具体的な方向性を示したところです。

今後は、この配置計画案をもとに、本市内の高

等学校が地域から魅力ある学校として認められる

よう道教委と協議を進めてまいります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

令和２年度卒業式を３月１８日に行い、保健福

祉学部栄養学科４１人、看護学科５１人、社会福

祉学科４８人、社会保育学科５０人、計１９０人

が卒業しました。

卒業生の４月１日現在の就職率は、保健福祉学

部栄養学科は９２．３パーセント、看護学科、社

会福祉学科及び社会保育学科が１００パーセント

となり、保健福祉学部全体で９８．４パーセント

と高い就職率となりました。

なお、地元定着化促進事業の推進により、２２

人の学生が本市内にて就業しています。

国家試験の結果については、管理栄養士は３５

人が合格し、合格率８５．４パーセントで新卒の

全国平均９１．３パーセントを下回りました。看

護師は受験者５１人全員が合格、保健師も受験者

１６人全員が合格し、それぞれ新卒の全国平均９

５．４パーセント、９７．４パーセントを上回り

ました。社会福祉士は２６人が合格し、合格率は

６０．５パーセントで新卒の全国平均５０．７パ

ーセントを上回りました。また、精神保健福祉士

は受験者１５人全員が合格し、新卒の全国平均７

１．４パーセントを上回りました。

令和３年度入学式については、４月５日に行わ
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れ、栄養学科４０人、看護学科５０人、社会福祉

学科５２人、社会保育学科５４人の保健福祉学部

全体では１９６人の新入学生を迎えました。

今後も新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

を実施しながら、複雑化・多様化する保健・医療

・福祉の現場に対応できる豊かな人間性と専門性

を備えた職業人を育て、社会に送り出せるよう取

り組んでまいります。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

名寄ピヤシリ大学は新入生３人と８人の大学院

生を、風連瑞生大学は新入生４人と大学院生２人

を迎え、それぞれ４月２０日と２７日に入学式を

行いました。また、智恵文高齢者学級「友朋学

級」では１１人の受講者を迎え、４月２２日に開

講式を行いました。

新入生や新規受講者をはじめ学生の皆様は、今

後の学習活動に意欲を燃やしているところです。

本年度も地域や学校と連携し、学習や交流活動

を行ってまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月２３日から５月１２日までの「こどもの読

書週間」には、図書館や本に親しんでもらう機会

として「おやこ図書館探検隊」を実施し、日ごろ

見る機会が少ない書庫の見学や読み聞かせを行い

ました。

学校への読書活動の支援としては、北海道立図

書館の「学校図書館サポートブックス事業」を活

用し、智恵文小学校へ「アイヌ文化を知る本」を

テーマにした図書４８冊の貸出を行いました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

３月２０日、開台１０周年記念事業の一環とし

て、名寄の天文の歴史を拓いた故・木原秀雄氏の

功績をまとめた冊子を発刊しました。この冊子は、

市内小中学校へ配布し、道徳授業などに活用する

予定です。

また、５月１日から５日までを「ピリカウィー

ク」として、公開１０周年を迎えた北海道大学の

ピリカ望遠鏡を使用し観望会を行いました。期間

中２０２人が来館し、観望会には４２人の参加が

ありました。

昨秋、京都大学が中心となって行った小惑星

「リュウグウ」の観測に、本台も「ピリカ望遠

鏡」を使用して参画し貢献したことが、アメリカ

の科学雑誌に掲載されました。今後も、他の研究

機関などとも協力し、最先端の観測を行ってまい

ります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

本年度も２つの幼稚園に御協力をいただき、家

庭教育学級が開設されました。

今後も両学級の活動を支援するとともに、家庭

教育支援講座や合同研修会の開催を通して、保護

者が自主的・自発的に学習する機会の充実に取り

組んでまいります。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ施設の整備については、冬期間の降雪

の影響により暖房用燃料の給油作業に支障があっ

たことから、体育センター・ピヤシリフォレスト

の給油口及び配管の移設工事を行いました。

スポーツ振興事業については、Ｎスポーツコミ

ッションにより駅前商店街に開設された「健康ス

テーション」が２月に終了しましたが、約３カ月

間で全８５回の運動コンテンツを提供し、延べ４

７５人の市民が訪れ、運動による健康づくりの意

識の高揚が図られました。また、参加者アンケー

トでは「以前より駅前商店街で買い物をする機会

が増えた」という回答が２５パーセントあり、事

業の目的の一つとして掲げていた中心市街地への

波及効果も実証されたところです。

さらに、１月にはサンピラースノーマラソンを

開催したり、社会福祉協議会と連携し、地域をつ

なぐ「こんにちはレター」に健康体操の情報を掲

載するなど、冬の健康づくり、運動不足解消を図

る機会を市民に広く提供しました。

このほか、Ｎスポーツコミッションでは、ピヤ



－15－

令和３年６月２日（水曜日）第２回６月定例会・第１号

シリヘルシーゾーンにおける冬の魅力をテーマに

した講演会を開催し、写真家で倶知安町ニセコ高

原在住の渡辺洋一氏を講師にお招きして、ウィン

タースポーツや、パウダースノーを活かしたアク

ティビティ開発によるウィンタースポーツツーリ

ズムの可能性について御講演いただきました。

引き続き、スポーツによる地域づくりの可能性

について研究してまいります。

スポーツ合宿・大会誘致の推進については、新

型コロナウイルス感染症の影響により、各地でウ

ィンタースポーツの大会が中止になる中、本市に

おいては名寄地方スキー連盟をはじめとする市内

の競技団体、名寄旅館組合、名寄商工会議所及び

陸上自衛隊名寄駐屯地の御協力により、１２の全

道・全国大会が開催されました。

コロナ禍において、関係団体が連携し地域が一

体となった大会開催ができたことは大きな価値が

あり、スポーツによる地域づくりの推進を実感す

るとともに、地域の皆様の取組に感謝を申し上げ

ます。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

このたび、通室者から親しまれるよう適応指導

教室に「みんなの教室」という愛称をつけました。

今後、パンフレットなどにこの愛称を記載し、適

応指導教室の取組を周知してまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールは、本年

度においても、引き続き、「文化芸術の拠点」、

「市民のコミュニティの醸成の場」として、質の

高い芸術文化鑑賞の場を提供するとともに、市民

に親しまれるホールづくりを進めてまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

５月の連休中は長時間滞留型のイベントは中止

しましたが、４月２２日にＳＬ排雪列車キマロキ

の冬囲いを撤去し一般公開されたこともあり、館

内ギャラリーホールにおいて３月１２日に廃止と

なった宗谷本線北星駅関連の資料を展示しました。

また、子どもの健やかな成長を祈るため４月上旬

から敷地内にこいのぼりを掲揚するとともに、な

よろ野の花の会による野外植物展を開催し、館内

及び屋外で地域の歴史や自然を伝える機会としま

した。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第１号

名寄市空家等の適正管理に関する条例の制定に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市空家

等の適正管理に関する条例の制定について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、市内の空き家等の適正な管理に関し、

空家等対策の推進に関する特別措置法に規定をさ

れるもののほか、必要な事項を定め、生活環境の

維持及び改善を図り、安全で安心な地域社会の形

成に寄与するため、本条例を制定しようとするも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

議案第１号は、市民福祉常任委員会に付託いた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第２号

名寄市固定資産評価審査委員会条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市固定

資産評価審査委員会条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、令和３年３月３１日に地方税法等の一

部を改正する法律等が公布をされたことに伴い、

名寄市固定資産評価審査委員会における審査申出

書の押印及び口頭審理における口述書の署名押印

の見直しとこれらの改正による条項整理を行おう

とするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 議案第３号

名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市手数

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律の一部が改正されたことにより引用し

ている条項のずれを正すとともに、新たに加わっ

た建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の審

査手数料を定めるため、本条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 議案第４号

名寄市高齢者自立支援事業条例の一部改正につ

いて、議案第５号 名寄市特別養護老人ホーム条

例の一部改正について、以上２件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市高齢

者自立支援事業条例の一部改正について及び議案

第５号 名寄市特別養護老人ホーム条例の一部改

正について、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、令和３年度介護報酬改定に伴い関係条

例の一部を改正しようとするものでございます。

以上、２件につきましてよろしく御審議くださ

いますようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、議案第４号

外１件の一括質疑に入ります。御発言ございませ

令和３年６月２日（水曜日）第２回６月定例会・第１号
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んか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今回提案されている

のが介護報酬改定に伴って名寄市も食費に関して

値上げをしようという提案なのですが、これをし

なければペナルティーはあるのでしょうか。まず、

お聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今回

の改正の部分につきまして、今年度の介護報酬の

改定に伴うものということで、この条例でうたっ

ております食費につきましては、国が定める基準

費用額の見直しの下に改正をさせていただいてお

りまして、これにつきましてはこれに準じて改正

をするということになっておりますので、明確な

ペナルティーはございません。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） はっきりとしたペナ

ルティーはないというふうに今おっしゃったかな

というふうに思うのですが、ちょっと聞きづらか

ったので、失礼します。それで、食費の負担も利

用されている方々のお話を聞けば、やっぱり負担

になっています。そして、紙おむつの部分でもど

んどん自己負担が増えているのですが、そういっ

たときに、今回食費が値上げになるのですけれど

も、ショートステイだったりするので、たくさん

ではないというふうに思うかもしれませんが、こ

れがまた少しずつ増えるというのは負担になって

いるのですが、ここを、今上げなければペナルテ

ィーはないということだったので、市として支援

するというお考えはないかどうかお聞きをしたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今御質問ありま

した今回の値上げについて、値上げをしないで対

応するのはどうかというお話でございます。市と

しましては、基本的にはこの介護報酬の改定に伴

うものについては国どおり実施していく、そのこ

とが運営も含めてスムーズに効率的に行えるとい

うふうに考えております。ショートステイにおき

ましても市内、市外も含めて利用される方おられ

るということでありますので、これについては介

護報酬どおり改定をさせていただきたいと考えて

おります。ただ、今回の介護保険料含めていろん

な部分で高齢者の負担が増えている、一方では年

金もなかなか上がらない状況もあるということで

は十分御理解をしていますので、そういったトー

タル的な部分で高齢者支援が何かできないかとい

うのは市としても考えていかなければならないで

すし、国や北海道に対してもそういった軽減措置

も含めてより一層の強化を要望していきたいとい

うふうに考えておりますので、御理解をお願いい

たします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今部長のほうからも

高齢者支援をという、違った形でのというような

お話がありましたけれども、やはり目に見えて負

担になるという部分です、ここは、非常に。そう

いった部分で検討いただきたいという要望を申し

上げて、終わります。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議がありますので、
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起立により採決を行います。

議案第４号を原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（東 千春議員） 起立多数であります。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

議案第５号についても原案のとおり可決されま

した。

すみません。暫時休憩します。

休憩 午前１１時０７分

再開 午前１１時０８分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

議案第５号を原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（東 千春議員） 起立多数であります。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 議案第６号

名寄市立総合病院食堂等使用料徴収条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市立総

合病院食堂等使用料徴収条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、院内のコンビニエンスストアの使用料

につきまして使用者の経営形態の変更に伴い使用

料を見直すため、本条例の一部を改正しようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 議案第７号

財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 財産の取得

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成１０年に取得をした除雪グレーダ

ーが老朽化をしたことから更新しようとするもの

でございまして、本年５月１８日に３者により指

名競争入札を執行した結果、コマツカスタマーサ

ポート株式会社北海道カンパニー旭川支店が３，

７５０万円で落札をし、これに消費税及び地方消

費税３７５万円を加え４，１２５万円で契約を締

結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 議案第８

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和２年度名寄市一般会計補正予算に

係る専決処分でございまして、歳入歳出それぞれ

６，０５２万３，０００円を追加をし、予算総額

を２５４億４，０６７万７，０００円にしたもの

でございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして財政調整基金積立金１億６，

９１９万２，０００円の追加は、今後の経済対策

等に対する備えのため積み立てたものでございま

す。

７款商工費におきまして中小企業振興条例助成

事業費２，４９０万９，０００円の追加は、中心

市街地近代化事業補助金（新型コロナウイルス感

染症対策）の見込まれる不足額を追加したもので

ございます。

１０款教育費におきまして小学校維持管理事業

費１，０４４万１，０００円、文化センター維持

管理事業費１，１１７万１，０００円の減額は、

各施設の電気料、燃料費などの不用額を見込み、

減額をしたものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款市税の

９，６３８万１，０００円の追加は、徴収状況を

勘案をし予算を追加したものでございます。

１３款地方交付税の１億５，４５９万５，００

０円の追加は、特別交付税の交付額の確定に伴い

追加をしたものでございます。

次に、第２表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない売上減少事業者支援給付金給付

事業費の繰越しをしたものでございます。

第３表、地方債補正につきましては、町内会活

動支援事業ほか２２事業について限度額を変更し

たものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１１ 議案第９

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和２年度名寄市介護保険特別会計補

正予算に係る専決処分でございまして、保険事業

勘定におきましては予算総額の変更を伴わない歳

入歳出の事業費の調整を行い、サービス事業勘定

・名寄におきましては歳入歳出それぞれ６０万円

を減額をし、予算総額を３億４，０９３万７，０

００円にしたものでございます。

補正の主なものを保険事業勘定から申し上げま

す。２款保険給付費におきまして、事業費の確定

に伴い居宅介護サービス給付費を５０９万１，０

００円追加をし、施設介護サービス給付費を６０

３万７，０００円減額したものでございます。

次に、サービス事業勘定・名寄では、事業費の

確定に伴い、２款事業費におきまして施設介護サ

ービス事業費を４９万９，０００円減額したもの

でございます。

第２表、地方債補正につきましては、事業費の

確定に伴い介護施設整備事業の限度額を変更した

ものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１２ 議案第１

０号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 専決処分

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、令和２年度名寄市立大学特別会計補正

予算に係る専決処分でございまして、歳入歳出そ

れぞれ３，９８１万９，０００円を減額をし、予

算総額を１８億２，６４８万２，０００円にした

ものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

教育費におきまして、名寄市立大学振興基金積立

金１，０００万円の追加は、今後の大学経営に係

る事業の備えとして積み立てたものでございます。

このほか１款教育費において見込まれる各事業

の不用額を減額をしたものでございます。

次に、歳入について申し上げます。６款繰入金

の３，９９６万９，０００円の減額は、令和２年

第１回臨時会にて議決をいただきました学生支援

給付金等給付事業費において、議案提案時には新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

の詳細が不明であり、名寄市立大学振興基金繰入

金を財源としていたことから、基金繰入金から一

般会計繰入金に財源を組み替えるとともに、一般

会計繰入金にて収支の調整を図ったものでござい

ます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上
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げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１３ 議案第１

１号 令和３年度名寄市一般会計補正予算（第２

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 令和３年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出それぞれ２億５，１８３万２，０００円を追

加し、予算総額を２１６億４，３６７万６，００

０円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして児童母子等給付費１，９３８

万９，０００円の追加は、低所得の子育て世帯に

対する子育て世帯生活支援特別給付金（その他世

帯分）の支給に係る経費を追加しようとするもの

でございます。

４款衛生費におきまして予防費７，７４１万８，

０００円の追加は、新型コロナウイルスワクチン

接種に際し、ワクチン接種を実施をする医療機関

への委託料を追加しようとするものでございます。

また、塵芥処理費６，００６万９，０００円の

追加は、小型家電等資源化施設建設工事において

現在実施をしております実施設計による詳細設計

の結果、基礎くい工事の追加や床面積の変更が必

要となったことから、工事費の追加を行おうとす

るものでございます。

６款農林業費におきまして農業振興費６，９４

０万７，０００円の追加は、産地の収益力強化と

担い手の経営発展に必要な農業用機械、施設の導

入に対する支援事業の採択を受けたことから、交

付金を追加しようとするものでございます。

８款土木費におきまして道路新設改良費４００

万円の追加は、国の社会資本整備総合交付金の採

択状況から西３条仲通の道路改良舗装事業を減額

をし、道路の損傷が激しく、交通量も多い南１丁

目通について市単独事業にて改良舗装工事を実施

し、公共事業を確保するとともに、安全、安心な

道路空間の整備に努めようとするものでございま

す。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加などに伴う特定財源を計上したほか、収支の調

整を財政調整基金繰入金で実施しようとするもの

でございます。

次に、第２表、債務負担行為補正では、公共施

設の電気料削減、環境への配慮のため照明機器の

ＬＥＤ化に要する経費を追加しようとするもので

ございます。

第３表、地方債補正は、南１丁目通道路改良舗

装事業債を追加し、小型家電等資源化施設整備事

業債の限度額を変更、西３条仲通道路改良舗装事

業債を廃止しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

山崎真由美議員。
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〇３番（山崎真由美議員） １点質疑させていた

だきます。

１０ページに当たります２款総務費、１項総務

管理費、８目の企画振興費、１２節委託料につい

てでありますが、公共施設等再配置計画策定業務

委託料についてであります。３月に令和３年度の

予算が確定いたしました。その後の今定例会での

補正として上げられた経緯について確認させてく

ださい。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 御質問いただき

ありがとうございます。この間の流れということ

で、なぜこのタイミングになったのかということ

での御質問だと思いますけれども、この公共施設

の関係につきましてはスタートは平成２８年３月

の公共施設等総合管理計画、こちらを策定してか

らこの間いろいろな計画を策定してきております。

この３月に公共施設個別施設計画が策定されまし

て、そこまで一定程度の方向性というか、指針が

明示されてきたと。その過程の中で３月で確定し

た後、次どのような方向性、さらにブレークダウ

ンした計画を市民の皆さんにやはりお示ししなけ

ればいけないということで、本来であればこの３

月の策定を踏まえて１年しっかり議論して、来年

度予算と、当初予算に計上というのが本来の流れ

だというふうには理解しておりますけれども、こ

こはしっかり時間をかけずに次の計画の策定作業

に着手できるのであれば、前倒しをさせていただ

ければということで、今回の６月の補正で提案を

させていただいたということになっております。

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 公共施設等の再配置

計画については、まちづくりに関わる大変大きな

計画になっていると思いますので、それぞれの計

画の整合性についての、計画が慎重に進められて

いるということは理解しますし、今石橋部長から

御説明いただいた１年待たないで、この補正予算

でスピーディーに対応していくということについ

て了解いたしましたが、それは令和２年度の計画

の中では見通さない内容であったということでよ

ろしいでしょうか。１年置いてということについ

てもう一度確認させていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 当然ここは専門

的な知見をいただくということで、コンサルなり

に委託をしながらしっかりと計画をつくっていく

ということになると、仕様を固めないとお願いで

きないということになりますので、まずは先ほど

説明しましたとおり、この３月に策定しました個

別施設計画、この仕上がりを見て、では次にどの

ような仕様で委託しなければならないのかという

作業を考えると、当初予算のところから、昨年の

策定準備の段階から予想金額を積み上げることは

不可能ということで、計画が出来上がって、次の

着手しなければならない仕様を固めてからの作業

ということで今回の提案だったということで御理

解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 御説明いただきまし

た内容について理解したいと思います。各種計画、

それからまちづくりへの大きな事業となりますの

で、整合性をしっかり取っていただいて、経過に

ついてもその機会ごとに報告いただきたいという

ことを申し上げて、終わります。

〇議長（東 千春議員） 倉澤宏議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 私のほうから２点お伺

いしたいというふうに思います。

議案１１、１２ページ、１３ページになります。

それぞれ市長よりも若干今提案理由について説明

がございましたけれども、１点目、４款衛生費、

２項清掃費、２目塵芥処理費、塵芥収集処理事業

費６，００６万９，０００円の増加に関してです。

こちら当初予算に盛り込まれている小型家電等の

資源化施設建設工事に係る事業費の増額というこ

とで、先日所管の委員会でも市長からあった説明
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と同じような内容で御説明があったのですけれど

も、こちらの増額の理由として地盤のくいの工事

ですか、説明では。よく聞き取れなかった部分も

あったのですけれども、あと床面積の変更といっ

たところでお話ありましたけれども、こちらのち

ょっと詳細、内訳も含めてお知らせをいただけれ

ばというふうに思います。

２点目、１４ページ、１５ページ、こちらも市

長のほうから御説明ございましたけれども、８款

土木費、２項道路橋梁費、４目道路新設改良費、

道路新設改良事業費４００万円の増です。その内

訳ですけれども、当初予算措置されていた西３条

仲通道路改良舗装事業費を全額落として、南１丁

目道路改良舗装事業費に、こちらを新たに１億２

００万円を追加しての事業ということで、こちら

について財源等の部分の御説明があったというふ

うに思うのですけれども、こちらちょっと財源の

部分については一定程度理解はできるのですけれ

ども、この３条通、全額落として、南１丁目を追

加した理由について改めてお伺いをしたいという

ふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今小型家電施設の費

用の増額の内訳について御質問いただきました。

まず、くいの施工の部分になりますけれども、当

初は炭化センターの建設時の地質調査データを活

用しておりまして、基礎形状の検討の結果、簡単

な地盤改良を想定しておりました。ただ、その後

実施設計が進む中で施設の規模ですとか重量が明

確になりましたので、地盤調査を行いましたとこ

ろ、くいの施工が必要な基礎が、基礎工事が必要

であるという部分が判明いたしまして、この部分

で約２，５００万円の増額となっております。

また、改めて利用形態の検討によります床面積

の増加の部分につきましては、当初施設の中でフ

ォークリフトを施設の中に入れて作業を行うこと

になりますが、その後検討している中で移動させ

るため、搬出のために入れるトラックも施設内に

入れて、作業ができるような形にするということ

で、床面積が増加となりました。この部分で約１，

７００万円の増額となっております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 私のほうから今

回補正させていただきます道路事業の分の説明を

させていただきます。

道路事業につきましては、皆さん御存じのとお

り、大変事業費、お金もかかるということで、こ

の間有利な補助金や交付金を見つけてきて、採択

に向けて要望してきていたところなのですけれど

も、今年度におきましても交付金、道路の採択率

が２割から３割ぐらいということもあって、大変

私どもの要望からかけ離れたという状況にもござ

いました。また、そこの部分で単独事業というこ

とでその分穴埋めではないのですけれども、そも

そも私どもの今総合計画で持っている道路の事業

の進捗率、大変遅くなってきているということも

ございましたので、今回単独費投入をさせていた

だいて、道路事業の進捗に進めてまいりたいとい

うことで今回計上させていただいてもらったとこ

ろでございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今それぞれ御答弁いた

だきましたけれども、改めて塵芥収集処理事業費

ですけれども、こちらのほう当初予算から率にし

て６９．８７％増加と。約７割の大変大きな増額

ということで、当初予算の積算の段階において地

盤調査をやってからでないと分からなかったとい

うような御説明もありましたけれども、この地盤

調査の部分の工事費とかも含めてそちらについて

はどのような取扱いをされていたのか、また当初

予算に当たっての金額の精査について改めてお聞

きしたいというふうに思います。

今御答弁の中に地盤の改良、ちょっと聞き取り

づらかった。３，５００万円ですか、地盤改良部

分って、くいの工事で。
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（何事か呼ぶ者あり）

〇２番（倉澤 宏議員） ２，５００万円、この

金額、もしこれほかの土地で建設するとなったら

かからなかった可能性があるのかどうなのか。ま

た、その可能性があるとした場合、現在の計画予

定地から例えば市の普通財産の遊休地に変更され

た議論が内部であったのかどうなのか改めてお聞

きしたいと思います。

あと、道路の新設改良費、財源の関係、ある程

度理解をさせていただいておりますけれども、財

源の関係、当初西３条仲通、新年度予算の記者発

表の資料にもこれ出ていた関係もあると思います。

私のほうでも新年度の予算可決後、沿線の住民の

方にこの道路、新しく改良されますよといったお

話をさせていただいた経過もございますけれども、

そちらについて近隣住民、沿線住民を含めてこの

事業がなくなったという周知についてどのように

お考えだったのか、また私がお知らせしたことが

勇み足だったのかどうなのかも含めてお伺いいた

したいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） まず、くいの施工の

部分につきましては、当初は地盤改良というだけ

で、全く見込んでいなかったということで、２，

５００万円がそのまま増額という形になっており

ます。また、概算事業費の考え方となりますが、

当初予算の際には実施設計に入ったばかりの段階

ということで、環境省の循環型社会形成推進交付

金を活用するために地域計画を提出しておりまし

て、そこの中で計上しております概算事業費を当

初予算と計上しております。また、概算事業費そ

のものの考え方につきましては、この施設自体が

基本設計プランがなく、実施設計から始める形と

なっておりますので、部屋の大きさですとか、配

置につきましては庁内で検討を行い、構造につき

ましては同じような施設に多い鉄骨造として見込

んだものとなっております。ただ、これまで公共

で同様の整備を行った施設がないため、学校体育

館の構造価格を参考にしまして、想定平米単価を

設定したものとなっております。そのほかに先ほ

ど申し上げました既存の地質資料ということで、

炭化センターの建築のときに使った資料などの調

査によりまして概算事業費を算定しております。

また、もう一点御質問のありましたほかの土地

での対応は考えられなかったのかという部分につ

きましては、今回整備に当たりまして様々な代替

案という部分も検討を行っております。既存の施

設を使えないかですとか、そういったことも含め

て検討を行ったところですが、１か所に全てを補

完できるような大きな場所が見つからなかったと

いうことと現状の今のリサイクルセンターですと

か、そういう場所と離れてしまうことで搬入に時

間がかかってしまうという部分で、現状の収集レ

ベルを保つことが難しいという結論になりまして、

あの敷地内に二階建ての新設する形で検討を進め

ることになりましたので、御理解をお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 私のほうから交

付金の関係で地域のほうの説明ということで、当

初予算に計上させていただきまして、議案説明も

させていただきましたが、交付金の内示、分かっ

てくるのが４月中旬ということになるものですか

ら、予算の記者発表時にはこの間交付金の配当の

状況によってはできなくなるかもしれませんとい

うようなちょっとコメントつけさせていただきな

がら記者発表はさせていただいて、説明もしてき

ているところなのですけれども、どうしてもそこ

の部分で交付金の採択の中でも当初予算で議決承

認をいただいたというような議決書の写しも添付

書類として出さなければならないということもご

ざいまして、必ずオフィシャルに示さなければな

らないという部分もございますので、不確定要素

ありながらも当初予算から計上をしているところ

でございます。また、議員の心配されていました、

やはり地域のほうでやられるかもしれないという
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ことで御期待感もあるということも今お伺いいた

しましたので、私どものほうから、１軒１軒では

ありませんけれども、町内会長さんのほうにはこ

ういうことでということは説明に伺いたいと思い

ますので、よろしくお取り計らい願います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 小型家電の収集の施設

ですけれども、この補正予算可決後でも事業費少

しでも抑えるために例えば廃校になった学校の建

物だったり、敷地、ある程度の面積あると思うの

ですけれども、そういうところの部分で変更の検

討とかもしていただけないのかどうなのか改めて

お聞きしたいというふうに思います。また、それ

ができないというのでありましたら、改めてなぜ

あの場所でなければいけないのかということを最

後お聞きしたいというふうに思います。

あと、３条仲通の改良工事、これ今年度につい

ては基本的には工事行わないということで、時期

の部分としての予定について改めてお聞きして、

終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） ほかの施設での、ほ

かの場所に建てての対応という部分につきまして

は、先ほども申し上げましたが、今のリサイクル

センターですとか、ほかの収集を行っている部分

と一体化で収集作業を行うことで時間の短縮を図

っている状況となっております。現状で収集車が

収集終わって戻ってくるのがぎりぎりの状況にな

っている中で、さらに別な場所に移して、そこに

寄って搬入してということが現実的に困難である

という結論でこのような状況となっております。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 西３条仲通、今

年度につきましては事業やらないということで、

では来年度以降ということになろうかと思います

けれども、私ども今回国のほうに要望している時

点で私どもの今道路事業の計画の中では優先順位

は高い路線であるということは間違いないのです

けれども、いかんせん先ほどから申し上げていま

すとおり、国のほうの補助金の情勢なども刻々と

変わってきているものですから、気持ちとしては

早い段階でという思いありますけれども、では来

年という、今お話はちょっとできませんので、御

理解いただければというふうに思ってございます。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１４ 議案第１

２号 令和３年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 令和３年

度名寄市介護保険特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、サービス事業勘定・名寄におい

て歳入歳出それぞれ７３万５，０００円を追加を

し、予算総額を３億７，２１９万６，０００円に

しようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。２款事業

費におきまして清峰園事業費７３万５，０００円
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の追加は、感染症対策として実施をする厨房トイ

レ改修工事費等を追加しようとするものでござい

まして、財源につきましては同額を一般会計繰入

金にて予算計上してございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１５ 議案第１

３号 名寄市農業委員会委員の任命についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 名寄市農

業委員会委員の任命について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、本年７月１９日をもって名寄市農業委

員会委員の任期が満了となることから、後任の委

員について農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定に基づき議会の同意を求めるものでござ

います。

阿部貴代美氏、飯塚明夫氏、小田桐正 氏、菅

野真記子氏、越孝則氏、清水康史氏、鈴木英二氏、

竹部裕二氏、南原政幸氏、水間健詞氏、村中洋一

氏、安達啓治氏、飯村規峰氏、上手浩幸氏、菅原

一徳氏、住田美紀氏、武田修一氏、新田司氏、沼

田清憲氏、林秀典氏、藤野修一氏、又村裕司氏、

横田浩二氏はそれぞれ農業者として御活躍をされ

ている方でございます。また、農業者であるほか、

村上清氏は道北なよろ農業協同組合代表理事専務

として、髙橋尚幹氏は天塩川土地改良区理事とし

て、中村敏夫氏は北海道中央農業共済組合理事と

してそれぞれ御活躍をされており、山上瞳氏は名

寄消費者協会副会長として御活躍をされている方

でございます。

ただいま申し上げました２７名の方々は、農業

に関し豊かな識見を有されており、本市の農業委

員会委員として適任であると考えております。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号はこれに同意することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は同意することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１６ 報告第１

号 令和２年度名寄市一般会計予算繰越明許費繰

越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 令和２年度
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名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について申し上げます。

一般会計予算繰越明許費繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、令和２年度に完了しない議会運営事

業費のほか７事業を翌年度に繰越しするためのも

のであり、地方自治法施行令第１４６条第２項の

規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第１７ 報告第２

号 令和２年度名寄市一般会計予算事故繰越し繰

越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 令和２年度

名寄市一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告

について申し上げます。

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

費において薬品冷蔵庫の全国的な需要の急増によ

り納品ができなくなり、年度内の事業完了が困難

となったため、事故繰越の設定をしたものでござ

います。

一般会計予算事故繰越し繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、これを翌年度に繰越しをするための

ものでありまして、地方自治法施行令第１５０条

第３項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第１８ 報告第３

号 令和２年度名寄市介護保険特別会計予算繰越

明許費繰越計算書の報告についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 令和２年度

名寄市介護保険特別会計予算繰越明許費繰越計算

書の報告について申し上げます。

介護保険特別会計予算繰越明許費繰越計算書は、

出納閉鎖に当たり、令和２年度に完了しない介護

給付負担金等返還金を翌年度に繰越しをするため

のものであり、地方自治法施行令第１４６条第２

項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第３号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第１９ 報告第４

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第４号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、令和２年１２月１９日午後２時

２８分頃、市内大通において総務部企画課所管の

公用車が片側２車線の右車線を北へ向かって走行

中、左車線前方を走行していた相手方車両が南５

丁目通の交差点手前で左車線から右車線を横切る

形で対向車線側へＵターンしようとしたため、右

後方から直進をしてきた当方車は急ブレーキをか
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け、衝突を回避しようとしましたが、凍結路面で

あったため間に合わず、相手方車両の右側面に衝

突をしたものでございます。過失割合は本市が２

０％であり、相手方車両の修理代として６万２，

６００円を負担することで示談が成立をし、和解

したところでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第４号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２０ 報告第５

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第５号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

本件は、令和３年１月２４日午後３時３０分頃、

名寄市西１２条南１丁目の豊栄通歩道上の植樹桝

に植えてあった街路樹が幹から折れ、隣接をする

私有地に駐車をしてあった相手方所有の車両に当

たり、フロントガラス及びバンパー等に損害を与

えたものでございます。今回の事故の過失割合は

本市が１００％であり、相手方車両の修理代とし

て損害額３４万３５１円の全額を本市が負担する

ことで示談が成立したところでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） この事故、植樹桝に

植えてあった街路樹が倒れたという中身をちょっ

と詳しくお知らせをいただきたいなと思うのです。

というのは、１月ですから、雪がたくさんある、

雪山があるところでしょうし、また除雪車がぶつ

かったのか、それかどういうふうになって折れた

のかをちょっとお知らせをいただければというふ

うに思います。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 今回の倒木につ

きましては、冬期間ということでもございました

けれども、私どもの現場確認した判断といたしま

しては木の上に載っていた雪の重みで木が倒れて

ということで、多少木も健全な状態ではなかった

のかもしれないのですが、ちょっとそこまでは私

ども判断つかないのですけれども、どうも雪の重

みで倒れてしまったというような状況でございま

した。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） そういう状況であれ

ば、街路樹がもう腐ってきていたのか、年数がた

っていてというようなことにつながるのかなとい

うふうに思います。

それで、ほかのところも随分ありますから、や

っぱりそういった点検ですか、雪のあるときはな

かなか難しいでしょうけれども、雪のない時期に

点検しておくことも必要かなと。たまたま今回は

車だけでしたけれども、やっぱり通行人の方にけ

ががあったりというようなことになっては大変か

なというふうに思うのですが、その点についての

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 今回の事案につ

きましては、大変申し訳なかったというふうに私

どもも反省をしてございますし、この間、冬期間、
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夏場もそうですけれども、街路樹につきましては

目視点検なのですけれども、枯れてきているよう

であれば注視をするような状況でもございました

し、冬期間におきましてもこの間は木の上に雪が

もっさりと積もったような状況で、その雪が落ち

てくるというようなことがないようにというよう

な観点で現場の確認してはいたところなのですけ

れども、今回の事案を受けまして、このときもす

ぐに一斉に調査、もう一回状況、市内パトロール

もさせていただきましたし、以降につきましても

少し雪の重みで木が倒れるということも視点に入

れながらちょっとパトロールを進めるような形で

やっていこうということで内部では協議してござ

いますので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

報告第５号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２１ 報告第６

号 債権放棄の状況報告についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第６号 債権放棄の

状況報告について申し上げます。

本件は、名寄市債権管理条例第１８条の規定に

基づき令和２年度において放棄をした公営住宅、

病院事業及び水道事業の債権について報告するも

のでございます。

まず、公営住宅につきましては困窮により徴収

停止の措置を取っていた住宅使用料について１件、

２，３１０円を放棄したものであります。

次に、病院事業におきましては患者が破産、死

亡等の理由により回収見込みのない入院、外来診

療費について６１件、３２７万１，９６０円を放

棄したものでございます。

次に、水道事業におきましては破産、消滅時効

の理由により回収見込みのない水道料金及び水質

検査手数料について１２３件、４０万２，８００

円を放棄したものでございます

以上、名寄市債権管理条例第１９条の規定によ

り御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第６号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２２ 報告第７

号 公害の現況に関する報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第７号 公害の現況

に関する報告について申し上げます。

令和２年度につきましては、関係機関の御理解

と御協力をいただき、大気汚染、水質汚濁、騒音、

振動、悪臭の５項目を中心に、調査、監視等を行

ってまいりました。

まず、大気汚染では、炭化センターにおけるダ

イオキシン調査を年２回実施をし、排出基準を大

きく下回る結果となっております。

次に、水質汚濁では、名寄川の水質調査を実施

をいたしましたが、大腸菌群が環境基準値を超過

をしている時期もありましたので、今後も注視を

してまいります。また、ゴルフ場の農薬使用に関

する問題につきまして、関係をする環境保全指導

要綱に基づく水質分析調査を１１月に実施をし、

基準値以内の水質が保たれておりました。

次に、騒音、振動、悪臭については、公害とな

る苦情はございませんでした。
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その他、地球温暖化対策といたしましては、第

３次名寄市地球温暖化防止実行計画においてＣＯ２

削減目標を３％としておりますが、計画３年目と

なる令和元年度は基準年の平成２８年度と比較を

して６．９％の減少となりました。これは、これ

までの節電やウオームビズ等の取組の成果だと考

えられます。

以上、公害の現状について申し上げましたが、

今後も公害対策では継続した調査、監視等を行い、

市民の健康と生活環境の保全に努めてまいります。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けをしてございます公害の現状と対策を御覧いた

だきたいと存じます。

以上、名寄市公害防止条例第４条第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきますので、よろ

しく御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第７号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２３ 報告第８

号 株式会社名寄振興公社の経営状況についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第８号 株式会社名

寄振興公社の経営状況について御報告を申し上げ

ます。

令和２年度第４９期経営状況につきましては、

５月２４日の株主総会で報告を受けたところでご

ざいます。公社の第４９期の決算内容におきまし

ては、お手元の事業報告書に記載のとおりで、売

上高から売上げ原価、販売費及び一般管理費を差

し引いて５０７万２，６１３円の営業損失が生じ

ております。これに対し１，９９９万７，６８６

円の経常利益を計上してございますが、これは市

派遣職員に係る人件費負担金をはじめ、国の持続

化給付金や雇用調整助成金等を営業外収益に計上

したことによるものでございます。これに特別利

益と特別損失を加え、税引き前当期純利益で２，

５２９万６，５３１円を計上することができ、最

終的な当期純利益として１，７９０万３３１円の

黒字決算となりました。

令和３年度につきましても令和元年１１月に策

定をいたしました経営改善計画の着実な実行を引

き続き指導してまいります。

以上、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきます。よろしく

御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） 以上で報告第８号の報

告を終わります。

報告第８号については、本日の会議終了後に議

員協議会を開催し、質疑を行います。

〇議長（東 千春議員） 日程第２４ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市では８名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりましたが、令和３年９月３０日付で関下

冨士夫氏及び村中弘美氏が退任をされることから、

後任者の推薦依頼がございました。

本件は、新たな候補者として佐々木順道氏を推

薦をいたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により議会の意見を求めるものでございます。

なお、もう一名につきましては現在選考中でご

ざいます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

令和３年６月２日（水曜日）第２回６月定例会・第１号
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〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日６月３日から６月１５

日までの１３日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、明日６月３日から６月１５日までの１

３日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ０時０５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 倉 澤 宏

署名議員 東 川 孝 義

令和３年６月２日（水曜日）第２回６月定例会・第１号
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開議 令和３年６月１６日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 佐久間 誠 議員

７番 五十嵐 千 絵 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進につい

て外２件を、東川孝義議員。

〇１５番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い

まして順次質問してまいります。

大項目の１番目、まち・ひと・しごと創生総合

戦略の推進について伺います。まち・ひと・しご

と創生総合戦略は平成２７年に策定され、その後

平成３１年、令和２年に改定が行われ、各種の施

策が進められております。まち・ひと・しごと創

生法の目的は、少子高齢化の進展に的確に対応し、

人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏へ

の人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で

住みよい環境を確保して、将来にわたって活力あ

る日本社会を維持していくために創生に関する施

策を総合的かつ計画的に実施するとされておりま

す。

そこで、小項目の１番目、人口の将来展望予測

と実人口との差異の考え方について伺います。６

月１日に２０２０年国勢調査の速報値が発表され

ました。道内全体では５年前に比べて１５万２，

８４８人の減少で、大正９年の調査開始以来減少

数、減少率とも最大になったとの報道がありまし

た。当市では、平成２７年にまち・ひと・しごと

創生人口ビジョンの中で目指すべき将来の姿の実

現に向けて人口減少対策を進めるために必要な将

来の人口展望を示しております。当市の令和３年

３月末の人口は２万６，７０８人であり、平成２

７年策定時の人口ビジョン予測ケース１の２０３

０年が２万６，１８３人であり、ほぼ近い人口に

なっております。計画策定後の自然増減、社会増

減の実態と人口の将来展望と実人口との差異につ

いてどのように受け止めているのか伺います。

次に、小項目の２番目、人口減少の歯止め対策

に向けての取組について伺います。将来人口を推

計するに当たり各種の調査機関のデータ分析に加

えて、名寄市には自衛隊、大学の立地により社会

増減が少ない環境も加えられていると思います。

また、当初予測できなかった王子マテリア名寄工

場が今年１２月での生産品集約で工場が停機され

ることにより環境、影響はさらに大きくなると予

測されます。人口ビジョン策定後、今日までにお

ける人口減少歯止めの対策について伺います。

次に、小項目の３番目、雇用の創出と人材の確

保に向けて伺います。まち・ひと・しごと創生総

合戦略の令和２年改訂版において、地域の産業を

元気づけ、新たな力を呼び込む、活力があふれる

まちにおいて雇用の創出と人材確保の施策が計画

をされております。特にコロナ禍にあってはテレ

ワークなどで地域における潜在能力が高まったと

言われておりますが、業種間でのミスマッチによ

り様々な業種で人手が不足をしております。人材

確保に向けての具体的な施策について伺います。

また、王子マテリア名寄工場生産停止後の名寄市

における相談窓口の具体的な対応についてもお伺

いいたします。

次に、小項目の４番目、デジタル推進担当の役

割と機能について伺います。デジタル改革に向け

て今年９月より内閣府直属のデジタル庁がスター

トいたします。北海道においても、デジタル技術

やデータを活用した社会改革を目指す目的で、４
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月に総合政策部内に新部署が設置をされました。

名寄市も国のデジタル推進に向けてデジタル推進

担当を新設されましたが、具体的な役割と機能に

ついて伺います。

次に、大項目の２番目、ウィズコロナを見据え

た施策について伺います。小項目の１番目、ワク

チン接種の対応と今後の見通しについて伺います。

新型コロナウイルス感染症は、５月に入り全国的

に感染拡大が広がり、北海道においても５月１６

日から６月２０日まで緊急事態宣言が発出をされ

ました。このような状況の中で、当市では６５歳

以上の方へのコロナワクチン接種受付が５月６日

より始められ、６月１日時点で高齢者９，１４２

人に対して施設先行接種の方も含めて７，５５８

人で８２．６７％と伺っております。６５歳以上

の方の２回目の接種の終了は、いつ頃をめどとさ

れているのか伺います。また、今後のワクチン入

荷の状況にもよりますが、６４歳以下のワクチン

接種スケジュールはどのように検討をされている

のか伺います。

次に、小項目の２番目、市内経済への支援策に

ついてお伺いします。新型コロナウイルス感染に

より市内経済は業種により非常に大きな打撃を受

けております。昨年から今年にかけて国、道の補

助金を含めて当市独自の対策事業が進められてき

ました。これらの施策は、その時々において効果

はあったものと受け止めております。今後のコロ

ナウイルス感染症の状況にもよりますが、市内経

済の活性化に向けて定例会最終日に提案されると

伺っております。当市独自の経済対策及び消費喚

起の支援策について、現状での考え方について伺

います。

次に、小項目の３番目、ウィズコロナの時代に

求められる施策についてお伺いをいたします。長

期化するコロナウイルス感染症によりアフターコ

ロナではなく、ウィズコロナ下での施策が重要で

あると考えます。いわゆるウィズコロナは、コロ

ナウイルスが存在する前提で経済活動や社会活動

をどう運営していくかであります。令和３年度予

算編成の市長訓令において、市民生活及び市内経

済への備えを最優先とし、ウィズコロナ、新しい

日常に取り組んでいくと示されておりますが、現

状での考え方について伺います。

次に、大項目の３番目、行政評価結果に基づく

具体的な対応について伺います。小項目の１番目、

行政評価の目的と具体的な対応について伺います。

名寄市では、名寄市総合計画（第２次）や名寄市

自治基本条例に基づき効率的な行政運営を推進す

るために毎年総合計画の実施事業を対象とした評

価の実施と制度の充実を図るべく行政評価を実施

しております。改めて行政評価の目的と個々の事

業における４段階の評価基準、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの

結果におけるそれぞれの具体的な対応についてお

伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、令和元年度、令和２年

度における事業評価結果Ｃの対応について伺いま

す。評価対象事業は、名寄市総合計画（第２次）

中期実施計画で１７５事業でありますが、令和元

年度、令和２年度の２年間にわたり事業評価結果

がＣ評価となった移住の推進について伺います。

移住促進事業は、総合戦略の人の流れを呼び込み、

ここに行きたい、ここで暮らしたいと思われるま

ちの目標に向けてお試し住宅の運用から利用促進

のＰＲ強化を図りながら推進をされております。

具体的な利用に当たっては様々な課題があると思

いますが、事業の目的が令和元年度と令和２年度

に違いがありますので、その変更内容について伺

います。また、この事業は平成２５年度から取組

を行っており、現在まで実施した事業の評価と今

後の課題について伺います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） おはようござい

ます。東川議員から大項目で３点にわたり御質問

いただきました。大項目１の小項目１、２及び大

項目３については私から、大項目１、小項目３及
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び大項目２の小項目２、３については産業振興室

長から、大項目１、小項目４については総務部長

から、大項目２の小項目１は健康福祉部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、まち・ひと・しごと創生総

合戦略の推進について、小項目１、人口の将来展

望予測と実人口との差異の考え方について、小項

目２、人口減少の歯止め対策に向けてを一括して

お答えいたします。名寄市まち・ひと・しごと創

生人口ビジョンは、本市が有する様々な資源や優

位性を最大限に生かしながら将来にわたって自立

的で持続的な地域社会を創生するため、人口減少

対策をまとめた名寄市まち・ひと・しごと創生総

合戦略の施策展開により目指すべき将来の姿の実

現に向けた人口の将来展望を示したものです。人

口ビジョンは、平成２２年、２０１０年までの国

勢調査人口を基に推計しており、名寄市の特徴と

して、これまで国勢調査の人口は住民基本台帳に

登録された人口より５００人程度多い傾向にあり

ます。先日発表された２０２０年国勢調査速報値

は、人口ビジョンで示した人口の将来展望を下回

り、策定時の想定より人口が減少している状況と

なっております。直近５年の住民基本台帳の数値

によると、平均で２００人を超える転出超過によ

る社会減であるとともに、出生数は約２００人に

対し死亡数が３００人を超える状況であり、１０

０人を超える自然減、結果として年間３００人を

超える人口減少となっております。要因としては、

出生率が伸びていないことや国が地方創生で掲げ

た東京一極集中の是正、都市から地方への人口の

移動を加速させる取組の成果がまだ出ていないこ

とが考えられます。本市としても人口減少に歯止

めをかけるため、国の地方創生関係交付金を活用

し、冬季スポーツを中心に大会、合宿誘致、開催

などを推進する冬季スポーツ拠点化事業や市立大

学卒業生の市内定着化などを目指した地域のケア

力向上プロジェクトなどを推進してきております。

また、名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略に

基づき子育て環境の充実により出生率の向上を目

指すため、小学生までの医療費の全額助成を行う

乳幼児等医療給付事業や年収６４０万円未満相当

の世帯の保育所等を利用する３歳未満の幼児で、

第２子以降の保育料を無償化する多子世帯の保育

料軽減支援事業、待機児童対策として保育の担い

手となる保育士を確保するため保育対策総合支援

事業などに取り組んでおります。現在のコロナ禍

において企業等でテレワークが普及し、働き方や

ライフスタイルの多様化により地方でのテレワー

ク、移住を希望する人が増えたことから、東京に

おいてはこれまでの大幅な転入超過から一転、昨

年度は転出超過となりました。この社会の変革を

チャンスと捉え、北海道と連携したワーケーショ

ンの受入れを推進するとともに、地域の魅力発信、

プロモーションの強化を図るなど関係人口の拡大

に向けた取組を推進してまいります。

次に、大項目３、行政評価結果に基づく具体的

な対応について、小項目１、行政評価の目的と具

体的対応について申し上げます。行政評価につき

ましては、名寄市総合計画の実効性を高め、効果

的かつ効率的な行政運営や行政の透明性の確保を

図るため社会経済情勢の変化や多様化する市民ニ

ーズを踏まえ、実施計画事業の成果や目標の達成

度を４段階で評価しております。名寄市総合計画

（第２次）中期基本計画に掲載している１７５事

業を評価対象とし、計画期間中の４年間で全事業

を評価することとしており、令和２年度の行政評

価は令和元年度でＣ及びＤ評価となった事業を含

め、５１事業を評価し、そのうち関連がある事業

を一部まとめ、４９事業を評価の対象としました。

評価結果につきましては、５１事業中Ａ評価が３

８事業、Ｂ評価が１０事業、Ｃ評価が３事業とな

りました。行政評価の方法につきましては、担当

部局での一次評価、庁内の係長職で構成されるワ

ーキンググループ評価、名寄市総合計画審議会に

よる外部評価を経て、庁議メンバーによる二次評

価を実施しております。具体的な事業の見直しに
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ついては、総合計画登載事業のローリング作業に

おいて協議し、事業を推進する事業費については

財源等の検討も行いながら予算編成を行っており

ます。

以上、総合計画の事業検証をこれらの検証プロ

セスを経てＰＤＣＡサイクルによる事業の進捗管

理を行っております。

次に、小項目２、令和元年度、令和２年度事業

評価結果Ｃの対応について申し上げます。移住促

進事業では、移住に関する情報発信及び一定期間

生活体験をしていただくことを目的としたお試し

移住住宅の運用を行ってきており、活動指標及び

成果目標、いわゆるＫＰＩの設定はお試し移住住

宅の稼働状況としておりました。事業の目的とし

ては、令和元年度調査ではお試し移住住宅に焦点

を当て、住宅の利用促進から交流人口の拡大や経

済効果を目的とした内容としておりましたが、交

流人口のみならず関係人口にも着目し、推進する

ことを名寄市移住促進協議会の目的に加えること

としたため、令和２年度の調書を変更いたしまし

た。また、お試し移住住宅事業の評価としては、

住宅設置当初から利便性や環境の向上を図りなが

ら運用してまいりましたが、稼働率の低さや避暑

地としたシーズンステイの利用が多く、移住に結

びついていないなど課題があり、令和２年度に住

宅２棟から１棟へ減らし、コスト削減や稼働率を

上げるよう見直しを行いましたが、新型コロナウ

イルスの感染症の影響もあり、課題が残ったため

Ｃ評価とし、外部評価でも同様の評価となったと

ころであります。この評価を受けまして、当該事

業について名寄市移住促進協議会としてさらなる

見直しの検討を進めた結果、お試し移住住宅は令

和２年度をもって廃止することとなりました。こ

の廃止に代わるものとしては、昨年度より実施し

ております移住体験ツアーの取組を継続して行っ

ております。２泊分の宿泊費助成を行い、移住に

際して必要な情報収集や地域住民との交流など個

々のニーズに応じて受入れを行い、移住や関係人

口の創出につながるよう取り組んでまいります。

以上、壇上からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私からまず大項

目１の小項目３、雇用の創出と人材の確保に向け

てについて申し上げます。

ハローワーク名寄管内の雇用情勢について、本

年４月の月間有効求人倍率は前年同月比０．１９

ポイント増の１．２７倍で、北海道の０．９１倍

を上回り、引き続き求職者に対し求人数が上回っ

ている状況が続いております。職業別では、特に

建築、土木、測量技術者、建設土木作業員など建

設関係のほか看護、介護分野で人手不足の状態が

続いており、一方で一般事務員など事務的職業が

恒常的に低い状況となっているなど業種によるミ

スマッチが生じております。本市では、これまで

中小企業振興条例に基づく補助事業の支援メニュ

ーにおいて中小企業の人材育成、確保を支援して

きたところです。これまでの支援メニューでは、

人づくりとして人材育成を中心に支援してまいり

ました。支援メニューにつきましては、（仮称）

名寄市商工業振興基本計画の策定に併せ、名寄市

中小企業振興審議会及び検討部会での御意見を踏

まえて見直すこととしており、その中で人材確保

の観点についても議論をいただいているところで

ございます。

王子マテリア株式会社名寄工場の生産品集約に

関しては、市、会議所、商工会、北海道、国の関

係機関で構成する対策本部として５月６日、総合

的な相談窓口を市産業振興室、名寄商工会議所、

風連商工会の３か所に設置いたしました。この相

談窓口は、王子マテリア株式会社、関連会社及び

取引先企業や従業員の転勤などに伴う家族の住居

や学校、高齢者の介護など幅広く対応するもので、

雇用に関する相談があった場合には対策本部の構

成員であるハローワークを紹介するなど連携を図

っておりまして、引き続き丁寧な相談対応に努め

てまいります。
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次に、大項目２の小項目２、市内経済への支援

策について申し上げます。新型コロナウイルス感

染症の影響に対する経済対策として、昨年来国や

道から給付金の支給や融資制度など様々な支援が

なされてきたところです。本市としてもこれまで

新型コロナで影響を受けた中小企業への融資制度

の創設や売上げが減少した中小企業等に対し総額

３億円を超える給付を実施したほか、市内の消費

喚起のため販売総額５億円を超えるプレミアム付

商品券を発行し、その時々の状況に応じて支援し

てまいりました。中小企業の経営者から経営の維

持や雇用の維持について一定の効果があったと評

価されているところでございます。しかしながら、

本年４月からの新型コロナの感染拡大により北海

道に対して５月１６日から３１日まで緊急事態宣

言が発せられ、さらにその期間が６月２０日まで

延長される状況となりました。国では、道内外の

緊急事態宣言及び蔓延防止等重点措置地域の休業

や時間短縮、不要不急の外出の自粛などの影響を

受け、売上げが５０％以上減少した中小企業等に

対し４月から６月の間法人に対しては月額上限２

０万円、個人事業主へは月額上限１０万円の月次

支援金を給付することとしております。道では、

５月１６日以降で、遅くとも１８日以降営業時間

が午後８時以降に及ぶ飲食店等が酒類の提供を午

後７時まで、テークアウトを除く営業を午後８時

までに短縮、または休業した場合には売上げの減

少に応じて１日当たり２万５，０００円から７万

５，０００円の支援金を給付することとしていま

す。

本市といたしましては、さきの経済建設常任委

員会で御説明したとおり、２つの支援策を検討い

たしました。まず、道の支援金の対象とならない

営業時間が午後８時までの飲食店や国の月次支援

金の対象とならない売上げの減少が５０％未満の

中小企業等もあることから、ウィズコロナに向け

た感染防止対策の徹底を促し、経営維持や雇用の

継続に資する支援金でございます。次に、市内中

小企業等が新型コロナ感染防止対策としてキャッ

シュレスやオンラインサービスなど非接触サービ

スの導入に係る経費の５０％を５０万円を上限に

補助するというものです。これら２つの支援策を

今定例会最終日に提案させていただきたいと考え

ております。

次に、大項目２、小項目の３、ウィズコロナの

時代に求められる施策について申し上げます。新

型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、

市民の皆様は感染予防を実践し、生活スタイルを

工夫、改善しながら暮らしています。日常生活を

以前のように戻すためには、速やかにワクチン接

種を完了させ、集団免疫を獲得することが必要で

す。健康を維持するためには日頃の生活リズムを

崩さず活動することが重要であることから、市民

の活動拠点となる公共施設は３密を回避しながら

利用をしていただいております。ただ、現在は屋

外施設は利用を再開しましたが、屋内施設は臨時

休館をしております。ウィズコロナでの経済活動

につきましては、感染防止対策を徹底した上で地

域経済を回すために必要な施策に取り組むことが

重要であると考えておりまして、そのためには市

と名寄商工会議所、風連商工会とも連携し、市内

経済状況の把握に努め、金融機関の意見を伺うと

ともに、国や道の施策などを注視することが重要

です。新型コロナウイルス感染症が終息しない状

況下においても感染リスクを軽減させながら今後

も引き続き市民の生活や健康並びに市内経済活動

を実施していくための取組や支援を検討し、対策

を講じてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目１

の小項目４、デジタル推進担当の役割と機能につ

いてお答えします。

国は、令和２年１２月に閣議決定されたデジタ

ル社会の実現に向けた改革の基本方針において、

デジタル社会の目指すべきビジョンとしてデジタ
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ルの活用により一人一人のニーズに合ったサービ

スを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社

会、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化を

示しました。また、このビジョンの実現のために

住民に最も身近な行政を担う自治体は重要な役割

を果たすものと位置づけ、自治体ＤＸ推進計画を

策定し、自治体が重点的に取り組むべき事項、内

容を具体化するとともに、着実に取組を進めるよ

う方針を示しました。

本市におきましては、これら国の動向を踏まえ

まして、本年４月の組織機構の見直しの中で各種

業務のデジタル化を総合的に推進し、市民サービ

スの向上と行政事務の効率化を図るため、総務部

分にデジタル推進担当を設置しました。御質問の

あったデジタル推進担当の具体的な役割と機能に

ついてでありますが、まずは国が示す重点取組事

項に沿い取組を進めたいと考えており、今年度は

重点取組事項６項目のうち主に３項目を中心に事

業を進める考えでいます。まず、１つ目は情報シ

ステムの標準化、共通化です。住民基本台帳や税

などの基幹系システム１７分野について国が目標

とする令和７年度までのシステム標準化、共通化

に向けて取組を進めます。２つ目は、行政手続の

オンライン化です。市民の皆さんがデジタルによ

る利便性の向上を実感、享受できるようマイナン

バーカードの普及も併せてオンライン手続を可能

にするよう取組を進めます。３つ目はＡＩやＲＰ

Ａの利用促進であり、特に基幹系システムと連携

した取組を進めます。いずれにしても、これらの

取組はスタートしたばかりであり、一気に進むも

のとは考えておりません。市民の皆様がデジタル

社会を享受できるよう地域におけるデジタル化や

職員の意識改革も含めて様々な取組も一歩一歩進

めてまいりますので、御理解、御協力のほどよろ

しくお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目２、ウィズコロナを見据えた施策について、小

項目１、ワクチン接種の対応と今後の見通しにつ

いてお答えいたします。

６５歳以上の高齢者のワクチン接種人数につき

ましては、６月１５日現在、１回目の接種者が５，

０３１人で、２回目の接種者は１，２４４人です。

接種券発送者数９，１４２人に対する１回目の接

種者の率は６１．８２％となっております。高齢

者の２回目のワクチン接種の完了につきましては

７月３０日を予定していますが、現在の予約状況

を見ると若干早まる可能性があります。６４歳以

下のワクチン接種につきましては、６月下旬には

接種券を発送する予定です。なお、１２歳から１

５歳の方はシステム改修後速やかに発送いたしま

す。初めに、基礎疾患を有する方を高齢者の予約

状況を見ながら早ければ７月中に接種を開始した

いと考えております。次に、年代を３つのグルー

プに分け、７月２０日頃から年齢の高いグループ

順に予約受付を開始して、８月２週目頃から６週

間かけて２回の接種を完了するスケジュールを検

討しております。ただ、ワクチンにつきましては

高齢者分は確保できていますが、６４歳以下はワ

クチンの供給状況によりスケジュールが変更にな

る場合があります。今後も医療機関の協力をいた

だきながら速やかにワクチン接種が進むよう取り

組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれの項目で丁

寧な答弁をいただきました。確認も含めて改めて

質問させていただきたいというふうに思います。

１点目のまち・ひと・しごと創生総合戦略の推

進ということで、人口の減少についてお話を伺い

ました。当初設定した人口、国勢調査の人口とい

うふうなことでの、当初は若干それよりも上回っ

たけれども、今回の部分は策定時より下回ってい

るというふうな御答弁をいただいたかなというふ

うに思います。人口の推移の内容についても私も
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合併以降ちょっと最近までの実態を調べさせてい

ただきました。先ほども答弁いただいたように、

２００６年、平成１８年３月の合併のときの人口

３万１，２１２人、この１０年後の平成２８年３

月の人口２万８，２８０人です。この１０年間で

２，９３２人の減少、９．３９％の減少率、先ほ

ど部長のほうでもお話がありましたように、この

２，９３２人のうち自然減が８１８人、社会減が

２，１１４人、自然減が全体の２８％と。今回ま

ち・ひと・しごと創生人口ビジョン、平成２７年

に策定されて、それから今年度までの部分改めて

確認をしました。先ほど壇上でもお話しさせてい

ただいたように、今年の３月末が２万６，７０８

人というふうなことで、この６年間で２，０１８

人減少しております。この２，０１８人のうち自

然減が７９９人、社会減が１，２１９人、自然減

が４０％と。前回、その前の１０年よりも大幅に

増えていると。今の２０１５年に比べて１，７５

９人、減少率は６．１％、緩和はされている。単

純に、年数も違うので、比較はできないのですけ

れども、ただ先ほど部長もちょっとお話がありま

した自然減が１００人ぐらい、年間大体３００人

ぐらい減少しているというようなお話を伺ったと

いうふうに思います。やはり自然減が１８年から

の１０年間で全体の２０％、今回平成２７年から

見てみると４０％と大きく増えていると。逆に社

会減が減っているというふうな内容になるのです

けれども、ここの部分で実際の総人口に与えてき

た影響といいますか、その辺をどういうふうに考

えているのか、あるいは今後の見通しも含めて考

え方をもう一度お伺いをしたいというふうに思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 一通り我々も人

口のこれまでの推移というのは分析をさせていた

だいた中で、壇上でもちょっと説明をさせていた

だきましたけれども、近年特に感じるところは子

供の生まれてくる数がやはり極端に減ってきてい

るというのが現状なのだというふうに思います。

平成２０年全般の頃は平均して子供たちが２５０

人前後コンスタントにこの名寄市でお生まれにな

ってということの子供たちの数が今２００人いく

のが大変といういうことで、圧倒的に子供たちが

生まれてくる数が減ってきているのだろうという

ことなのですけれども、名寄市のポテンシャルと

して、推進というか、応援していかなければいけ

ないのかなと思うのは、少ないながらに近隣の道

北の圏域の中で見ても生産年齢人口、特に若い世

代がまだ定着していただいているといったような

ところ強みもありますので、しっかりとここで安

心して、やはり子供たちを産み育てていただくよ

うな環境の整備というところも非常に今後も引き

続き重要な施策になってくるのかなというふうに

考えておりますし、今年も安心して育てていただ

けるような環境ということで子供の遊び場等も着

手しながら、いろいろな面で環境の向上に努めて

いかなければならないのかなというふうには考え

ております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 出生数の減少という

ことで、今部長お話しになったように、平成１９

年、年間２９４人だったのが、平成３１年、２１

９人、今お話あったように、令和２年からは１６

９人と。２００人を切っていると、そういう実態

の部分、そのことの対策だとかというのも今御説

明をいただいたところです。今回いろんな人口と

併せて高齢化率、これもちょっと調べてみました。

合併当初の高齢化率というのは平成１８年２５．

１２％、平成２７年に３０％、３０．４４という

数字になっている。今年３月では３３．１１、一

方世帯数なのですけれども、平成１８年は１万４，

５２３世帯、世帯人数は２．１７人、令和３年は

１万４，２５９世帯で世帯人数は１．８７人、こ

の１６年間で人口とは違って世帯数は２６４とい

うことで大きく減少はしていない。このことは、
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一方核家族化が進んでいるのかなというふうにも

読み取れるのかなというふうに思います。人口ビ

ジョンの策定のときに２０４５年の高齢化率が３

３．６％という計画になっておりました。今年の

３月が約２０年後のこの数字にほぼ近い数字に高

齢化率、なっております。今お話にもございまし

た策定時以降の年少人口、あるいは生産年齢人口、

いわゆる人口構造の推移、この辺をどういうふう

に押さえられているのか、改めてちょっとその辺

お伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 構成というか、

年齢構成の予測という考え方ですけれども、後期

高齢については若干多分増える要素があるという

ことでありますけれども、高齢化というのは今こ

れから減少傾向に転じていくといったような年齢

構成になってくるというふうに推計しております。

ですので、先ほど申し上げたとおり、やはりしっ

かりと次の世代を担っていただくところの人口を

ここで増やしていかなければならないといったと

ころが今後非常に重要なところに入ってくるので

はないかなというふうに考えているところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 恐らく全体が増えな

い、パイが増えていかない中で高齢化率の部分も

今お話にあった形なのかなと。いずれにしても、

やっぱり次の世代担っていく人の構造、そこの部

分をいかに育てていくのかというのが大切なのか

なというふうに思います。先ほど部長からもお話

ありました人口減少対策に向けて保育事業、子育

て環境の整備だとか、あるいは住民の健康寿命を

延ばした幸せ、幸福度を高めるまちづくり、今進

められるというふうに思っております。時間の関

係もあるので、ここの部分で加藤市長に改めてお

伺いをしたいと思います。

人口の将来展望、目指すべき姿というふうなこ

とで、周辺市町村との広域連携を拡大をしていく

だとか、あるいは日本の、名寄市の先ほども言い

ました公立大学の優位性を生かした取組をしてい

くというふうなことで進められておりますけれど

も、よくやっぱり人口減少に特効薬はないという

ふうな言われ方もします。人を増やそうという発

想ではなくて、人が減る中でどういうふうな社会

をつくっていくのかというふうな考え方も一方で

は必要でないのかなというふうに思いますので、

改めて加藤市長の考え方をお伺いをしたいという

ふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 現在政府のほうでも経済、

財政の骨太の方針の中で４つの大きな柱を打ち出

しをしているところでありますが、グリーン、デ

ジタル、そして少子高齢化に向けた子育て支援の

対応と分散型地域社会の構築だったかな、この４

つの柱ということで、これまさに今コロナ禍の中

で改めて大きな社会の転換期に来ている中で一つ

地域の中でもある意味では大きな転換期、あるい

はチャンスの時期にも来ているのではないかとい

うふうに思っています。改めて一定の人口を確保

していくということは、国力や地域力を維持して

いく上でこれやっぱり重要でありますので、ここ

はしっかりとできる対策をしていくことが重要で

あるというふうに思います。その中で、よりこの

地域の優位性を生かした様々な取組もしていく必

要があるのでないかと。名寄には大学あったり、

病院があったり、こうした地域をしっかりと支え

ていく大きな重要なインフラもありますので、こ

こをしっかりと守り、そして一方で地域の連携を

しっかりとさらに強めていくことで名寄市だけで

なくて、広域の連携を強化をし、地域全体で安心、

安全な人口の減らない社会をつくっていくという

ことが大変重要なのではないかというふうに思い

ます。いずれにいたしましても、議員がおっしゃ

るように、大きな特効薬はない中でできるだけ人

を減らさない、あるいはこの地域で残って、ある

いはこの地域でいろんな活動していく、さらにこ
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の地域で子供を育て、この地域で教育をしたい、

そうしたことをしっかりと進めていく中で、でき

るだけこの地域に活力を持って、そしてこの地域

に人口減らさない施策と、さらには、人口がそう

はいっても減っていく中で横のつながりというか、

今お話しいただいた広域連携だとか、あるいは地

域の中でのコミュニティーをさらに醸成していく

という横のつながりをしっかりと大事にしていく

と、この２つをやっぱり推し進めていくというこ

とが重要なのでないかというふうに思っています。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今までの施策に加え

て、今御説明をいただいた内容でさらに推進を進

めていただきたいというふうに改めて要望してお

きたいというふうに思います。

雇用の創出と人材の確保というふうなことで先

ほど答弁をいただきました。人材育成を中心に中

小企業等支援をされているというふうなことでの

内容、それから王子マテリアの関係についてもお

話をいただきました。この中で改めてお伺いをし

たいのですけれども、今コロナ禍にあってテレワ

ークなど、地域にある面では潜在能力が高まった

というふうなことがよく言われるのですけれども、

実際当市の場合どういうふうな受け止め方をされ

ているのかという考え方についてちょっと１点お

伺いをしたいのと、あと王子マテリア、先ほどお

話がありましたハローワーク、市、会議所、商工

会というふうなことで、事情のある方についてハ

ローワーク等紹介をするというふうなことだとい

う答弁をいただいたかと思うのですけれども、現

状どういうふうに具体的に進めようとされている

のか、支障のない範囲でお答えを、御説明をいた

だければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私のほうからテ

レワークの関係のお答えをしたいというふうに思

います。

今年国、道と連携して実施しているＵＩＪター

ンの促進、地方の担い手不足対策のための移住支

援金事業の対象にテレワークが、テレワーク移住

が追加されております。この要件としては、所属

先の企業からの命令ではなくて、自己意思により

移住し、所属企業の業務を引き続き行うこととい

うことが要件となっておりまして、本市において

も対象となるよう要綱の整備を行いまして、周知

のほうさせていただいているところであります。

このテレワークの普及から転職なき移住、これを

現実的なものとして期待しているところでありま

して、取り組んでおりますが、一方都市圏の方が

テレワークを行う場合の実際のニーズとしては移

動距離やコスト、コロナ禍の状況を考慮すると、

まだ首都圏近郊、こちらのニーズが高いというよ

うな状況になっておりました。そういうこと踏ま

えまして、テレワークのみではなくて、今取組と

しては名寄の自然環境を生かしたバケーションと

セットにしたいわゆるワーケーションの受入れが

できるように検討しておりまして、このワーケー

ション推進するにはやはり仕事していただく環境

ということでＷi―Ｆiの環境の重要性も認識して

いるところであります。実際に今後受入れを努力

させていただいて、受入れ実績をつくって、見え

てくる課題もあると思いますので、しっかりと整

理しながら今後もＰＲ等含めて進めてまいりたい

というふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私からは、王子

マテリア名寄工場の相談窓口に関して答弁させて

いただきます。

５月６日の日に開設をさせていただきましたが、

今のところ相談件数としては１件いただいており

ます。今後いただいた相談におきましては、先ほ

ど答弁させていただきました様々な御相談をいた

だくと思いますので、相談に応じた機関ですとか

団体等を紹介させていただきますが、例えば就職

相談等あった場合にはハローワークとも連携して
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おりますので、ハローワークと連携した中で紹介

させていただくとか、そんな形で相談を受けてい

きたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） テレワークの内容に

ついて、確かに地域だけではなくて、そこに来て

いただくための環境整備というふうなことで進め

られているということで、積極的な対応をお願い

をしたいというふうに思います。

王子の関係については今１件あるということで、

実際にはこれからがいろいろな具体的な形になっ

てくるのかなというふうに思います。せっかくそ

ういう対応の窓口をつくっていただいたので、よ

り積極的に対応推進をお願いを申し上げたいとい

うふうに思います。

あと、デジタル推進の関係、先ほど総務部長の

ほうからお話、３点、６項目のうち３項目進めて

いるというふうなことで、いずれにしてもこれか

らの取組なのかなというふうに思います。先ほど

部長もお話ございましたように、デジタルという

とどうしても高齢者の方が苦手意識だとか、自分

も含めてですけれども、できるだけ市民の方全員

にやっぱりよさが実感できる、先ほどもお話あり

ましたそのような、あるいは条件が不利な地域に

おけるデジタル技術を活用したサービス、全体に

行き渡るというふうなことは先進地の事例も含め

て今後取組を進めていただきたいというふうに要

望しておきたいと思います。

次に、ウィズコロナを見据えた施策ということ

で、ワクチンの関係、先ほど小川部長からお話を

いただきました。６５歳以上の今の接種状況、１

５日現在の状況についても御説明をいただきまし

た。２回目が一応７月３０日をめどですけれども、

若干早まるかもしれないと。それから、６４歳以

下については６月下旬に接種券を発送して、年齢

の高い順、グループ分けをしながら進めていかれ

るというふうなことで御答弁があったかなという

ふうに思います。今回ワクチン接種、スタートの

時点、いろいろと苦情だとかというのがあったと

思いますけれども、その都度しっかり対応してい

ただいて、あるいは私も何名かの方にお話を伺っ

たのですけれども、子供、あるいはお孫さんにラ

インでやっていただいたとか、あるいは近所の若

い人がお手伝いをしていただいたとかというふう

なこと、当然行政のほうも窓口対応、すぐに柔軟

な対応をしていただいたということで、まさに本

当に走りながらのいろんな対応に敬意を申し上げ

たいというふうに思いますし、今実際ワクチン接

種をされている医師、看護師、スタッフの方、本

当に日々努力をされている、非常に大変な業務に

携わっているということについては感謝とお礼を

申し上げたいというふうに思います。そのことを

踏まえてですけれども、先ほどもちょっと部長の

ほうからありました基礎疾患を有する方というこ

とで、今月広報でそれぞれ各家庭に配布をされた

というふうに思いますけれども、現在の受付の状

況とこの方のワクチンの接種時期、これいつ頃を

目指しているのかと。先ほど部長の中で６４歳以

下の接種に実際該当される方、これはあくまでも

強制ではないので、全員受けるとは限らないので

すけれども、何名ぐらいで、グループ分けを実際

にどういうふうに具体的に今検討されているのか、

その内容についてお聞きをしたいというふうに思

います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） まず、基礎疾患

につきましては、今回ウェブによる受付と郵送と

いうことでやっておりまして、昨日現在でウェブ

が約６００件ほど、郵送の数ちょっと今手元にな

いですけれども、１００件ほどあるかと。７００

名ほどの申請が来ているかなというふうに思って

おります。この方の接種については、ちょっと今

スケジュールをいろいろ調整しておりますけれど

も、７月１１の週、というのが高齢者１回目打ち

ますと８月にかかっているので、この週を空けて

あるのです。ということで、ちょっと空いている
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日を想定しながら今調整をしているところであり

ます。

それと、グループ分けの関係ですけれども、１

２歳以上でいきますと人数は約１万５，０００人

ほどいます。その中で先行接種なり職域も含めて、

医療従事者等々もう接種終えている方もいますの

で、そういった方も勘案しながら３つのグループ

に分けて、そのグループ分け、人数、最終的な調

整中でありますけれども、例えば５０歳から６４

歳とか、その次４０歳から５０歳とか、大きなグ

ループに分けて、そこはちょっと人数を調整して、

今調整中でありますので、いずれにしても３つの

グループに分けながら、そして年齢の高い順に予

約開始日を設定して、順次予約ができるように進

めてまいりたいというふうに考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 接種の関係、今３つ

のグループに分けてということで御説明いただき

ました。接種券が６４歳、６月下旬に発送される

というふうなことで、６４歳以下の方で結構名寄

に現住所があって、地方で働いているだとか、あ

るいは地方にいて、名寄市に住まわれている方だ

とか、いろいろな方いらっしゃると思うのですけ

れども、当然大学生も含めてだと思うのですけれ

ども、この方々の対応、どういうふうに検討され

ているのかと併せて、今企業だとか、それから大

学だとかというふうなことで、それから名寄市に

あっては学校、障がい者施設、いろんなところが

あると思うのですけれども、職域での接種につい

てどのように今お考えになっているのか、検討さ

れているのかお伺いをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 御質問ありまし

た名寄市に住民登録があって、ほかのまちに居住

している方、また逆のパターン、ほかのまちに住

民票登録をしてあって、名寄に居住している方、

特に大学生とか多いのですけれども、そういった

方につきまして基本的には名寄に居住、それぞれ

の居住地で接種ができる体制を国で進めておりま

すので、名寄市に住民票がなくて居住している方

につきましては名寄市で責任を持って接種をした

いというふうに思っています。ただ、そのときに

各自治体で発行した接種券があるのが一番スムー

ズに接種ができる状況にはあります。ただ、各自

治体によって今接種券の発行についてはいろいろ

時期についてはばらつきがありますので、基本的

には接種券がまず届いていなくても本市において

は接種をしながら、後ほどそういった時点ですぐ

速やかに提出をいただいて、事務処理をするとい

う、そういった対応も含めていきたいというふう

に考えております。各自治体でも先行接種でいろ

んな学校施設、いろいろな方が始まっていますの

で、そういった面で本市においても今月下旬、速

やかに接種券を発行するように今準備を進めてい

るところであります。

続いて、職域、大学接種についてですけれども、

国においてはワクチンの接種を加速化するという

ことで、大企業や大学での接種を推進しておりま

す。本市におきましては、名寄市立大学について

は教員で医師の免許、看護師の免許を有する方が

おられますので、学内のほうで職域接種が可能と

いう状況がありまして、実は国のほうに申請をい

たしまして、承認を受けているところであります。

また、接種時期につきましてはワクチンの供給ス

ケジュールがまだ決まっておりませんで、決定は

していませんけれども、申請時においては６月２

８日の週に１回目、そして７月２６日の週に２回

目というスケジュールで申請をしているところで

あります。そのほか、一応１，０００人規模と言

われていますので、なかなか大きな事業所とかは

ありませんので、そういった意味で商工会議所な

どの上部機関のほうで中小企業、取りまとめて、

集団職域接種ができないかといういろいろ会議等

も開かれて、本市においてもいろいろ検討されて
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いるようでありますので、そういったお店に市と

しても関わりながら、可能であればそういった対

応もしていきたいというふうに考えております。

いずれにいたしましても、市が行っている集団接

種と職域接種、並行して進むことによってよりワ

クチン接種が加速化できますので、そういう取組

に連携しながら体制を整えていきたいというふう

に考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

誰一人取り残さない情報の提供について外２件

を、山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、大項目で３点に

わたり質問をさせていただきます。

最初に、大項目１、誰一人取り残さない情報の

提供について、小項目１、情報発信における行政

の役割についてお伺いいたします。コロナ禍にお

ける生活が長期化してきている中、ワクチン接種

の予約受付に関わって様々な課題が浮き彫りにな

りました。その一つに情報の提供方法があると考

えています。災害時においても迅速かつ正確な情

報を発信し、住民の命と財産を守ることは、行政

の重要な役割であります。名寄市における防災ラ

ジオ等情報発信ツールの活用の状況についてお伺

いいたします。また、他の自治体においては防災

とコミュニティー機能の両面を目的とし、防災行

政無線等行政端末を設置し、様々な活用がなされ

ています。防災行政無線設置についての本市の考

え方についてお伺いいたします。

次に、小項目２、高齢者への支援策について、

ＩＣＴに触れる機会や環境の提供についてお伺い

いたします。ホームページや公式ラインを活用す

ることができれば、必要な情報をより便利に入手

することができます。しかし、市民全員がその環

境下にあるわけではなく、特に高齢者にとっては

なじみのない方もいらっしゃいます。環境を持た

ない場合であってもホームページから情報が入手

できるように拠点となる公共施設にＩＣＴ環境を

整えることが必要であると考えますが、機会の提

供に関する考え方についてお伺いいたします。ま

た、生涯学習機会を活用した支援策について、本

市でも様々な形態による生涯学習機会が設けられ、

積極的な活動が展開されていることから、パソコ

ン操作に関する学習機会の提供はさらなる生涯学

習につながる有効な支援策であると考えます。見

解をお伺いいたします。

次に、大項目２、児童生徒の安全、安心を担保

する環境整備についてお伺いいたします。少子化

が進む中にあって、児童生徒の安全、安心を守り、

健やかな成長を促すことは親だけに課せられたも

のではなく、社会全体の役割であると考えていま

す。そこで、環境整備についてお伺いいたします。

小項目１は、通学における安全対策についてで

あります。少子化が進む中、一人で長い距離を通

学する児童生徒の実態について、スクールバス利

用や遠距離通学の対象となっている児童生徒の実

態についてお伺いいたします。また、自転車通学

をする児童生徒の安全対策についてどのような配

慮がなされているのかお伺いいたします。

次に、小項目２、安全、安心な放課後の環境に

ついてお伺いいたします。コロナ禍による緊急事

態宣言のさなかはもちろんのこと、この後も感染

症予防を徹底する新しい生活スタイルが求められ

ます。子供たちは窮屈な学校生活を余儀なくされ

ていますが、放課後の活動も以前のように遊び回

れず、制限されています。子供たちの心身の健康

状態が懸念されるところですが、学校生活におけ

る不具合の訴えがないか、また安全、安心な放課

後の環境維持に向けた取組についてお伺いいたし

ます。

最後に、大項目３、名寄市内高等学校の再編、

統合についてお伺いいたします。今月１日、北海

道教育委員会から市内２高等学校について公立高

校配置計画案が示され、その翌日、新聞報道によ
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りその情報を知ることになりました。

そこで、小項目１、道教委から示された公立高

校配置計画案の詳細について、その具体的な内容

についてお伺いいたします。また、示された計画

案に対しての名寄市の受け止めについてもお伺い

いたします。

小項目２、魅力ある高校創造を目指した今後の

取組について。市内中学生の進学先が市外に流れ

ている現状を踏まえ、子供たちにとって魅力ある

高校創造に向けどのようなアプローチをかけてい

くのか。また、教育都市を宣言している名寄市と

して、市民を巻き込んだ高校創造に向けどのよう

な取組にしていくのかお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 山崎議員からは大項

目３点にわたり御質問いただきました。大項目１

は私から、大項目２と大項目３は教育部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、誰一人取り残さない情報の

提供について、小項目１、情報発信における行政

の役割についてお答えします。まず、災害時にお

ける情報発信の状況についてでございますが、市

からの情報発信の手法については携帯電話、スマ

ートフォンへの緊急速報メールや緊急告知ラジオ

を活用するプッシュ型配信のほか、Ｌアラートを

活用してテレビのテロップへの情報表示やＳＮＳ

機能を活用し、ホームページやフェイスブックな

どで情報を発信しております。昨年７月からは携

帯電話を保有していない方、または携帯電話にメ

ール機能を有していない方への新たな手法として

名寄市防災情報配信システムを導入し、自宅の電

話、ファクス番号を事前登録することで情報発信

することも可能となりました。また、緊急速報メ

ールは利用規約において生命に関わる緊急性の高

い情報として配信項目が定められておりますので、

そのほかの情報については名寄市公式ラインを活

用して情報発信ができる状況となっております。

次に、防災とコミュニティー機能の両面を目的

とした行政端末の設置についての考え方について

ですが、御質問の行政端末の設置については、同

報系無線の戸別受信機を各御家庭に設置する考え

ということになろうかと思います。現在市には同

報系無線の設備はありませんが、過去に同報系無

線や移動系無線の導入について議会でも議論され

た経緯もございますので、導入についてこれまで

も調査研究を進めておりました。同報系無線の活

用については、屋外へのスピーカーでの周知や戸

別受信機を活用した屋内への情報伝達となります。

本市で想定される災害では水害が一番リスクが高

いものとなりますが、屋外スピーカーは大雨時に

は効果が薄いことなども指摘されていることや戸

別受信機を全戸配布した場合の管理方法について

の課題、導入に係る費用が非常に高額となること

など費用対効果も含めて考え、同報系無線の導入

ではなく、より効果的に住民周知ができる手法を

模索し、情報伝達手段を多様化することとしてお

ります。現状では、先ほど申し上げました名寄市

防災情報伝達システムの導入やＳＮＳを活用した

手法など、少しずつではありますが、情報伝達手

段が多様化されているものと考えております。

また、コミュニティー機能については今後の運

用とはなりますが、民放テレビの地デジ広報サー

ビスを利用して市からの情報を発信し、視聴者に

リアルタイムで情報を提供できるサービスの導入

を進めております。

災害時の情報については、市からの情報発信は

重要であり、迅速かつ正確な情報を配信するよう

努めてまいりますが、住民自らも命を守るために

情報を得ることも必要となりますので、今後とも

自助力の向上につながるような取組を推進してま

いりたいと考えております。

次に、小項目２、高齢者への支援について、初

めにＩＣＴに触れる機会、環境の提供についてお

答えいたします。国ではデジタル社会の到来を見

据え、デジタルの活用により一人一人のニーズに
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合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが

実現できる社会、誰一人取り残さない人に優しい

デジタル化といったビジョンを示しており、本市

においてもいわゆるデジタルディバイド対策を取

りながら本市におけるＤＸの取組を進める考えで

ございます。今回御提言のあった公共施設におけ

るＩＣＴ環境の整備については、平成１５年に複

数の公共施設に端末を設置し、ホームページなど

を閲覧するブースを設けましたが、ほとんど利用

がない状況が続いたため各施設の意向も確認し、

端末の老朽化に併せて撤去いたしました。また、

撤去以降も端末の再設置の要望はありませんし、

このコロナ禍において不特定多数が使用する端末

を設置することは望ましくないことから、現状で

整備する予定はありませんので、御理解いただき

たいと思います。

なお、高齢者への情報伝達の手段としては、総

合政策部の広報担当において高齢者の参加が多く

見込まれる出前トークの介護予防メニュー時など

にスマートフォンによるラインでの情報収集の手

順等について説明する機会を設けるとともに、先

ほども申し上げましたが、パソコンやスマートフ

ォンを利用しない方でもテレビで簡単に自治体の

情報を入手できる民放テレビの地デジ広報サービ

スへの加入手続を進めているところです。この地

デジ広報サービスの活用により、ほとんどの方が

自宅において市が発信する緊急時や災害時、加え

てコロナウイルス関連の情報などをリアルタイム

で入手することが可能になります。今後とも高齢

者を含むデジタルディバイド対策について庁内関

係部局や関係団体とも連携し、議論を深めてまい

りますので、御理解のほどよろしくお願いします。

次に、高齢者を対象としたパソコン操作に関す

る学習の機会につきましては、行政が直接行って

いるものはございませんが、風連地区で開校して

いる高齢者学級、風連瑞生大学ではクラブ活動の

一つとしてパソコンクラブがあり、１７名の学生

が講師の指導の下、年間１８回程度インターネッ

トの検索の仕方、ＳＤカード等への取り込みの仕

方など基本的な操作方法について学んでおります。

パソコンの操作に触れる機会が増えると様々な情

報に触れ、スマートフォンの操作への応用にもつ

ながり、学生の方々からは日頃の学習の成果から

今回の新型コロナワクチン接種の予約についても

スムーズに行えたと聞いております。国における

デジタル庁の新設など、私たちの日々の暮らしの

中におけるＩＣＴ化が今後ますます身近なものに

なっていくものと考えます。そのため、まずはピ

ヤシリ大学も含めまして学生の皆さんからパソコ

ンの使い方などに対するニーズや意見を伺い、そ

れらを参考にし、今後の学習の機会の提供につい

て研究していきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは、まず初め

に大項目２、児童生徒の安全、安心を担保する環

境整備について、小項目１、通学における安全対

策についてお答えいたします。

まず、御質問のありました遠距離通学している

児童生徒への対応ですが、本市におきましては、

統廃合した学校を対象に６つの路線でスクールバ

スを運行しております。さらに、学校までの通学

距離が長く、スクールバスを利用できない児童生

徒に対し遠距離通学に対する助成に取り組んでい

るところです。スクールバス６路線の利用状況に

ついてでありますが、令和２年度においては小中

学生合わせて約６０名が利用しており、利用者の

中で学校と家との最も遠い距離は約１５キロメー

トルとなっております。

次に、遠距離通学に対する助成でありますが、

小学生については４月から９月までの前期が４キ

ロメートル以上、１０月から３月までの後期が２

キロメートル以上、中学生については前期が６キ

ロメートル以上、後期が３キロメートル以上の距

離を通学する児童生徒が対象となっており、これ

を基準に公共交通機関やデマンドバス、自家用車
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等で通学する場合にその経費に対し助成を行って

いるところです。令和２年度の実績では、小中学

生合わせて３６名に対して助成しており、スクー

ルバス利用以外の遠距離通学者はこの助成制度を

利用しているものと考えております。

次に、自転車通学に対する児童生徒への対応で

すが、小学校においては基本徒歩通学となってお

ります。ただし、一部の小学校において安全に登

下校できるよう対象学年やヘルメット着用、自転

車器具の点検、登下校時の寄り道禁止、定期的な

安全指導などのルールを定め、自転車通学の許可

を行っております。中学校では、基本的に自転車

通学が可能ですが、交通安全ルールの遵守、自転

車の点検整備、交通安全指導、許可申請などそれ

ぞれの学校のルールに基づき自転車通学を許可し

ております。また、本市では、全児童生徒を対象

とした交通安全教育を取り組んでおります。小学

校においては、新１年生の入学に併せ、名寄警察

署の協力を得ながら基本的な交通ルールやマナー

を身につけるための交通安全教室を実施し、実際

に自転車を使用し、安全な乗り方等について子供

たちに指導をしております。中学校においても小

学生同様自転車の乗り方のマナーや注意事項、さ

らには万が一の事故に対する対処法などの交通安

全指導を毎年実施しているところです。今後教育

委員会においては児童生徒が交通安全教室などを

通じ歩行者として、また自転車の利用者として必

要な知識や技能を身につけ、安全に通行するため

の意識や能力を高めていけるよう小中学校や関係

機関と連携しながら交通安全指導の充実に努めて

いきたいと考えております。

次に、小項目２、安全、安心の放課後の環境に

ついてお答えいたします。現在学校から新型コロ

ナウイルス感染症に直接起因した児童生徒の心身

の不調等の報告はありませんが、本市においても

新型コロナウイルスの感染者が確認されたことか

ら、全ての児童生徒が感染症に対して様々な不安

を抱えていることを前提に一人一人に応じた心の

ケアに努めることは極めて重要であると考えてお

ります。このため、学校には児童生徒一人一人の

状況を的確に把握し、適切に対応するようお願い

しているところです。また、安全、安心な放課後

の環境についてでありますが、国では北海道に緊

急事態宣言を発出し、より一層の感染予防対策に

取り組んでおります。この影響を受け、名寄市に

おいては屋内の公共施設が臨時休館となっている

ため、いましばらく利用することはできません。

ただ、公園や各小中学校のグラウンドなど屋外の

公共施設については６月５日より利用可能なため、

児童生徒の皆さんには感染予防対策をしっかりと

守りながら少しでも体を動かし、元気よく学校生

活を過ごしてほしいと願っております。教育委員

会といたしましては、学校にはこれまでの感染症

対策の徹底を図るとともに、感染リスクはゼロに

ならないことを前提に放課後など近くに大人がい

ない場面においても児童生徒が感染症を正しく理

解し、自ら適切な感染対策を取ることができる指

導の一層の充実を図るようお願いしてまいります。

続いて、大項目３、名寄市内高等学校の再編、

統合について、小項目１、道教委から示された公

立高校配置計画案の詳細についてお答えいたしま

す。北海道教育委員会は今月１日に高等学校進学

希望者数に見合った定員を確保することを基本と

して、中学校卒業者数の状況を踏まえ、生徒の多

様な学習ニーズ、進路動向などに対応した学校、

学科の配置や規模の適正化を図るため、令和４年

度から６年度までの高校配置の計画、いわゆる公

立高等学校配置計画案を公表しました。この配置

計画案では、名寄高校及び名寄産業高校の再編、

統合する新設校について生徒の進路動向や学校、

学科の配置状況、地元の要望などを勘案し、募集

学級数を普通科４学級及び情報技術科１学級の合

計５学級とするとともに、生徒の多様な興味、関

心や進路希望等に応じた主体的な学習が可能とな

るよう両学科へ単位制を導入すること、また新設

校の校舎は現名寄高校の校舎を使用することとい
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った具体的な方向性が示されたところです。本市

においては本年４月１５日に道教委へ名寄高校と

名寄産業高校の再編に係る新しい高校の配置につ

いて要望を行っておりますが、今回示された計画

案にはそうした要望内容を勘案していただいたこ

とと受け止めているところです。

次に、小項目２、魅力ある高校創造を目指した

今後の取組についてお答えいたします。魅力ある

高校創造に向けたこの間の取組として、名寄市内

高等学校在り方検討会議の下部組織として令和２

年８月に名寄市内高等学校魅力化推進委員会を設

置し、中学生や保護者に対し市内高校の魅力につ

いて情報発信を行ってきているところです。例え

ばフリーペーパーでの高校特集記事の掲載や名寄

高校のパンフレット作成などを行うとともに、名

寄高校、産業高校のＯＢから中学生に対しての高

校説明会の開催、両高校の校長と市長との座談会

開催などを行ってまいりました。本年度において

は、魅力化推進委員会に名寄市内高等学校魅力化

コーディネーターの配置や両高校のＰＴＡ役員、

学校評議員の方々にも魅力化推進委員会へ参画い

ただき、将来の高校のコミュニティ・スクールの

母体となるよう組織力を強化するとともに、様々

な事業の実施と情報の発信により地域から今まで

以上に魅力ある高校となるよう取組を進めてまい

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再質問をさせていただきます。

最初に、大項目１に関わってでありますが、実

は行政端末、情報提供については平成２８年の３

定のときにも一般質問をさせていただいている経

緯があります。その際、調査研究していくという

御答弁もいただいているところであります。それ

から５年にはなりませんが、おおよそ５年近い時

間が流れておりますので、この間名寄市として対

応していただいた、改善された情報提供について

再度お答えいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 議員のほうから平成

２８年でしたか、御質問をいただいたということ

で、調査研究するという答弁であったと思います。

それ以降でございます。当然議員おっしゃります

とおり、行政無線といいますか、大事なツールで

ございますので、それにつきましても例えば予算

査定時ですとか、そういう中で整備の議論はさせ

ていただいたというところがございます。ただ、

やはり先ほど答弁もいたしましたが、整備に多額

の費用を必要とすることですとか、水害があった

ときに外の、聞こえづらいだとか、そういう御指

摘もあるだとか、あと初期費用だけではなくて維

持管理もあろうかと思いますし、更新も出てくる

だろうというところも含めると、ちょっと見送ら

れたという経過がございます。２８年の答弁もあ

ったと思いますけれども、様々なものを活用して

情報提供に努めていきたいという部分ありまして、

先ほども防災情報配信システムですか、これが昨

年新たに実施したということで、今運用から１年

経過して、まだ１２０件ではございますけれども、

少しずつではありますが、登録者が増えていると

いう状況でございます。今年度についても広報等

で周知していこうと考えております。また、まだ

運用していませんが、先ほども答弁させていただ

きましたけれども、民放テレビの地デジ広報サー

ビスにつきましても、あれ５本ですか、５本最新

の情報を広報担当のほうで入力するとそれがテレ

ビのほうに反映されるというところでありまして、

基本的に地デジ放送が見られる方は見られるので

はないかというところなのですけれども、名寄市

は登録は、まだ運用されていないのですが、ほか

の運用されている自治体の情報なんか見ますとイ

ベント情報ですとかコロナのワクチン接種の予約

の時期だとか、そういうのにも活用されていると

ころもありますので、そういうのも今後も活用し

ていきたいと思いますし、今後デジタル化、先ほ
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ど東川議員のところでもありましたが、どんどん

進んでいくと思いますので、様々な手法を研究し

ながら情報伝達に努めていきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） いろんな方法につい

ても検討しながら進めていただいているというこ

とについては理解しておりますし、ありがたいな

というふうに思っています。その中で、防災行政

無線、行政端末にこだわりたい気持ちがどうして

もあるのは、今回のワクチン接種に関わっての申

込みのところでやはり多くの高齢者の皆さんから

近隣自治体でできている、いついつどんな形で進

められるのか、それが何かを自分で取りに行く、

何かをつけるということではなく、行政端末から

連絡が入ってくる。なぜそれが名寄市には設けて

もらえないだろうかという意見といいますか、質

問も含めてお問合せがたくさんあったということ

であります。私もこの間ずっとこの点について、

費用対効果、かなりの額が必要になってくるとい

うことは理解いたしますし、その費用捻出につい

ても大変だということは分かっておりますけれど

も、やはり研究を進めていくということについて

歩みを止めることはできないなというふうに思っ

ています。ちょっと私の調査が上っ面だけかもし

れませんが、インターネットで総務省のほうから

出されている市町村防災行政無線の動向というペ

ージについて確認しました。北海道内の市町村防

災行政無線、令和３年３月末現在ということで道

内１７９市町村、それに対して全整備状況、市町

村数で１５２、８４．９％、これについて本市と

してどのように捉えられますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 防災行政無線の設置

の状況お知らせいただきました。確かに議員おっ

しゃるとおり、防災行政無線、特に例えば近隣町

村でもありますけれども、モニターなんかついて

いれば文字でも情報が入ってきますから、今回の

コロナワクチンの予約の関係でも、なかなか私ど

も電話の担当なんかをさせていただきまして、ワ

クチンの予約の関係でかなり御意見ですとか御指

摘も受けたところでございますけれども、やはり

その日の予約が埋まって、その次の予約の電話は

いつから始まるのだという問いに例えばホームペ

ージですとか地元紙で情報流しますよという話し

してもいや、そんなの見られないのだわという形

の御意見もいただいていまして、最終的には大体

この日ぐらいには分かってくるから、その日にも

う一回電話してというぐらいで収めたというとこ

ろもございます。なかなか難しい課題なのかなと

いうところでございます。ただ、まさしくそれが

あればよろしいのでしょうけれども、それ恐らく

近隣の平成２０年、２１年ぐらいに整備している

のかなというところなのですが、今のスマホの普

及状況ですとか、そういうことを考えると、やは

り、この言葉がふさわしいかどうかあれですけれ

ども、費用対効果考えると多額の経費がかかるも

のですから、それ以外のシステムで何とかならな

いかという部分で考えているところです。ただ、

この部分が例えばこれから価格が下がってきたり、

そういうことも考えられますので、それについて

も今後も研究をしていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 費用については具体

的にどれぐらいの算出をされているのか一度伺っ

てみたいとは思っていますけれども、平成２８年

のときと今と大きく変わっているのは、このコロ

ナ禍で光回線の敷設が令和４年２月までに名寄市

内全域に完了するであろうという見通しができて

います。これも踏まえて、どれぐらいの金額を試

算されているのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 先ほど予算査定時で

すとか、そういう話しさせていただきまして、私

どもが今つかんでいる価格としては平成２９年に



－51－

令和３年６月１６日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

見積りをいただいた内容でございまして、調査費

用に１，０００万円、同報系無線の導入の初期費

用ですか、この整備工事も含めて３億６，０００

万円、これは屋外のスピーカーを含むものでござ

いました。それにＡＭラジオ、モニターで、文字

ではなくて、ラジオで音声だけの部分を全戸に配

布すると想定すると、全体で大体６億９，０００

万円という見積りをいただいていまして、これが

モニターだとか、そういう形になるともっと高く

なるのではないかというのが想定されるところで

ございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） その金額をどのよう

に捉えるかということも大きな議論させていただ

きたいところですが、コロナ禍ということももち

ろんありますけれども、この後雨が降ってくる、

水害が予想される時期にも入ります。１年だけの

ことではありません。やはり防災という観点から

すれば、これだけ地域が広くて、なかなか人が歩

いての連絡も取りにくい状況にある本市にとって

はその年、その年検討を加えていただきたいとい

うふうに思っています。少なくとも検討を加えて

いただきたいというふうには思っています。そし

て、先ほど誰一人取り残さない人に優しいデジタ

ルの運用という言葉が出てまいりましたけれども、

これについてもやはり、行政無線を使うことによ

って子供たちもいろんな情報を得ることができる。

入ってくるわけですから、定期的に。それを不必

要と思われる方があるかもしれませんが、高齢者

にとっても立ち上げなくても必要な情報が耳から

入ってくるということについての利益は大きいの

ではないかというふうに思っています。そして、

もう既に更新も終えた自治体があります。その自

治体においては個別に設置されている端末の受信

機そのものの内容がスマホにも入ってくるように

設置されていまして、例えば御高齢の御両親がそ

の自治体に住まわれている。その子供さん方が札

幌なり東京なりで同じ情報を得ることができる。

そうすると、自分の親の、高齢化社会の中で生き

ておられる親御さんの情報についても知ることが

できる。そういうコミュニティーの場面からもぜ

ひ検討を加えていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 基本的に防災行政無

線ですけれども、一義的には命を守る情報伝達手

段であるということが間違いないのかなと思いま

す。ただ、今議員おっしゃるとおり、コミュニテ

ィーとか、そういう部分も今のデジタル化ですか

ら、様々な部分で活用できるというところは私ど

もも承知はしているところでございます。ただ、

先ほど来から申し上げていますけれども、そうい

う部分の費用の部分もありますので、そういうも

のの課題を一つ一つ解決しながら、違う手法もあ

ろうかと思いますので、そういうのもいろいろ考

えながら議論を深めてまいりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 違う手法というとこ

ろで、今ある現状の手法を効果的に使うというこ

とであれば、やはり先ほど申し上げたように、公

共施設の中に使える端末を置いていただくという

ことも必要かなと思っています。置いていただい

ていた時期知っていますけれども、使われなくな

って撤去されたということもおおよそ想像はつき

ます。使い方が分からない方は、置いてあっても

使えないのです。ですから、大がかりな、例えば

２時間とか、そういう設定されたパソコン教室で

はなく、公共施設の中で設置されているときに、

名寄市のホームページ、本当に丁寧に毎日更新し

ていただいています。いろんな情報が出ています。

それをタッチパネル方式ですとかタッチペンを使

って、感染予防にも考慮しながら立ち上げるとこ

ろと何が見たいですかということでちょっとサポ

ートをいただけるような、そういう公共施設の中
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たいと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 先ほども申し上げま

したけれども、議員も今おっしゃっていましたけ

れども、私ども撤去が平成２３年か２４年頃だと

聞いています。そのときにほとんどが活用がなく

て、施設のほうでも撤去してほしいという部分も

あったりしながらやっていたということも聞いて

おります。今名寄市のホームページだとかの話も

出ましたけれども、今の情報化が、デジタル化進

んで、スマートフォンも皆さん持っている、また

御自宅にもパソコンだとかもインターネット環境

も整理されていると。そういう状況踏まえますと、

どれぐらいの利用頻度があるのか、そういう部分

を担当レベルでもちょっと話し合ったこともある

のですけれども、なかなか少ないのではないかと

いう部分もありまして、今回の答弁になったとい

うことでございます。地域のデジタル化につきま

しては、国のほうでも支援策なんかも創設するよ

うでありまして、ただパソコン教室だとか民間が

行うものにまた支援するだとか、そういう部分も

ありますので、様々な部分で地域のデジタル化も

含めて考えていきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今名寄市にお住まい

のどなたも取り残さないでいただきたいというこ

とについては、強く求めたいと思います。この点

について加藤市長、いかがでしょうか。デジタル

環境についてです。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今年度から名寄市におい

てもこのデジタルの普及をさらに加速させるべく

新しい部署をつくって、様々な課題を解決してい

こうということで、取組を進めていきたいと思い

ます。その大前提は、やはり広域分散型地域にお

いてもデジタルの技術を活用することでより利便

性の高い、そして高齢者の皆さんもこの地域で安

心、安全に住んでいただけるということが重要な

のだというふうに思っています。情報伝達手段に

おいては当然多様な手段が求められるし、この防

災行政無線も光ファイバーを使うということだと

すると、それは分断されたときにそれが１００％

大丈夫なのかということだとすると、全ての皆さ

んがこの無線を設置をすることによって救われる

のかというと、それもなかなか難しい問題もある

ので、多様な伝達手段をあらゆる形で、アナログ、

デジタル、あるいは様々な端末、あるいはペーパ

ー等を通じて多様に整えていくということがやは

りきめ細かい網目の、何重にも重層化されて、安

全なことになっていくのでないかというふうに思

います。防災行政無線の話にちょっと特化をして

いきましたけれども、これも防災行政無線的なも

のでさらにコストが安いものというのもこれから

デジタル社会が推進、進化していく中で出てくる

可能性も十分に想定されるというふうに思ってお

りますので、引き続き多様な情報手段を整えてい

くということによってより市民と行政との対話が

身近に、あるいは分かりやすく進んでいくという

ことに関しては今後とも毎年毎年これは議論の中

で深化をさせていくと、そして検討していくとい

うことは不断の努力を続けていきたいというふう

に考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今市長からいただき

ました御答弁の内容が市民の皆さんにしっかり伝

わって、実感として市民の皆さんにも安心してい

ただけるように願って、また私も今後も見させて

いただきたいと思っています。

大項目２に移らせていただきます。子供たちの

通学の環境なのですけれども、特に風連地区にお

いては地域に小学校が１校、中学校が１校という

ことになりました。スクールバスの状況、遠距離

通学の実態についても今御答弁いただきましたが、

具体的に子供たちの通学環境を見ますと、統合し
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た区域から通学している子供より統合前の区域か

ら通学している子供のほうが長い距離を通ってき

ているような状況が出てきている。さらには、幼

児が住まわれているので、あと５年とか４年とか

のうちに小学校に入学されることを思えば、その

子たちは結構３キロ以上のところから通ってくる

ことが想定される、こういう状況が出てきている

のです。それで、スクールバスの運行規定、それ

には学校統合のという言葉がたしか第３条にあっ

たと思うのですけれども、これについてやはり統

合という枠がないとスクールバスの利用ができな

いのかどうか、この点教えてください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 議員おっしゃられる

ように、現在のスクールバスの運行につきまして

は名寄市のスクールバス運行規定に基づきながら

運行させていただいておりまして、スクールバス

は学校統合により必要とする小学校、中学校に運

行しているというような状況であります。また、

スクールバスの運行につきましては、国からの補

助を受けてスクールバスを購入している関係から

そうした基準に沿った運行をさせていただいてい

るということになっているところでございます。

このため、小中学校の遠距離通学の対応につきま

しては統廃合に関わるスクールバスを運行してき

たということになっておりますし、スクールバス

を利用できない児童生徒の通学には通学距離の基

準に沿って公共交通、自家用車の使用に対して助

成を行ってきたところでございます。ただ、議員

おっしゃられるように、地域によっては学校に通

学する児童生徒というものもかなり減少されてき

ておりますし、そういったことを勘案して考えて

いきますと安全、安心な登下校の確保ですとかこ

こ数年の住宅動向なども考慮していきますと、い

ま一度スクールバスの運行に対しては少し見直し

というか、検討はする必要があるのではないかな

というふうに今委員会のほうでは考えているとこ

ろでございますので、御理解のほうよろしくお願

いします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） ぜひ見直しを進めて

いただきたいなというふうに思います。やはり地

域の中が変わる、子供の数が変わる、子供の、子

供といいましても小学校１年生もいれば、中学３

年生もいるわけでありますから、その都度その実

態に即したその中での規定が進められていきます

ようにここは強くお願いしておきたいと思います。

もう一つ、小学校は統合したので、スクールバ

ス対象児童、でも中学校は統合していませんので、

中学生になったときには距離が６キロ以上あるの

にスクールバスに乗れないのです。そうすると、

遠距離通学の対象ということになるのかもしれま

せんが、そしてそこに通学の助成金を出さなけれ

ばいけない。バスは空いているのです。中学校の

横通ってきますので、この辺も含めて本当に実態

に即した、人が生かされるような安全な状況をそ

れぞれ見取っていただいて、再考していただけれ

ばありがたいなと思います。よろしくお願いしま

す。

それから、自転車通学のほうですけれども、子

供たち、約束を守って丁寧に自転車乗っていると

は思いますけれども、通学のときに昔に見かけて

いたヘルメットをかぶっている子がいなくなった

なというふうに思っています。これは安全、安心

ということから考えると少し気になっているとこ

ろですが、教育委員会としてはどのように見取っ

ておられますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 先ほど答弁させてい

ただきましたとおり、現状小学校につきましては

基本的には徒歩の通学なのですけれども、現在小

学校３校が、先ほど答弁させていただいた徒歩な

のですけれども、３校につきましては学年ですと

か距離などのそれぞれ学校で幾つかのルール、決

まりを設けて自転車通学を認めているということ

になっています。ヘルメットの着用につきまして
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は、それぞれの学校において自転車通学許可受け

た児童生徒に保護者の責任としてしっかりとヘル

メット着用を義務づけておりますので、登下校の

際にはヘルメットは着用しているものと認識して

いるところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 働きかけはしていた

だいているというふうに受け止めたいと思います

ので、日常的に子供たちに出会えば子供たちのほ

うにも直接声をかけて、安全に乗っていただくよ

うにしていきたいと思います。

大項目３に移らせていただきます。高等学校の

再編、統合についてであります。先ほど道教委か

ら示されました公立高校配置計画案について詳細

を示していただきました。今まで在り方検討委員

会ですとか魅力化推進委員会でもいろんな議論が

されてきていると思います。これについて４月１

５日に要望書出していただいた中に当然盛り込ん

でいただいていると思いますが、かつてどんな議

論があったのか少し伺わせてください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） ６月１日に北海道教

育委員会のほうで今回の配置計画案が示されまし

た。それで、内容といたしましては４月１５日に

在り方検討会議の意見書を基に北海道教育委員会

のほうには要望させていただいているところでご

ざいます。議員のほうからはどのような内容だっ

たかということでございますけれども、昨年度の

在り方検討会議におかれましてはやはり名寄高校

と産業高校が再編、統合する新設校がどのような

高校となればこの地域の子供たちの多様なニーズ

に寄り添うことができるのか、地域を担う人材育

成としてどのような形がよいのか、本当に多くの

議論を重ねていただき、３月に本市へ意見書とい

う形で提出していただいたものと認識しておりま

す。また、魅力化推進委員会につきましては、先

ほど御答弁させていただきましたけれども、中学

生に対して様々なアプローチをはじめ、より近い

世代から市内の高校の魅力について具体的に情報

の発信をしてきていただいたと思っていますので、

御理解のほうよろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 状況について、中身

について少し詳しく伺いたいところではあるので

すけれども、１点だけ、今回道教委から示された

５間口の中の振り分けについて、今ある産業高校

の３年生については４学科、１、２年生について

は３学科今在籍している生徒がいると思いますが、

この学科が全てなくなっているということであり

ます。この点について検討委員会でどのような議

論がなされたのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 基本的には要望の中

では我々は５間口ということで要望させていただ

いておりまして、学科の振り分けについては我々

のほうからは要望はさせていただいておりません。

あくまでも北海道教育委員会のほうで４間口、４

クラスが普通科、１クラスが今回情報技術科とい

うことで公表いただいているということになりま

す。ただ、在り方検討委員会の意見書の中にも今

回様々な意見というのもあるかとは思いますけれ

ども、本市の産業を担える人材というところがや

っぱりこれからが必要になってくるだろうと。人

材が不足されている中、これからの地域を担う若

者の育成というのも大変必要であると、そういう

ことから、物作りに対する基礎的な技術を磨き、

さらにはより発展させるためにそうした技術、Ｉ

ＣＴの基礎を学べる分野に関する学科開設という

ところが今これから必要なのではないかというよ

うな議論はいただいているかというふうに思って

います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） ちょっともう少し詳

しくは聞きたいところではありますけれども、今
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日のところはこれにとどめておきたいと思います。

とにかく人材育成というところについて、高等

学校におけるところの人材育成ということに関わ

っては大変重要な名寄市の高等学校でありますの

で、やはり教育宣言都市である名寄市として高等

学校教育について、そこを道教委の設置する高校

であるから、名寄市の教育行政から外すというこ

とには絶対なりませんので、そこについて道教委

のほうが主となってということでもないというふ

うに思っています。定例会の初日に市長からいた

だきました行政報告の中にも配置計画案を基に本

市内の高等学校が地域から魅力ある学校として認

められるよう道教委と協議を進めていくというこ

との報告をいただいております。これは本当に基

本の中の基本だと思っていますが、この点につい

て高等学校、これから名寄市としてどのように魅

力化進めていかれるおつもりなのか教育長にお考

えを伺いたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 先ほど部長のほうから

もお話ありましたように、名寄市におきましては

平成の２７年より名寄高校と名寄産業高校の定員

割れへの対応、それと魅力ある学科の在り方、そ

して地域にとって必要な人材の確保、この３点を

視点にこのことを検討するために在り方検討会議

を立ち上げたという次第でございます。その後６

年間にわたって市内の高等学校の在り方について

検討を重ねてきたところでございますけれども、

この６年間の中で名寄市内の高等学校の入学者が

どんどん減少してきたということを踏まえまして、

最終的には市内２校の高校の再編、統合という道

教委の計画案が示されたというところでございま

す。この間、先ほど部長からも話ありましたけれ

ども、再編、統合に関わっては大体在り方検討会

議の要望ですとか考え方については基本的に受け

止めていただいたと考えているところでございま

す。このほかに、先ほど議員からも御指摘ありま

したが、４月に行った道教委への要望の中で新設

校についてはぜひコミュニティ・スクール制度、

これを導入していただきたいとお願いをしている

ところでございます。また、今後具体的な再編作

業に入っていくのでありますけれども、この作業

に当たってはコミュニティ・スクールの学校運営

協議会の前身となるような、そんな組織をつくっ

て進めていただければと、こういうお願いも同時

にしているところであります。このため、先ほど

部長からありましたように、昨年立ち上げた名寄

市内の高等学校魅力化推進委員会、これの組織も

若干見直しを進めておりまして、今後この魅力化

推進委員会を新設校の学校運営協議会に移行する

ことなども視野に入れながら対応しております。

今の魅力化推進委員会を後々の学校運営協議会、

コミュニティ・スクールの学校運営協議会に移行

すると、そういうことも視野に入れてという、そ

ういう意味であります。これまでお話ししてきま

したけれども、コミュニティ・スクールというの

は学校運営協議会を設置して、そして取組を進め

る学校でありますけれども、学校と地域住民が力

を合わせて学校運営に取り組むことが可能となる、

そういう仕組みでございますので、現在名寄市内

の小中学校、７つの学校運営協議会があります。

ここに高等学校の学校運営協議会も加わっていた

だくということで、そうすると８つの学校運営協

議会による連携協議が可能になりますので、この

組織を有効に生かすことによって例えば高校の入

り口の問題とか出口の問題にも適切に対応できる

のではないかと。また、小中高教職員の保護者や

児童生徒の連帯感や一体感も高めることができる

だろうと、そういう想定をしているところでござ

います。そのためにも今後新しくできる高校がコ

ミュニティ・スクールのよさを十分発揮して、保

護者、地域にとっては頼りがいのあるというので

しょうか。また子供たちにとっては学びがいのあ

る、そういう学校にしていきたいと。そのために

も今後高校並びに道教委と連携を深めて、今後の

作業を進めていきたいと考えておりますので、御
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理解いただきたいと。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 教育長の構想につい

てお伺いしたところです。具体的に地域にとって

も魅力のある学校という、コミュニティ・スクー

ルということで提示していただいたと思います。

当事者の子供たちがしっかりそこに当てはまって、

本当に学びがいのある学校で子供たちが選ぶ学校

に育っていってくれるように切に願っております

ことをお伝えして、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

学校教育に関わってを、今村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） 議長からの御指名でご

ざいますので、通告順に従い、順次質問をいたし

ます。

大項目１、学校教育に関わって、小項目１、新

型コロナウイルス感染症対策についてお伺いいた

します。５月から市内でも感染者が相次いで確認

をされました。医療現場はもちろん、関係各所の

皆様のただならぬ御尽力をいただいたことで、現

在は小康状態となっていると考えているところで

ございます。しかし、依然として緊急事態宣言下

にあり、多くの市民生活に影響が出ているところ

でございます。未来を担う子供たちこそ健やかで

あってほしいと願っておりましたが、残念ながら

小学校、中学校へ通う児童生徒が陽性となってし

まいました。しかし、その後子供たちへの影響を

最小限に抑えようと臨時休校や学校閉鎖への判断

は大変迅速であり、敬意を表するところでありま

す。当然ながら学校教育現場では幾重にも感染対

策を取られておりますが、改めて小中学校での予

防と対策の現状についてお伺いをいたします。

また、学校給食センターでも感染が確認をされ、

給食が停止することとなりました。食品を扱う部

署でありますので、一般職より衛生面での配慮が

なされておりますが、感染があったことはウイル

スがすぐ身近に迫っていること、そしてその感染

力の強さを改めて実感するところであります。今

後の対策についてお伺いいたします。

続いて、小項目２、部活動についてお伺いいた

します。コロナ禍においては子供たちが自由に遊

び、運動する場面でも制約があり、心身の伸びや

かな成長に必要な運動を行う場として、とりわけ

部活動の存在意義は従前より大きくなっていると

ころであります。しかしながら、部活動について

は少子化、あるいは指導者の不足、教職員の働き

方改革等を遠因として子供たちが取り組みたい部

活動に取り組めないという状況があると考えてお

ります。現状についてどう捉えておられるのかお

伺いいたします。

今回大項目１点での質問でありますが、このコ

ロナ禍においても小中学校、あるいは高校、大学

といった学生期間は限られております。そこで得

られた経験は今後人格形成の基礎としてその後の

人生を大きく左右する部分であります。この苦境

に負けず、学校生活を存分に謳歌していただける

よう取り進められることを期待して、壇上からの

質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今村議員からは大項

目で１件、学校教育に関わってについて御質問を

いただきました。まず、小項目１、小中学校での

新型コロナウイルス感染症対策の現状と今後の対

策についてお答えいたします。

国は新型コロナウイルス感染症の拡大が見られ

ることから、北海道に緊急事態宣言を発出し、全

道域を緊急事態措置の対象として感染症対策を行

うこととされ、道は特に感染者数の急激な拡大が

見られる石狩管内の市町村や小樽市、旭川市を特
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定措置区域とし、より一層の強い対策を行うこと

としました。また、道は警戒ステージをステージ

ファイブに移行したことや道内の各地域の蔓延状

況、医療提供体制等の状況を踏まえ、特定措置区

域内の道立学校や小中学校、特別支援学校につい

ては学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式

を踏まえた行動基準をレベルスリーに移行しまし

た。本市につきましては措置区域であるものの、

市内の各小中学校では地域の感染拡大の状況を鑑

みて、学校の新しい生活様式におけるレベルスリ

ーの行動基準に応じた感染症対策を行いながら教

育活動を推進しております。各学校における新型

コロナウイルス感染症対策の現状につきましては、

密集を避けるため児童生徒の身体的距離を１メー

トルから２メートル程度空けるようにしています。

また、感染のリスクが高い音楽の合唱やリコーダ

ー演奏、家庭科の調理実習などの活動については

行わないようにしています。部活動につきまして

は、原則中止としながらも中体連等の全道大会や

全国大会につながる大会に出場する部活動に限り

活動時間や練習内容を厳選した中で練習を行って

います。今後の感染症対策といたしましては、感

染のリスクが高い学校行事である運動会や体育祭

を延期し、地域の感染状況を踏まえながら学年ご

とに日時を分散して開催したり、参観する保護者

の人数を限定するなどの感染症対策を十分に講じ

て実施する予定であります。また、学校にはこれ

までの感染症対策の徹底を図るとともに、感染リ

スクはゼロにならないことを前提に児童生徒が感

染症を正しく理解し、自ら適切な感染対策を取る

ことができる指導の充実を図るようお願いしてお

ります。教育委員会としましては、学校と連携を

図りながら指導、助言を行ったり、必要な物品を

整備したりするなど物的、人的な視点から児童生

徒の健やかな学びの保障に努めてまいります。

次に、学校給食センターについて申し上げます。

５月中旬から学校給食センター職員に新型コロナ

ウイルス感染者が５名発生し、これにより多数の

職員が濃厚接触者として自宅待機となったため、

給食センターは臨時休館し、学校給食の提供を停

止することとなりました。給食提供が停止となっ

ている期間、各御家庭には弁当持参の対応により

大変御迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお

わび申し上げます。給食については６月７日より

再開しておりますが、給食の再開に向けて作業を

開始する前には名寄保健所より職員に対し改めて

感染症対策の徹底について御指導をいただき、そ

の後調理場はもちろん、施設内全体の清掃や消毒

及び検便検査など適切な対応準備を行いました。

なお、今後における感染症拡大防止対策としては

休憩室、研修室の利用可能人数の減員や調理場以

外の共有施設設備についての逐次消毒の徹底、さ

らには６月４日にＨＡＣＣＰ推進委員会を開き、

感染予防と衛生管理など給食センターの危機管理

について研修を行い、全職員が今まで以上に危機

管理の意識向上を図ったところであります。児童

生徒へ安全、安心な給食を持続的に提供していく

よう新型コロナウイルス感染症対策のみならず、

衛生管理の徹底にしっかりと努めてまいります。

次に、小項目２、市内中学校における部活動の

現状と課題についてお答えいたします。中学校に

おける部活動は生徒の自主的、自発的な参加によ

り行われるもので、スポーツや文化及び科学等に

親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵

養、好ましい人間関係の形成等に資するものであ

り、学校教育の一環として位置づけられています。

このため、本市の各中学校においては校内組織に

部活動委員会を位置づけ、指導方針や活動の決ま

りなどについて共通理解を図ったり、定期的に顧

問会議を開催して、各部の活動状況等を確認する

など学校全体で組織的に活動の充実に努めており

ます。本年度の本市の各中学校における部活動の

設置と生徒の加入状況の現状といたしましては、

名寄中学校では８つの運動部と３つの文化部が設

置され、加入率は約８７％となっています。名寄
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東中学校は、１０の運動部と３つの文化部が設置

され、加入率は約９０％となっています。風連中

学校は５つの運動部と１つの文化部が設置され、

加入率は約７３％となっています。智恵文中学校

は２つの運動部が設置され、加入率は約７０％と

なっています。市内全体では、全生徒の約８６％

が部活動に加入しております。部活動の課題とい

たしましては、教員が放課後の部活動指導に時間

を過度に費やすと授業準備や生徒指導などの校務

に支障を来すこと、土日に開催される大会等への

引率を教員が行うなど指導に当たる教員の負担が

大きいことが挙げられており、国からも学校の働

き方改革を踏まえた部活動改革に取り組むよう要

請があったところです。今後教育委員会といたし

ましては、各中学校において生徒や指導者に過度

の負担をかけないよう部活動の在り方に関する方

針を活用するなどして学校全体での組織的な部活

動の指導体制をつくるとともに、学校と家庭、地

域が連携を深めながら効果的な部活動運営を推進

するようお願いしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） それでは、順次再質問

をさせていただきます。

まず、小学校のコロナウイルス感染症対策とい

うことで 非常に気を遣われながらの日頃の消毒、

あるいは教育活動ということで非常に御苦労され

ているというように感じておりますし、学校の中

での感染が広がったという状況ではないというふ

うに聞いておりますので、その点皆様の御尽力の

おかげだというふうにも直接考えております。し

かしながら、感染者から出てしまったというとこ

ろ踏まえ、今後児童生徒の中でそういう心のケア

というものが必要になってくるのかなと思ってお

ります。感染した方も、あるいはほかの同級生が

感染をしたという生徒についても同じくだと思い

ますので、その点どうお考えになっているのかお

聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 議員お話しのとおり、

本市の小中学校におきましても児童生徒の感染者

が確認されました。新型コロナウイルスに感染さ

れました児童生徒や濃厚接触者となった児童生徒

につきまして、自分の健康状態ですとか周囲から

の偏見ですとか差別を受けることなどについて大

変不安な気持ちでいるということを前提として、

学校にはきめ細かな心のケアを行うということが

非常に重要になっているというふうに考えている

ところでございます。具体的には、学校は感染者

ですとか濃厚接触者となった児童生徒の皆さんに

対しまして担任の先生や養護教諭など中心となり

まして電話連絡ですとか保護者との面談などを通

じまして本人の体の状況を確認したり、心の不安

を聞き取っていただいて、その思いに寄り添った

教育相談などを行っているところでございますの

で、御理解のほうよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 私の家族も濃厚接触者

というふうな連絡をいただいて、学校の担任の先

生から本当に毎日のようにどういう状況かという

非常に心配されたお電話をいただきました。親と

して非常に心強かったです。本当にありがとうご

ざいました。そして、今心のケアについては学校

全体で取り組んでいくということでありましたけ

れども、今中学生を中心としてやはりスマートフ

ォン等持っている子供たちも非常に多くなってい

るというように感じます。ＳＮＳを使って子供た

ちをネット上で排斥する、あるいはいじめの発展

につながってしまうような兆候というのがぜひな

いように取り組んでいただきたいなというふうに

思うのですけれども、これについてお考えあれば

お伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 子供たち、スマート

フォンを持ってＳＮＳをよい面で活用していただ

ければよろしいのですけれども、今議員がお話し
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されたように、感染者とか濃厚接触者の方、さら

にはその家族に対するいろいろな偏見ですとか差

別についてもどうしてもそうしたＳＮＳを通した

発信というものがやっぱり行われている場合もあ

るかもしれません。決してそういう場合は許され

るものではないということを学級活動ですとか朝

の会などの教育活動全体を通じましてより一層の

徹底、指導に努めてまいりたいと思っております

ので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 許されるものではない

というところ、しっかりと受け止めさせていただ

きたいと思います。これ教育に携わる現場の人間

だけではなく、保護者、あるいは当事者といった

ところの意識の向上がまず必要にもなってくると

ころでありますので、そこら辺からも広い目線で

の醸成というのをぜひどうぞお願いをしたいとい

うように思います。

続いて、今後、今６月でありますけれども、夏

期、夏になってくるとまた気温が上がってきて、

その中でどうしてもマスクを着用した学校での活

動というのが必要になってくるのかなと思います。

特に運動する場面では今後熱中症の可能性という

のが非常に危険性が上がってくるわけであります

けれども、まず授業や体育でのマスクの着用、熱

中症との両立と言ったらいいのでしょうか、そこ

についてどう考えなのかお聞かせいただきたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 感染状況を見て、先

ほどの答弁でも今レベルスリーの授業展開をさせ

ていただいておりますけれども、体育の授業中に

おいてのマスクの着用につきましては、体育の授

業においてはマスクの着用については必要のない

ものということで、十分な身体的距離を取れる、

取ってもらって実施をしているような状況であり

ます。ただ、十分な距離が取れない状況ですとか、

十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になる

リスクがない場合については、やはりマスクを着

用しながら授業を行うよう指導はさせていただい

ております。ただ、ここにつきましても何か体調

等の変化があればその点は逐次先生方の中でしっ

かりと一人一人丁寧に見ていただきながら対応さ

せていただいていますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 気をつけて執り行って

いただきたいと思います。

ちょっと給食センターのほうの話になるのです

けれども、飲み物も、給食センターではないです

けれども、提供できないということで、子供たち

は水筒でお茶、あるいは水を持ってこいというこ

とになっておりますけれども、水分の補給につい

てペットボトル飲料で代用するというお考えがあ

るのかないのかという点、お聞かせいただきたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） ペットボトルを学校

に持っていってよろしいかというような御質問か

と思いますけれども、ペットボトルの利用につき

ましてはどうしてもやっぱりほかの児童生徒のも

のと見分けがつかなくなってしまって、誤って飲

んでしまうという可能性がありますので、学校に

おいては持参しないように指導させていただいて

いるところでございます。ただ、熱中症を予防す

るには水筒を持ってきてください、水筒を使用す

るようにとは指導はさせていただいています。た

だ、水筒につきましても水筒自体から直接飲める

タイプのものを、そのものに限って持参のほうは

指導させていただいているところでございますの

で、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 給食センターが運営が

止まってしまったというところで、正直慣れてい

ないといいましょうか、お弁当を作るのに大変苦

労をされた御家庭も多いのかなというように思っ
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ております。給食センターのありがたみというの

が今回本当に身にしみて分かったわけなのであり

ますけれども、給食センターの消毒、あるいは防

御体制というのはしっかりと理解をさせていただ

きました。今後、ＨＡＣＣＰの勉強会等行ってい

るということでありましたけれども、やはり根本

的な解決に向かってはワクチンの接種を優先的に

進めなければならないのかなということを考える

わけなのですけれども、その点についてお考えあ

れば、伺ってもよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 給食センターの職員

につきましても今回このような事例があったとい

うこともございますし、エッセンシャルワーカー

という立場から今回健康福祉部サイドのほうから

学校の教職員とともに優先接種の対象とさせてい

ただいておりますので、今後手続上進めさせてい

ただければというふうに考えております。よろし

くお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 優先的にということで

ありました。このほかにも名寄市、上下水道含め

消防、あるいは警察といったような非常に市民に

直結した休んではいけない部署というのが多数あ

るわけでございます。ここのワクチンの接種、優

先的に執り行っていけるようにこれ私から要望さ

せていただきますので、ちょっと御理解いただき

たいと思います。よろしくお願いします。

それでは、続いて小項目２番目、部活動につい

てお伺いをしたいと思います。働き方改革という

ところがあり、非常に難しい、特に土日について

は拘束時間非常に長いという状況、私も承知をし

ております。そして、名寄市内の中学校の部活動、

８つの運動部、あるいは３つの文化部といったよ

うな構成内容については大体近い部活動がされて

いるのかなというふうに思われます。ですが、こ

の風連の５運動部、あるいは智恵文の２つの運動

部といったようにどちらかしか選択肢がないとい

う状況を踏まえ、今後各学校を横断した広域的な

部活動の在り方を検討しなければならないのかな

というふうに思うのですけれども、その点につい

て御見解あれば、伺いたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 先ほどの答弁のとお

り、風連中学校と智恵文中学校については、風連

については５つの運動部と１つの文化部ですし、

智恵文については２つの運動部のみとなっている

ところでございます。部活動につきましては、参

加する生徒にとりましても幅広い活動の機会が得

られるとともに、１年生から３年生までの交流の

機会ですとか活動を通じた人間形成の機会なのか

なというふうに思っています。ただ、近年、議員

御承知のとおり、少子化に伴いまして部活動に参

加する生徒数というところも少しずつ減っている

など、さらには学校単位でどうしても部活動を継

続することが困難な事例というところも発生して

います。そうしたことから、少人数の運動部にも

大会参加の機会を与えて、スポーツをやりたいと

いった、そういった生徒の希望、願いに応える趣

旨から複数校合同部活動というところを実施して

いる学校が増えているということでございます。

北海道の中体連におきましても、条件を満たして

いればこの合同チームの編成が可能になるという

ことも聞いております。本市におきましても名寄

東中学校と士別南中学校の野球部、さらには風連

中学校と下川中学校の野球部、それから智恵文中

学校と美深中学校の野球部、名寄中学校と風連中

学校のバレー部がそうした合同チームを編成して、

日常の活動や大会に参加されているというところ

でございます。これからにつきましても、生徒の

ニーズに沿うということが大事かなというふうに

考えておりますので、単独ではなかなか編成が難

しい、特にこうした今のお話しさせてもらったの

は団体スポーツなのですけれども、そうしたスポ

ーツについては学校間で協議していただいて、様

々な規定はあるのですけれども、そういった規定
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に基づきながら合同チーム編成の検討をお願いし

ていきたいなというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 現状この小さなまちの

中でもチームのスポーツが非常にしづらいという

状況があると思っております。特にチームで行う

部活動であれば、対戦相手を組むことができない

といったような状況、バレー部にしても６人いな

いというか、６人ぴったりであれば相手がいない、

だから練習ができないといった状況、非常に多く

見受けられるというように考えております。それ

らの広域で行うに当たって、私は学校間の移動と

いうのが非常に大きな問題にはなってくるのかな

というように思います。先行する富良野市では、

あるいは紋別市といったところでは複数の学校を

またぐ場合スクールバスを活用しているという話

を聞いております。これについて名寄市としてど

うお考えなのかをお聞かせいただきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 広域部活動に係る活

動といたしましては、確かに今議員おっしゃられ

たように、学校間における練習時間ですとか練習

場所等の緊密な連絡調整ですとか、さらには練習

の方針ですとか練習方法等による連携というもの

も必要になってくると思われますし、何よりも場

所の問題というのはあります。特に道中の事故と

か事件に巻き込まれることのないように生徒の安

全というところも確保しなければならないという

ふうに考えています。課題というのは本当に多く

存在しているというふうに思っていますので、た

だ先ほどもお話しさせてもらったように、生徒の

願いに応える趣旨というところを大前提に今後合

同チームについてはこれからもますますといいま

しょうか、増えていく傾向にあるかもしれません。

そういった意味におきましても、教育委員会とい

たしましては実情を照らし合わせながら部活動の

在り方とともにそういった面についても、そうい

った課題についても考えていく必要があるという

ふうには認識しております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ちょっと見方を変えま

すと、この部活動については必ず顧問、あるいは

コーチといった指導員の存在が不可欠であるとい

うところになっております。これほかの町村、あ

るいは北海道、あるいはスポーツ庁といったよう

なところからの資料を確認いたしますと、特にス

ポーツ庁では令和５年度以降休日の部活動の段階

的な地域移行というようなところがあります。こ

れ各校の働き方改革を踏まえた活動ということで、

非常に部活動だけにとどまらず、大きな状況が絡

んでくる非常に重要な部分になってくるかなと思

います。そして、部活動ということで、働き方改

革を踏まえながら部活動指導員を今後配置する必

要があるのではないかというふうに私は考えてい

るところであります。その部活動指導員への配置、

あるいは任用についてお考えがあれば、お聞かせ

いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 部活動指導員の考え

方ということだと思います。国におきましては、

平成の２９年４月から新たに中学校ですとか高校

において校長先生の監督を受け、部活動の技術指

導、それから大会への引率等を行うことを職務と

する部活動指導員という制度を国のほうで設けら

れたところでございます。名寄市におきましては、

ここ数年外部指導者につきましては種目の専門性

ですとか指導歴のある地域の方々に御協力いただ

いて、御活躍いただいている場面もあるのですけ

れども、この部活動指導員につきましては実技の

指導はもちろんなのですけれども、やっぱり安全

傷害予防ですとか、学校外での活動の引率、さら

に用具、施設の点検管理ですとか、部活動への管

理運営、保護者への連絡、要するに相当多岐にわ
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たった業務になっています。それで、国のほうか

らもどういう人がこの人に該当するかというと、

やっぱり退職されたのだけれども、部活動に関わ

りたい元教職員の方だとか、競技等の経験が豊富

なのだけれども、平日が休みの日であれば指導可

能な民間企業の方だとか、そういった方が向いて

いますというか、想定をされているというふうに

パンフレット等にも記載されているところでござ

います。今後教育委員会といたしましても、先ほ

どお話しいただきました地域部活動の検討ととも

に、こうした部活動指導員等の人材活用について

も情報収集しながら、各中学校の要請等にも応じ

るような形で活用できる体制については先ほどの

部活動改革等の中でも少し情報交換しながら、情

報収集しながら研究してみたいなというふうには

思っているところでございますので、よろしくお

願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 大きな都市ですと、政

令指定都市等ですと、学生、学部生、大学院生を

任用しているという状況もあります。幸い当市に

も名寄市立大学という非常に立派な大学がありま

して、また学生も非常に名寄市に対して好感を持

っている部分が非常に強く見てとれますので、ぜ

ひそういう学生をしっかりと利用する、しっかり

と利用と言ったら語弊が出ますけれども、名寄市

を好きになっていただきたい、あるいはその後学

生が名寄市に定着してくれるようなことになれば、

また非常に広い意味でありがたいことなのかなと

思いますので、この部活動指導員の配置について

もぜひ前向きな検討をお願いしたいというように

思います。

今の部活動の関係については働き方改革という

ようなところが非常に大きくなっているわけであ

りますが、北海道が策定をしております学校にお

ける働き方改革、北海道アクション・プラン（第

２期）というものが令和３年３月から出ているわ

けでございますけれども、これを参考としたこの

名寄市でのガイドライン、アクションプランの策

定というのはお考えになっているのでしょうか。

お聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 北海道におきまして

も北海道の部活動の在り方に関する方針というも

のを今策定されておりまして、その策定というの

がまず平成３０年３月にスポーツ庁が運動部活動

の在り方に関する総合的なガイドラインというも

のを策定しております。またさらに、文化庁のほ

うも文化部活動の在り方に関する総合的なガイド

ラインということで、いわゆる運動系と文化系の

ほうもそれぞれ部活動に対するガイドラインを作

成しておりまして、こうした動きから北海道が、

先ほどお話しさせてもらいましたとおり、平成３

１年１月に北海道の部活動の在り方に関する方針

というものを策定しているところでございます。

本市におきましては、こうした国のガイドライン

にのっとるとともに、北海道の方針を参考といた

しまして、名寄市立学校における部活動のガイド

ラインということを策定させていただいておりま

す。その中におきましても例えば適切な運営のた

めの体制整備ですとか、運動部活動における適切

な指導の実施、さらには適切な休養日等の設定等

々、こういった部活動に対するガイドラインとい

うものを策定させていただいているところでござ

います。今後もこのガイドライン、さらには国、

道のガイドライン等々に従いまして、先ほど来お

話しさせていただいていますけれども、生徒にと

って望ましい部活動の実現に向けて取組のほう進

めていきたいというふうに思っておりますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） スポーツ庁が平成３０

年３月に提唱しましたこの運動部活動の在り方に

関する総合的なガイドラインというもの拝見させ

ていただいておりますけれども、これ今まで私ち

ょっとやり取りさせていただきました広域にわた
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った部活動の在り方ですとか、部活動指導員の配

置について、あるいは教職員の働き方改革につい

てというところがある程度の実例を踏まえて非常

に細かくこうやったらいいのではないのかという

ような提言がされている部分になると思います。

名寄市としてもガイドラインを設定しているとい

うことでありますので、ぜひ今後このガイドライ

ンをしっかりと活用していただいて、子供たちは

もちろん、先生方もしっかりと部活を楽しんでい

ただけるような取組をぜひ進めていただけるよう

にお願いをしたいというように思います。

それで、最後になってしまうのですけれども、

運動部の部活動は当初は名寄市、非常にウィンタ

ースポーツの盛んなまちであるということから、

特に冬のスポーツに関係する部活動というものを

今後推進する必要があるのではないかなというふ

うに考えております。これについて、今はオフシ

ーズンでありますけれども、今後どうお考えがあ

るのかないのかという点、お聞かせをいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 冬季スポーツについ

ての部活動ということだったのですけれども、当

然夏のスポーツ、冬のスポーツ限らず通年できる

スポーツ、または文化系のスポーツ、それぞれ生

徒が望むスポーツたくさんあるかというふうに思

っています。ただ、いずれにいたしましても今現

状先生の指導というところももちろんたくさん、

部活動設置するに当たっては先生の指導力という

ところもあるわけでございまして、そういったと

ころについては様々な課題が出てくるというふう

に考えているところでございます。先ほど来お話

しさせてもらっていますけれども、今後、議員が

お話しさせていただいているとおり、働き方改革

の中で部活動の在り方についても検討させていた

だきたいというふうに思っておりまして、今年度

につきましては本市の教育改善プロジェクト委員

会の中でもそういったことの検討もさせていただ

きたいというふうに思っておりますので、地域部

活動含めた部活動の在り方についてその中でじっ

くりと検討、研究させていただきたいと思ってい

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 大変前向きなお言葉を

いただいたのかなというように思います。私も文

化系の部活の経験がありまして、今運動部の話を

中心に行ってまいりましたけれども、今後文化系

の部活動もこのコロナウイルスの中で非常に難し

い活動を強いられてきております。これについて

もで同じく取り進めていただきたいと要望させて

いただきたいと思います。

本当の最後になりますけれども、この広域部活

動の在り方、あるいは部活動指導員といった実現

へ向けたプロセス、進め方といいましょうか、そ

ういう計画立ったものの策定、あるいは実行に係

る具体的なお考えがあればお聞かせをいただいて、

終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今回部活動改革とい

うところがやっぱり一つのキーになっているのか

なというふうに思っています。これ文科省から示

された学校の働き方改革を踏まえた部活動改革の

スケジュールにつきましては、令和５年度から部

活動改革の全国展開といたしましては休日の部活

動の段階的な地域移行、先ほどもお話ありました

けれども、ここを実施するとされているところで

ございます。ただ、部活動改革につきましては学

校の働き方改革の一環としてどうしても進めてい

かなければならないので、大変難しい大きな課題

となっているところでございます。ちょっと重複

して申し訳ございませんけれども、そうしたこと

から、教育改善プロジェクトの中におきましても

昨年度から学校における働き方改革の取組という

ものを開始させていただいておりまして、その中

で今年度におきましては、先ほどから何回も申し

上げて大変申し訳ないのですけれども、地域部活
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動を含めた部活動の在り方について研究していこ

うというふうに考えています。働き方改革を踏ま

えながら部活動の望ましい在り方について検討し

ていかなければならないということで課題も多い

ですし、様々な御意見もあるかというふうに思っ

ています。ただ、学校はもちろんですけれども、

教育委員会はじめ庁内各関係機関とも十分連携し

ながら地域部活動や部活動改革、部活動の在り方

について検討、研究させていただきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 以上で今村芳彦議員の

質問を終わります。

特別支援教育の推進についてを、遠藤隆男議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い大項目、特別支援

教育の推進について４点お伺いいたします。

まず初めに、小項目の１、インクルーシブ教育

システムの構築についてお伺いいたします。少子

高齢化の一方で、医療の進歩、特別支援教育への

理解の広がり、障がいの概念の変化や多様化など

特別支援教育をめぐる社会や環境の変化に伴い特

別支援教育を必要とする子供たちの数は増加の一

途をたどっており、こうした状況の下、特別な配

慮を要する子供たちがその可能性を最大限に伸ば

すとともに、自立と社会参加に必要な力を培うた

めの適切な指導、必要な支援の重要性はますます

高まってきていると思います。インクルーシブ教

育システムは、人間の多様性の尊重等を強化し、

障がい者が精神的及び身体的な能力等を可能な最

大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加

することを可能にするという目的の下、障がいの

ある者と、障がいのない者が可能な限り共に学ぶ

仕組みであり、特別支援教育の充実を図ることは

共生社会の形成に向けてのインクルーシブ教育シ

ステム構築のために必要不可欠なものであると考

えます。本市においても特別支援教育の推進につ

いては重点的な取組の一つであり、特別支援教育

の充実を図るためインクルーシブ教育システムの

構築に向け取り組まれていますが、合理的配慮と

その基礎となる基礎的環境整備への対応を含め本

市における具体的な取組内容についてお伺いいた

します。また、課題等があればお聞かせください。

次に、小項目の２、支援体制の現状と課題等に

ついてお伺いいたします。少子化により学齢期の

児童生徒の数が減少する中、特別支援教育に関す

る理解や認識の高まり、障がいのある子供の就学

先決定の仕組みに関する制度の改正等により通常

の学級に在籍しながら通級による指導を受ける児

童生徒が大きく増加し、特別支援学級や特別支援

学校に在籍する児童生徒の数も増加している状況

にあるというふうに思います。また、関連制度の

改正や各学校等の努力、創意工夫により特別な支

援を必要とする子供の学び場が充実するとともに、

通級による指導や交流及び共同学習の充実等によ

りそれぞれの学びの場が柔軟で連続性を持ったも

のになりつつあると思います。コロナ禍の今、特

別支援教育においても求められているものや留意

すべき事項は多々あると考えますが、学校と家庭

の連携による支援体制の現状と課題等についてお

伺いいたします。

次に、小項目の３、ＩＣＴの活用についてお伺

いいたします。コンピューター等の情報機器は、

特別な支援を必要とする児童生徒に対してその障

がいの状態や発達の段階等に応じて活用すること

により学習上、または生活上の困難を改善、克服

させ、指導の効果を高めることができる有用な機

器であるとも言われております。情報化の推進は、

特別な支援を必要とする児童生徒の移動上の困難

や社会生活の範囲が限定されがちなことを補い、

学校や自宅等に居ながらにして様々な情報を収集、

共有できるという大きな社会的意義もあります。

個々の障がいの種類や程度に対応した情報機器は

特別な支援を必要としている児童生徒の大きな助

けになりますが、コンピューターをはじめとする

現在の情報機器が必ずしも全ての人々に使いやす
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い仕様になっているわけではなく、障がいの状態

等により情報の収集、処理、表現及び発信などに

困難を伴うことが多いと考えます。本市において

もＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末等の

整備がされました。一人一人の児童生徒に応じた

ＩＣＴの活用についてのお考えをお伺いいたしま

す。

最後に、小項目の４、学校における安全教育に

ついてお伺いいたします。本市の各学校において

は、児童生徒や学校、地域の実態及び児童生徒の

発達の段階を考慮して学校の特色を生かした目標

や指導の重点を計画し、生活安全、交通安全、災

害安全の各領域について教育課程を編成し、実施

されていると思います。特別な支援を必要として

いる児童生徒の安全に留意するためにはまず一人

一人の障がいの状態を適切に把握することが必要

であり、それには学級担任をはじめとして児童生

徒に日常的に接する教職員の継続的な観察と家庭

を含めた情報交換が必要であると考えます。また、

特別な支援を必要としている児童生徒の中には音

や画像、ふだんと違った雰囲気等に対して過敏に

反応してしまう児童生徒もおり、一人一人の障が

いの特性に応じた教育等が必要であると考えます

が、特別な支援を必要としている児童生徒への安

全教育の現状及び考えについてお伺いいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 遠藤議員からは大項

目で１点、特別支援教育の推進について御質問い

ただきました。まず、小項目１、インクルーシブ

教育システムの構築についてお答えいたします。

学校においては、障がいのある子供が地域社会

の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生

きるため一人一人の教育的ニーズに応じた指導や

支援を行うとともに、障がいのある子供と障がい

のない子供が可能な限り共に学ぶインクルーシブ

教育システムを構築することが求められておりま

す。インクルーシブ教育システムを構築するため

には、障がいのある子供と障がいのない子供がで

きるだけ同じ場で共に学ぶことができるよう合理

的配慮の提供とそのための基礎的環境を整備する

必要があります。合理的配慮とは学校の設置者及

び学校が障がいのある子供に対し一人一人のニー

ズに応じて教育内容や教育方法、支援体制、施設

整備などについて配慮することであります。基礎

的環境整備とは、専門性のある指導体制の確保や

施設、設備の整備など障がいのある子供に対する

支援のために必要な教育環境が整備されることで

あります。このため、本市では学校の基礎的環境

整備の充実を図るため特別支援教育学習支援や看

護師、生活支援員の配置やエレベーター等の設置

など一人一人の障がいの状態に応じた教育環境の

整備に努めております。また、学校では一人一人

の教育的ニーズに応じた指導や支援の充実を図る

ため特別支援教育コーディネーターを配置し、個

別の教育支援計画や個別の指導計画を作成すると

ともに、校内の教職員に指導、助言を行ったり、

関係機関などと連携した取組を推進しております。

さらに、教職員の合理的配慮や基礎的環境整備な

どに係る理解を深めるため、名寄市特別支援連携

協議会では学校における合理的配慮等の研修会を

実施しております。今後教育委員会といたしまし

ては特別支援学級のみならず、通常の学級の教員

の専門性を高めるため名寄市立大学と連携した研

修会などの実施や道教委が作成した発達障がいの

ある子供の指導や支援の在り方に係る校内研修プ

ログラム等の積極的な活用を促すなど特別支援教

育に係る教職員の専門性の一層の向上を図ってま

いります。

次に、小項目２、支援体制の現状と課題等につ

いてお答えいたします。平成１９年に改正された

学校教育法の規定に従い、小中学校には障がいの

種類ごとに知的障がい、肢体不自由、病弱、身体

虚弱、弱視、難聴、言語障がい、自閉症、情緒障

がいを特別支援することができるとされました。

この年から特別支援教育が正式にスタートし、通
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常の学級における困難を抱えている児童生徒も含

め特別支援教育を行うことが明示されました。文

部科学省の調査によりますと、学習面や行動面で

著しい困難を抱えている子供は小中学校の通常の

学級に約６．５％在籍している可能性があるとい

う結果が出ています。本市におきましても同じよ

うに困り感を抱えている児童生徒が見られますが、

学習活動や集団活動などにおいて様々な困難を抱

える児童生徒については学校や保護者の要請を受

け、本市に設けている名寄市特別支援教育専門家

チームの巡回相談を活用しています。令和３年度

は、専門家チーム委員を１４名委嘱し、きめ細や

かな巡回相談ができる体制を構築しています。令

和２年度には、名寄市内の各学校、認定こども園

から計２９件の要請があり、延べ６６名の委員が

当該学校を訪問し、巡回相談等を実施いたしまし

た。これまでの巡回相談においては、音声短期記

憶が苦手な子供、多動性、衝動性の傾向がある子

供、集中力が持続しない傾向がある子供などへの

対応の在り方などについて相談要請がありました。

この要請を受け、専門家チームが巡回相談を行い、

音声短期記憶が苦手な子供に対しては教師が単語

カードに作業の手順を１枚ずつ書いて説明するこ

とや多動性、衝動性の傾向がある子供については

本人の判断により気持ちを落ち着かせるために一

時的に別な場所に行ってもよいと認めてあげるこ

と、集中力が持続しない傾向がある子供について

は授業の中で見る、聞く、取り組むなどの活動を

意図的に取り入れるなど一人一人の困り感に応じ

た具体的な教育的支援の在り方について指導、助

言を行うなどの対応をしてまいりました。また、

学校と保護者が協議し、児童生徒の困り感等につ

いて客観的なデータを基に明らかにしたほうがよ

りきめ細やかな支援ができるのではないかと判断

した場合には、専門家チーム委員が保護者に対し

て発達検査の説明をしたり、同検査の実施結果を

分かりやすく説明するなどの対応をしてまいりま

した。今後とも学校等には特別支援教育コーディ

ネーターを中心に児童生徒が必要としている教育

的ニーズをよりきめ細かく把握し、ユニバーサル

デザインの視点に立った指導や支援の充実を図る

こと、対処的な巡回相談だけではなく、予防的な

巡回相談を積極的に要請するなど専門家チームを

一層有効に活用するようお願いしてまいります。

次に、小項目３、ＩＣＴの活用についてお答え

いたします。特別支援学級に所属している児童生

徒は、障がいの状態や特性によって学びにくさが

多様で、個人差も大きいため、障がいのない児童

生徒以上に特別な支援が必要です。コンピュータ

ー等の情報機器は、心身の障がいによる学びにく

さや他者とのコミュニケーションを取ることの困

難さなど特別な支援を必要とする児童生徒に対し

て指導の効果を高めることができる有用な機器で

あります。障がいの状態や発達の段階等に応じて

活用することにより学習上、または生活上の困難

を改善、克服させることが期待されます。例えば

黒板に書かれた板書をノートに書き写すことが難

しい場面や自分の気持ちを表現する場面、大切な

話を聞く場面などにおいてＩＣＴを活用すること

で様々なつまずきを軽減することができると言わ

れています。本市では、令和３年度から１人１台

のＩＣＴ端末を活用した学習が始まりました。現

在タブレットとしても使えるノートパソコンとタ

ッチペン、ヘッドセットが導入されています。ま

た、１人１台のＩＣＴ端末が導入される以前から

特別支援学級において児童生徒の実態に応じてタ

ブレットが活用されております。具体的には、特

別支援学級の児童生徒のニーズに合ったアプリを

活用し、平仮名や漢字の学習、都道府県の位置を

学習する実践がされておりました。また、発語す

ることに困難を抱えている児童生徒については、

あらかじめ入力しておくとタブレットが発語する

アプリを活用して自分の考えを発表をしたり、友

達とコミュニケーションを取る実践の報告もあり

ます。教育委員会といたしましては、今後とも校

内におけるＩＣＴ環境を充実させるとともに、特
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別支援学級や通常の学級に在籍する困り感を抱え

た児童生徒の特性に応じて各教科において適切に

活用できるように教員のＩＣＴ活用指導力チェッ

クリストを活用するなどして、授業中にＩＣＴを

活用して指導する能力や児童生徒のＩＣＴ活用を

指導する能力などの向上を図ってまいります。ま

た、名寄市教育改善プロジェクト委員会や特別支

援連携協議会専門委員会などにおきましても各校

の実践事例を交流したり、研修会等を行ったりし

てＩＣＴ活用指導力を高めてまいります。

次に、小項目４、学校における安全教育につい

てお答えいたします。特別支援学校の学習指導要

領では、学校における安全に関する指導について

はそれぞれの教科の特質に応じて適切に行うよう

に努めること、またそれらの指導を通して家庭や

地域社会との連携を図りながら日常生活において

適切な体育、健康に関する活動の実践を促し、生

涯を通じて健康、安全で活力ある生活を送るため

の基礎が培われるように配慮することと規定して

おり、その趣旨を踏まえ、安全に関する指導は教

科等横断的な視点で学校の教育活動全体を通じて

行わなければならないとしています。このため、

各学校において特別支援学級の児童生徒の安全に

関する指導を進めるためには、まず一人一人の障

がいの状態を適切に把握することが必要でありま

す。さらに、指導を効果的にするためには各教科

及び学級活動、自立活動においてはもちろん、教

育活動全体を通じて組織的、計画的な取組が必要

であります。実際の指導では、例えば交通安全で

は生活科単元で地域のお店に買物に出かけるとき

に安全に気をつけながら道路を横断すること、信

号や標識の意味を知って守ることなどを指導しま

す。避難訓練では、音に敏感な児童生徒には事前

にベルが鳴ることを知らせたり、音が鳴っても心

配しなくてよいことを伝えたりするなど児童生徒

の障がいの状況に応じた訓練を行っています。避

難することが難しい児童生徒には、避難している

様子を教員が見せたり、頭を守るポーズを一緒に

やってみるなどして、災害時に適切な行動ができ

るように指導をしております。教育委員会といた

しましては、今後も学校の教育活動全体を通じて

安全教育を行ったり、児童生徒が安全上の課題に

ついて自ら考え、主体的な行動することができる

ような指導を各学校にお願いしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 今御丁寧に大変詳しく

御答弁いただきました。確認事項含め、何点かお

聞きいたします。

インクルーシブ教育システムの構築については、

本市においては特別支援教育の充実を図るため大

学と連携、また特別支援連携協議会等における様

々な取組等がされており、特に大学との連携の部

分についてはやはり本市に名寄市立大学がある強

みをちょっと感じるところでありまして、特別支

援教育を推進していく上で重要な部分であるなと

いうふうに思っております。特別支援教育は共生

社会の形成に向けてのインクルーシブ教育システ

ムの構築のために必要不可欠なものであり、障が

いのある児童生徒と障がいのない児童生徒との交

流及び共同学習、共に学び生活するということは

生命尊重、思いやり、また協力することなどを育

む道徳教育の充実も図られ、同じ社会に生きる人

間として互いに正しく理解をし、助け合い、支え

合っていくことの大切さを学ぶことができる機会

だというふうに思います。引き続きそういった課

題等を解決しつつ児童生徒一人一人の状態や教育

的ニーズ等踏まえた合理的配慮、支援に必要な教

育環境整備、基礎的環境整備等含めさらに推進さ

れることを期待をしております。

次に、支援体制の現状と課題等についてですが、

困り感のある児童生徒を含めた特別支援を必要と

する児童生徒への対応をするために様々な取組、

また特別教育支援員の配置であったり、増員、看

護師の配置だったり、エレベーターだったりとい

ろんな取組をされ、また保護者と担任、特別支援
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教育コーディネーター及び特別支援教育専門家チ

ームとの連携等により支援体制の工夫が改善され、

現体制で今支援がされているということについて

は理解をいたしました。今後も子供たちの教育的

ニーズというものはますます多様化していくこと

が予想されます。学校だけで対応することは厳し

くなってくるかもしれません。これまで以上の関

係機関や専門家、保護者との連携が必要になって

くると、そのように思います。また、特別支援教

育の理念の実現を図る上で重要な役割を果たす特

別支援教育コーディネーターについても人事異動

等で支援体制が変わることのないような、そうい

った体制維持も必要であるのではないかというふ

うに思います。２年前の一般質問でも申し上げま

したが、二十数年前、現在のような制度だったり、

支援体制にはなっておらず、私自身不安だらけだ

ったことを思い出します。現在の本市における特

別支援教育については、私が二十数年前思い描い

ていた形に近づいており、子供たち、また保護者

にとっても本当によい形で進展されているという

ふうに感じております。障がいのある子供を持つ

親の一人として今まで御尽力されてきた関係者の

皆様にまずはお礼と感謝を申し上げます。しかし、

その一方で特別支援教育が進展してきた中で支援

をしてくださっている教職員、支援員の方をはじ

め関係者の皆様には二十数年前の状況から比べて

負担がかなり増えているのではないかと思う部分

もあります。今後はそういった部分にも御配慮を

いただきながら、引き続き保護者との連携を含め

た一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細やかな

支援をよろしくお願いをいたします。

次、ＩＣＴの活用について、この部分が私非常

に聞きたかったところで、今後のＩＣＴの活用に

ついてのお考えについてはおおむね理解をいたし

ました。特別な支援を必要とする児童生徒に対し

ては障がいの状態や発達の段階に応じたアプリ等

を活用されているということで、また特別支援学

級においてはＧＩＧＡスクール構想による１人１

台端末等の整備以前からタブレット等を活用して、

先行的に進められてきたということでありますの

で、特別支援教育においての情報化についてはさ

らにちょっと私も安心をしているところではあり

ます。まだこれから進められる部分ではあると思

うのですけれども、端末の今後の活用方法等を含

めてもう少し具体的にお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 先ほどもお話しさせ

ていただきましたとおり、名寄市におきましては

３月に市内小中学校の全ての児童生徒にＧＩＧＡ

スクール構想における１人１台端末といたしまし

てノートパソコンを整備させていただいたところ

でございます。このノートパソコンなのですけれ

ども、ぱかっと開いて、画面が反転して、そこが

タブレットみたくなるタイプを導入しております。

そういったパソコン、特別な支援を必要とする児

童生徒を含めた全ての児童生徒が効率的に学び合

うことができるようになるためにロイロノートス

クールというアプリを一緒に導入しています。具

体的にはこのアプリなのですけれども、このアプ

リを活用いたしまして、先ほど、パソコンという

か、タブレットに入力した自分の考えをすぐに友

達に送信して伝えるということで、話合いなどの

時間が今まで以上に多く使えるようになったり、

自分の外国語の発音ですとか、楽器の演奏等を録

画しまして、それもすぐに先生や友達に送信して、

これも御確認していただいたり、自分の考え方や

友達の考え方もこういった、今言ったパソコンに

記載して、整理、さらには分類することによって

今まで黒板やホワイトボードでやっていたことが

この端末を使うことによってすぐさま分類したり

して、いわゆる可視化ができたりする、そういっ

た点があって、自分の考え方というところをすご

く深めていけるものではないのかなというふうに

思っています。

また、授業以外の面につきましても、やはり先

ほど少しお話しさせてもらいましたけれども、整
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列して静かにお話を聞くのが少し苦手な児童生徒

の皆さんには朝の会等で先生のお話をタブレット

の機能を用いて自分が落ち着ける場所でそういっ

たところを視聴したり、友達の発表に対する感想

についてもそういったものに入力して伝えたりす

るなど一人一人の特性に応じた活用することがで

きるようになるのではないかなというふうに考え

ているところでございます。いずれにいたしまし

ても、今年度始まったばかりのものでございます

ので、より具体的な活用方法についてはもう少し

時間と経験が必要になってくるものというふうに

考えています。ただ、よい事例につきましては各

学校の中で情報共有して、好事例については情報

共有しながらこの機器について、ＩＣＴ機器につ

いてしっかりと活用していきたいというふうに考

えておりますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ロイロノートスクール

ですか、そういったアプリを活用されるというこ

とで、まだ始まったばかりということであります

ので、いろいろと各学校へ情報共有をしていただ

いて、有効に活用をされることは期待しておりま

す。ただ、先ほども言いましたけれども、このア

プリによって子供たちの考える力と、また説明す

る力等もつけるというような形も多分できるのか

なというふうに思いますので、ぜひ有効に活用し

ていただきたいというふうに思います。

今後デジタル教科書等も検討されています。デ

ジタル教材等も含めてますます進んでいくものと

思っております。また、今後はハード面が整備さ

れたとしても支援技術を含めたＩＣＴの活用に関

してソフト面の整備やそれを支援できる人材の把

握、確保も必要になってくると思います。本市に

おいても本年度からＩＣＴ支援員の配置を計画さ

れておりますけれども、まだこれからの部分であ

ると思いますが、今後どのように進めていかれる

のかお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） ＩＣＴ支援員につい

ての御質問かというふうに思っています。ＩＣＴ

支援員につきましては、今年度から本格的に１人

１台端末を活用して、先ほどお話しさせてもらっ

た授業や学校活動を進めるのに当たりましてやは

り何よりも先生方の作業といいましょうか、授業

といいましょうか、そういったところがスムーズ

に行えるように円滑に活用するための準備ですと

か打合せ、さらには端末の操作のサポートなど様

々な支援を行っていただく方でございます。今月

末には委託業者のほうを決定しまして、契約を行

って、２学期からの支援員の配置を今していく予

定とさせていただいておりますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ぜひ計画どおり進めて

いただきたいというふうに思います。学校に配置

されるこのＩＣＴ支援員というものは、ＩＣＴに

関する知識だけでなく、やはり児童生徒と関わっ

ていく上でのコミュニケーション能力も求められ

てくるというふうに思います。また、学校全体の

教育情報化をデザイン、設計する役割を担うＩＣ

Ｔ支援員の先駆けとなった試験になるのですけれ

ども、教育情報化コーディネーターの資格ですか、

近年学校、教育機関等に勤める教員や教育委員会

の方の保有が増えているというふうにも言われて

おります。今後特別支援教育の部分においては、

特別支援教育の状況を理解し、支援技術や障がい

に関する知識を有している支援員の確保というと

ころも必要になってくるのではないかなというふ

うに思っております。まだまだ始まったばかりで

ありますので、障がいの種類や状態、児童生徒一

人一人の特性や個性による活用の困難さだったり、

健康面への被害、様々な課題があるとは思います

けれども、それらを把握して、それに対するきめ

細やかな配慮等していただき、誰一人取り残され

ることのないよう取り組んでいただくことを要望
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しておきます。またＩＣＴ活用の部分について推

進されましたら、お伺いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

次に、学校における安全教育についてですが、

特別な配慮を必要とする児童生徒の中には本当に

音や画像、ふだんと違った雰囲気等に対して過敏

に反応してしまう児童生徒がおります。小中学校

の教育や訓練において恐怖心を感じてしまい、そ

れがトラウマになり、何歳になっても引きずって

しまっている子供たちも実際存在しております。

それ過去の教育がよかった、悪かった、分からな

いのですけれども、現在の本市おける学校安全教

育については特別な配慮を必要とする児童生徒一

人一人の特性、個性に応じた教育指導が実施され

ているということでありましたので、安心をする

ところではあります。また、以前の一般質問で小

中学校の防災教育についてお伺いした際の御答弁

でも児童生徒は将来的に日本各地で社会を担う存

在として生活をする可能性があることから、地域

の特性に応じた防災教育だけでなく、本市では発

生しない津波などに対応するための指導も行って

いるということでありましたので、これからもそ

れらも含めまして興味を持って、正しく理解でき

る安全教育となるよう、また配慮を必要とする児

童生徒については一人一人の特性、個性に応じた

教育指導を引き続きお願いをいたします。

今回特別支援教育の推進についてお伺いいたし

ましたが、特別支援教育に関連してですが、障が

い者理解については今後さらに推進を図る必要が

あるというふうに考えております。全ての人に障

がいについて正しく理解してもらうことは望まし

いことですが、現状としてまだまだそこまでに至

っていないと感じております。今後は特に将来の

名寄市、社会を担う一員となる児童生徒へ障がい

について正しく理解をさせ、障がい者理解の基礎

をつくっていくことが重要であるというふうに考

えます。障がいのある同級生などの理解について

の指導については児童生徒の発達段階や障がいの

ある児童生徒のプライバシー等に十分配慮する必

要がありますが、障がいのある、なしにかかわら

ず共に学び、生活する中で一人一人の特性や個性

を理解し合い、公平性を確保しつつこれからの社

会を担う一員としての基礎をつくっていくことが

重要であり、小中学校はまさにその基礎をつくれ

る場であり、障がい者理解、特別支援教育のさら

なる進展につながるものと考えます。本市におい

ては様々な取組がされ、本当によい形で特別支援

教育が推進されているというふうに感じておりま

す。

ここで教育長にお伺いいたします。今後もさら

なる特別支援教育の推進に向け取り組まれること

と思いますけれども、特別支援教育の進展につい

て教育長のお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） いつも遠藤議員には特

別支援教育に関わりまして御質問いただきまして、

大変特別支援教育に対する御理解が深いと感じて

いるところであります。大変教育委員会としても

心強い限りでおります。今後ともどうぞよろしく

お願いしたいと思います。

名寄市は、過去のことにも触れられましたので、

私も少し過去のことについて触れていきたいと思

うのですが、実は平成１７年なのですけれども、

文部科学省の委託事業がありまして、これ特別支

援教育体制推進事業ということでありまして、そ

の推進地域として全道でどこを拠点としてやるか

と、行うかという、そういう特別支援教育がスタ

ートするときの事業がありましたけれども、その

ときに私ちょうど上川の教育局におりまして、管

内でどこを拠点とするかということでいろいろ南

のほうとか北のほうとか考えていたのですけれど

も、そのときにちょうど前の藤原教育長がおりま

して、いろいろちょっと行き来しておりましたの

で、いろいろ名寄市の状況をお聞かせいただきま

した。そしたら、やっぱり市立総合病院があると

いうことと、それと大学があるということ、これ
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が大きな決め手になりまして、そしてまず上川管

内の北部地区の拠点として名寄にこの事業してい

ただきましょうということで決定したということ

今思い出しているところでございます。そういう

面からも特別支援教育の推進については名寄市は

当時含めて大変先進的な取組のまちの一つであっ

たということを御理解いただきたいなと、そんな

ふうに思っております。

今後の特別支援教育の充実に関わってでござい

ますけれども、御承知のように、先ほど遠藤議員

のほうからもかなり詳しく御説明ありましたけれ

ども、名寄市の各学校では障がいのある子供たち

の自立、参加に向けて個別の教育支援計画ですと

か個別の指導計画、これを基にして全力で先生方、

個々に応じた指導の充実に努めております。それ

と、もう一つ指摘ありましたけれども、名寄市立

大学の社会福祉学科と社会保育学科、これに特別

支援教育を担当する先生が数名おられますから、

その強みを生かしてこれまでも継続してやってき

ました。その一つがインクルーシブ教育の理念の

理解と、そういう研修もやらせていただきました

し、幼保小中高大との連携による取組、これも円

滑に進めておられたところでございます。このよ

うな現状を踏まえながら、私今後当面大事な視点

が何点かあろうかと思いますので、それでちょっ

と若干お話をさせていただきたいと思いますが、

まず１点は通常の学級による、困り感のある児童

生徒への指導の充実、これも御指摘いただいてい

るのですが、この充実に努めていきたいと。通常

の学級の中にはある教科が極端に苦手だという子

ですとか、周囲とコミュニケーションすることが

不得手であるといういわゆる困り感のある子供が

存在しておりますので、困り感のある子供たちが

学びやすいよう支援を工夫して、結果的に全ての

子供たちが理解できる授業、これを目指すために

いわゆるユニバーサルデザインの視点に立った授

業というのですが、この授業を積極的に進めてま

いりたいと考えているところであります。

それから、２点目はいわゆる名寄版個別支援計

画「すくらむ」、御承知のことかと思います。こ

の「すくらむ」の活用を一層活用、促進していき

たいということであります。御承知のことかと思

いますけれども、実は平成２８年から３０年にか

けて名寄市は文科省の指定を受けました。その指

定は、事業名ですが、特別な支援を必要とする子

供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目

ない支援体制構築事業という、これを受けたとこ

ろでございます。そのときに名寄版個別の支援計

画「すくらむ」、これ今までもつくって活用して

いたのですが、これを若干改善して、この冊子を

市内の全ての幼児、児童生徒、約２，５００人い

ますけれども、この２，５００人全員に配付いた

しました。保護者の皆さんに活用をお願いしたと

いうところでありますが、一時的でありましたけ

れども、活用率が上昇いたしました。最初はたし

か記憶が定かであれば五、六％の活用だったので

すが、倍の１０％台に入ったということがありま

した。ただ、一定の成果がありましたけれども、

それがまた停滞して、十分ではないという状況に

陥ったという、そういう経過がありますので、今

後保護者の皆さんにこの「すくらむ」を利用して

いただけるように、これ普通の一般の子供たちも

使っていくという前提でありますので、さらに活

用が進むように啓発、それからより多くの保護者

の皆さんに親しみを持って利用してもらえるよう

内容等も工夫、改善していきたいと、そんなふう

に考えています。これ２つ目なのです。

それから、３つ目として、これも議員御指摘し

ておりましたけれども、名寄市立大学との連携、

これの取組をさらに充実していきたいなと考えて

おります。そのために今名寄市立大学で行ってい

るのは学生支援派遣事業、これやっておりまして、

もう一つはコミュニティケアの教育研究センター

課題研究事業などをこれは積極的に進めておりま

すけれども、この事業としっかりと連携を組んで、

先生方にも参加していただきまして、進めていき

令和３年６月１６日（水曜日）第２回６月定例会・第２号
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たいと。それから、そして大学の先生、それから

学生による特別支援学級や普通学級の困り感のあ

る子供たちに対する教育支援を行ってもらうとい

うようなことで、これも一層積極的に進めていた

だきたい。何せ大学、宝でありますので、この力

を有効に活用していきたいと、そんなふうに思っ

ております。

以上、３点申し上げましたけれども、現在上川

北部地区において名寄市の特別支援教育は大学が

あるということで支援体制の整備が最も充実して

いるまちであります。したがいまして、この周辺

の市町村から大きな期待が寄せられておりまして、

ほとんど名寄市立大学に相談したいというような

先生方もたくさんおられますので、今後とも名寄

市が北部地区の特別支援教育の拠点として子供た

ちや保護者の皆さんのニーズに応える特別支援教

育体制の充実に今後一層私も力を注いでいきたい

と思っておりますので、御理解いただきたい。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 教育長、ありがとうご

ざいます。名寄市の特別支援教育が劇的に中間か

らいきなり発展した理由も分かりました。上川北

部地区の拠点としていろいろ本当御尽力されたな

というところで、教育長の今御答弁いただいた内

容については私もそのとおりだと思っております。

引き続きよろしくお願いをしたいというふうに思

います。

最後になりますけれども、やはり障がいのある、

なしにかかわらず全ての児童生徒が楽しく学校生

活を送れる、保護者にも安心してもらう支援体制、

また支援をする教職員、支援員の方々がやりがい

を持って勤務できる、やりがいを持って臨める勤

務体制、勤務環境等を含めて、今教育長もおっし

ゃられた教育長のお考えの下に本市の特別支援教

育がさらに進展していくよう引き続き取り組んで

いかれることを要望いたしまして、質問を終わり

たいと思います。ありがとうございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時２７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 佐久間 誠

署名議員 五十嵐 千 絵

令和３年６月１６日（水曜日）第２回６月定例会・第２号
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開議 令和３年６月１７日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 山 崎 真由美 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

子育て支援について外２件を、倉澤宏議員。

〇２番（倉澤 宏議員） おはようございます。

議長より指名をいただきました。通告順に従い、

大項目３点についてお考えをお聞きしてまいりま

す。

初めに、大項目１、子育て支援についてお伺い

をいたします。昨年３月に第２期名寄市子ども・

子育て支援事業計画が策定され、各種施策に取り

組まれておりますが、現在整備が進んでいる、ま

た整備を予定している施設の状況についてお聞か

せをいただきます。

小項目１、こどもの遊び場整備事業についてお

尋ねいたします。同事業は現在整備委託事業者の

選定が行われ、１０月下旬に完成、１１月中旬オ

ープンが予定されている旨さきの市民福祉常任委

員会で説明がございました。３月の予算委員会で

も一部質疑がありましたが、改めてこの事業の実

施に至った経過と場所の選定過程、当初予算に計

上されている運営業務委託料８５８万８，０００

円に係る委託内容と完成後の運営形態についてお

知らせをください。また、この施設を設置する商

業施設事業者との契約内容、併せて施設の設置予

定期間についてもお知らせをください。

続いて、小項目２、保育所整備についてお尋ね

をいたします。５月中旬から南保育所改築の実施

設計が行われていると、こちらもさきの常任委員

会で御報告がございました。令和２年度に実施し

た基本設計、この業務が完了したことにより施設

整備に要する費用が一定程度精査されたと思いま

す。そこで、現時点での外構工事や既存施設解体

を含めた本事業に係る総事業費についてお知らせ

をください。また、集約、再配置の考え方が示さ

れている西保育所及び東保育所についてこれまで

様々な場面で今年度中に方向性を明らかにすると

説明されてきております。再配置場所を含めた議

論経過と完成までのスケジュールについてお知ら

せをください。

次に、大項目２、危機管理体制についてお伺い

をいたします。本市では職員向け風水害等の災害

時対応マニュアル等の整備はされていると思いま

すが、行政サービスを提供する上で新型インフル

エンザや現在流行している新型コロナウイルスな

ど感染症の流行時における危機管理や有事の際に

対する職員の意識改革が求められると考えます。

そこで、小項目１、各施設における危機管理マ

ニュアル等の整備についてお伺いをいたします。

今回新型コロナウイルスの感染者の拡大により市

の関連施設である給食センター、保育所をはじめ

庁舎の窓口等も一時利用できない状況になりまし

た。こうした影響を最小限にとどめるためにも組

織としての基本的な危機管理マニュアルや各施設

における同様のマニュアル整備が重要と考えます

が、その整備の状況についてお知らせをください。

続いて、小項目２、職員の健康管理についてお

伺いいたします。インフルエンザの流行期などこ

れまで職場単位でも対策を取られているとは思い

ますが、現在のコロナ禍における感染防止対策を

含めた職員の健康管理や感染された方が復職され

た際における身体面、併せて心理面でのケアなど

その取組状況についてお知らせをください。

最後に、大項目３、社会教育行政についてお伺
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いいたします。昨年来からのコロナ禍の約１年半、

様々な世代において趣味や娯楽、また地域での活

動が数多く制限される状況が続いております。現

在も緊急事態宣言に伴い体育施設を含む社会教育

施設も休館が続いています。そうした状況の下、

社会教育や公民館の在り方が今改めて問われてい

ると考えます。

そこで、小項目１、公民館事業についてお伺い

をいたします。公民館は社会教育活動の拠点であ

る施設であることは周知のとおりですが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受け、事業の中止や

縮小が続いており、現在もその拠点施設が閉館と

なっております。学校教育においては一部制約が

あるものの通常の授業が行われていますが、社会

教育や公民館事業はその機会の多くが失われてい

ると感じております。コロナ禍における公民館事

業の実施状況及びこの１年半の経験を踏まえた中

での事業の取組についてお知らせをください。ま

た、各学校に設置が完了した学校運営協議会と公

民館を含む社会教育との連携状況について、これ

までの取組についてお知らせをください。

続いて、小項目２、人材育成についてお伺いい

たします。一昨年の第２回定例会においても同様

の質問をさせていただきました。その際、小野教

育長から社会教育主事講習の参加促進はもちろん、

道教委の社会教育主事の活用を含め社会教育に携

わる人材の質を高めるよう取り組むという御答弁

をいただきました。この間の社会教育に携わる人

材の育成に係る取組状況についてお知らせをくだ

さい。

以上、この場からの発言とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） おは

ようございます。倉澤議員から３点にわたり御質

問がございました。大項目１は私から、大項目２

は総務部長から、大項目３は教育部長からそれぞ

れ答弁となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

大項目１、子育て支援について、最初に小項目

１、こどもの遊び場整備事業についてお答えいた

します。こどもの遊び場整備事業につきましては、

これまでも市街地に冬期間や雨の日でも気兼ねな

く遊べる施設が欲しいとの多くの要望をいただい

ておりました。平成３０年１２月に実施をいたし

ました第２期子ども・子育て支援事業計画策定に

当たってのアンケート調査では、未就学児及び小

学生の保護者から子育てしやすいまちになるため

の施策として遊び場、活動の場の充実についての

要望が一番多く出されました。この結果に基づき

第２期子ども・子育て支援事業計画においては、

子供たちが伸び伸びと屋内で遊べる場の整備を検

討することとしております。整備に当たっては、

立地適正化計画の都市機能誘導区域内への整備を

基本に総合計画ローリングなどで協議した結果、

新たな施設を建設するのではなく、土日、祝祭日

も利用可能な市街地にある既存施設を利用した整

備ができないか検討してまいりました。検討した

結果としましては、一定程度の面積が確保でき、

さらに建築基準法改正に伴う新耐震基準に対応し

ている施設を選定したところ、株式会社西條名寄

店様の一部を活用して、整備を実施することとな

りました。本事業につきましては、児童福祉法第

６条の３第６項に基づく地域子育て支援拠点事業

として実施し、事業を運営委託する予定であり、

施設の一部を賃貸借契約し、遊具の設置などの整

備に向け準備を進めているところでございます。

賃貸借契約につきましては、西條名寄店２階の一

部、約８９７平方メートル、２７１．９坪になり

ますが、を賃借する予定で、賃貸借契約の期間は

協議をしているところでございます。また、運営

委託の内訳ですが、人件費、賃借料、消耗品や維

持修繕費、保険料などを計上しております。事業

期間につきましては、子ども・子育て支援事業計

画が５か年計画であることから、その都度子ども

・子育て会議などで検証を行いながら事業を進め
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てまいりますので、御理解願います。

次に、小項目２、保育所整備事業についてお答

えいたします。令和２年度に実施をいたしました

保育所等整備事業の基本設計における概算事業費

でございますが、新保育所整備は１４億円、外構

工事等は１億３，０００万円、既存の南保育所解

体は３，０００万円を予定しております。次に、

公立保育所の再編についてでございますが、昨年

１０月に新施設の整備に向けて開催いたしました

各保育所の保護者説明会や市内の幼児教育、保育

施設の関係者及び父母の会などの代表者との子ど

も・子育て懇談会において説明をしてまいりまし

た。名寄市内の幼児教育、保育体制につきまして

は全国的に出生数は減少傾向であり、本市におい

ても平成３０年度以前までは２００名を超える出

生が令和元年度は１６９名の出生となり、令和２

年度も同様に減少傾向にあります。こうした減少

傾向が続いた場合は、市内の幼児教育、保育施設

の３歳以上児において定員割れを起こすことが予

想されます。このことから、３歳以上児の受入れ

につきましては公立保育所の受入れを縮小し、私

立の幼児教育、保育施設への入園を促し、公立保

育所は３歳未満児の保育の充足を図ることとして

おります。また、新保育所は令和５年度中の完成

を予定しており、完成に伴い西保育所、または東

保育所のどちらかを閉所するほか、運営を継続す

る保育所については今後の出生数の状況にもより

ますが、３歳未満児に特化した保育所とすること

を説明しております。閉所する保育所の具体的な

協議につきましては今年度中に行うこととしてお

り、西保育所、または東保育所のどちらの保育所

が存続することになったとしても建設から４０年

を経過し老朽化していることから、新保育所の整

備後に立地適正化計画や公共施設個別施設計画な

どに基づきながら、次の新保育所整備について検

討を行ってまいります。質問にあります設置場所

と完成までのスケジュールについては、今後の出

生数などを考慮しながら子ども・子育て会議や総

合計画ローリングなどにおいて協議を行うことと

しておりますので、御理解願います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは大項目２、

危機管理体制について、初めに小項目１、危機管

理マニュアル等の整備状況についてお答えいたし

ます。

新型コロナウイルスの感染予防対策については、

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく名

寄市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定し、

市民の生命、健康を保護するとともに、経済に及

ぼす影響が最小限となるよう感染症の発生段階に

応じて対策を講じることとしております。また、

本市における組織体制としては名寄市新型コロナ

ウイルス感染症対策本部会議を設置し、適時感染

予防対策や市民周知等について方針を決定できる

よう体制を構築しております。御質問のありまし

た危機管理マニュアル等の整備状況についてです

が、本市では市としての全組織的な基本マニュア

ルや施設ごとのマニュアル等は作成しておりませ

ん。具体的な危機管理の進め方としては、例えば

学校においては文科省作成の学校における新型コ

ロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

などそれぞれ所管省庁などが作成したマニュアル

や各業務内容に応じた技術的な指導に基づき対策

を講じているところです。また、併せて感染症対

策本部会議において適時予防、蔓延防止のため施

設の利用制限、市民周知など状況判断を踏まえた

対策を決定しております。今後も感染予防及び市

民生活への影響を最小限にとどめるため迅速な対

応に努めてまいります。

次に、小項目２、職員の健康管理について申し

上げます。初めに、一般的な健康管理ですが、労

働安全衛生法により事業者は労働者に対し医師に

よる健康診断を行わなければならないと規定され

ており、職員は年に１回健康診断を行い、事業者

として職員の健康状況の把握を行っております。
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次に、インフルエンザについては流行期前の課

長会議などでワクチン接種の勧奨やうがいや手洗

いの励行などを周知し、併せて幼児や児童と接す

る保育所や児童センターなどに勤務する職員には

ワクチン接種に対し定額の助成を行っております。

なお、インフルエンザに罹患した場合には会計年

度任用職員を含む全職員が有給による病気休暇を

取得しているところであります。

次に、御質問のあったコロナ禍における対応で

すが、職員個人の健康管理として出勤前の検温の

実施及び検温の結果おおむね３７．５度以上の発

熱がある場合、または継続するせきなどの風邪の

症状がある場合には感染拡大防止措置の観点から

無理をして出勤をせず、自宅で療養に努めること、

手洗いや小まめな換気、せきエチケット及びマス

クの着用を徹底することを職員周知しました。あ

わせて、執務室には飛沫拡散防止シートを設置し、

感染予防に努めているところであります。また、

職員が罹患した場合や濃厚接触者となった場合、

学校等の休校等に伴い子の監護者が欠ける場合、

ワクチン接種による副反応が出た場合などそれぞ

れの状況に応じた休暇の取得方法についても周知

徹底をしたところであります。なお、今回職員が

罹患しましたが、療養中は可能な範囲で所属長な

どが連絡を取り、心のケアに努めるとともに、復

職後も様々な場面で負担をかけないよう対応して

いるところであります。今後も引き続き適切な職

員の健康管理に努めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解願います。

以上私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは大項目３、

社会教育についてお答えいたします。

まず初めに、小項目１、公民館事業についてで

ありますが、公民館は市民の学びの場や芸術に触

れる機会づくりとして市民の学習要求に基づいた

市民講座や公民館講座を実施しているほか、家庭

教育に関する事業や高齢者大学、学級、子供会活

動など幅広い分野において学習活動の支援を行っ

ております。令和元年度には名寄市、智恵文、風

連の３つの公民館において合計で１７事業を実施

し、２６０人の参加がありましたが、昨年度は新

型コロナウイルス感染症対策による公共施設の臨

時休館などにより合計で１０事業、参加者も１５

８人と大幅な減少となり、事業の実施に大きな影

響を受けてきております。今年度においてもこう

した厳しい状況が続くと思いますが、本定例会初

日に議決いただいた名寄市社会教育動画配信事業

ではコロナ禍でも市民の学びを止めることのない

よう市民講座をはじめ様々な分野の公民館事業に

おいて動画配信事業を実施し、市民の学習機会を

確保してまいりたいと考えております。

次に、学校運営協議会との連携につきましては、

昨年度からそれぞれの学校運営協議会で地域学校

協働活動に取り組んでおり、７つの学校運営協議

会に地域コーディネーターを配置しております。

昨年度は残念ながらコロナウイルス感染症拡大に

より活動の機会がありませんでしたが、今後は様

々な形で学校と地域のつながりづくりを進めると

ともに、学校と地域の連携を深めていきたいと考

えているところです。

次に、小項目２、人材育成についてお答えいた

します。一昨年の第２回定例会における倉澤議員

の御質問以降、令和元年１０月には生涯学習課職

員に社会教育主事の発令を行ってまいりました。

社会教育主事には地域における学習課題、ニーズ

の把握、分析、地域における生涯学習のコーディ

ネートなど多くの役割が与えられております。現

在名寄市では再任用を含め９人の社会教育主事と

なる資格を有する職員がおりますが、その後資格

取得に係る講習を受講した実績はございません。

社会教育主事の資格取得に関する規定改正により

北海道が行う資格取得の講習が昨年から見直され、

平日分散型や冬期集中型の日程設定や一部の講義

についてオンライン受講が可能となるなど受講し

やすい講習の設定になっております。今後職員研
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修担当とも連携し、職員が受講しやすい環境整備

に努めるよう考えてまいります。一方、社会教育

に携わる人材の育成に関しましては、社会教育や

公民館部門での職員研修への参加をはじめ上川教

育局の社会教育主事を講師とし、地域コーディネ

ーターや学校教職員などを対象とした地域学校協

働活動に係る研修会を実施するなど職員の資質向

上に努めております。また市民講座や青少年教育

事業の企画、実践など日常の業務の中でしっかり

と職員の資質向上も図ってきているところです。

今後コミュニティ・スクールを充実、発展させる

ためにも地域コーディネーター研修会を開催する

など様々な機会を通じて人材育成を進めてまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、何点か確認をさせていただきた

いというふうに思います。

初めに、こどもの遊び場整備事業についてです

けれども、本事業、民間施設内に設置される施設

ということで、整備、今回業務委託する部分につ

いては改修、また遊具施設の設置を含めた業務と

いうことになっていると。完成後、本施設につい

ては公の施設であるというふうに考えますけれど

も、改めて設置者の位置づけ、また１１月中旬オ

ープンを予定しているとのことですけれども、施

設の設置条例の整備の考え方についてお伺いをし

たいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） まず

最初に、遊び場に係る設置者についてということ

でございますが、先ほど答弁をさせていただきま

したとおり、この事業につきましては児童福祉法

に基づく地域子育て支援拠点事業として実施をす

るものでございまして、西條名寄店の建物の一部

をお借りしまして、名寄市が行う事業として位置

づけ、実施をするもので、事業の運営につきまし

ては、先ほど申し上げたとおり、委託ということ

でございます。運営委託に当たりましては既存の

休憩室、それからバックヤードを利用することで

整備費が削減できるということで、運営委託につ

いては西條名寄店に委託をする予定であり、整備

をしました備品も貸与し実施するものでございま

す。また、この事業につきましては子育て支援の

ための事業ということで利用料は無料にするほか、

貸与した備品の損害賠償などの規定についても運

営業務の契約において明記をし、対応することと

しておりまして、以上のことから本事業につきま

しては西條名寄店内において名寄市が行う子育て

支援事業を実施するものであることから、条例の

制定ではなく、事業実施のための要綱整備を行う

予定でありますので、御理解をいただきたいと思

います。

それから、今後のスケジュールの関係ですけれ

ども、６月１５日に公募型のプロポーザルによる

企画提案書のヒアリングを行いました。今後事業

者の決定を行いまして、６月末に契約した後７月

から内装整備、それから遊具搬入など実施しまし

て、１１月中にプレオープンできるように進めて

まいりたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今の御答弁ですと、今

回のこの施設の整備事業ですけれども、実施に当

たっては児童福祉法に基づくソフト事業という考

え方で進めていくといった答弁だったというふう

に認識をさせていただいたのですけれども、施設

整備に関わって、整備事業という事業名もそうで

すけれども、完成した以降は住民の利用に供する

施設ということで、普通公共団体が設ける施設と

いうふうに私自身は考えるのですけれども、地方

自治法の２４４条第１項には公の施設に該当する

場合、同２項によって当該施設の設置管理に関す

る事項は条例で定めなければならないというふう
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に規定をされております。あわせて、公の施設と

した場合は指定管理者、業務の前後は管理運営委

託することができないということで規定もされて

いるところでございますけれども、そちらについ

ての見解についてはどうお考えなのかお知らせく

ださい。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 本事業におきま

しては、さきに答弁したとおり、事業という位置

づけの下実施するというふうに考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 本事業ですけれども、

事業費３，５００万円、今回費用かけて設計、改

修、遊具の設置を行って、児童の健全な成長を図

るといった目的を持っての整備というふうにお聞

きをしておりますけれども、そうした部分から考

えても本施設は明らかに施設というふうに私は考

えますけれども、こちらについて御見解、改めて

お知らせをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今回遊具等を設

置いたしますけれども、あくまでも民間施設の一

部を活用していただいて、市が行う事業として取

り組んでまいりますので、御理解をお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ここの部分について、

施設であるかないかというところについては私の

見解と執行者、皆さんの見解が一致はしないとこ

ろなので、これ以上はちょっと議論は避けていき

たいと思いますけれども、市有財産管理する、ま

た指定管理を担当している総務部長についても同

じような見解でよろしいのかをお聞きをしたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 議員おっしゃるとお

り、賃貸、借りている施設でも市のほうで使うと

いう形になれば公の施設ということに該当すると

いうことについては分かっている、認識している

ところでございますけれども、今回につきまして

は、先ほど来の答弁にもありましたけれども、事

業で実施するという部分もありますし、使用料も

取らないということもありますので、今回統一し

た見解として私どもも押さえております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 事業の進め方について

は要綱のほうで定めていくということで御答弁も

さきにあったところですけれども、設置条例の中

でも当然設置場所、開館時間、また料金、無料に

関してもそうですけれども、使用できる住民の範

囲など細かく市民に制限を与える部分、また制約

を与える部分については条例で定める必要がある

というふうに私は認識しておりますので、私自身

条例の必要性については今も考えておりますので、

事業を進めるに当たって間違いのない進め方をし

ていただければというふうに思います。

続いて、保育所整備についてお伺いをいたしま

す。事業費について御答弁ございました。総事業

費でおおむね１５億６，０００万円ほど、さきに、

２月２２日ですけれども、公共施設個別施設計画

の中の一覧表で示された令和４年度、令和５年度

の事業、１５億円余りとなっていますけれども、

大体同じぐらいの金額で工事、総事業費が積算さ

れたということで理解をしたいというふうに思い

ますけれども、こちら整備に当たって一部隣接す

る花園公園を利用するといった部分ございます。

こちら遊具の移設であったり、公園内の施設の一

部撤去、移設も含めて、こちらの整備事業につい

てはどの程度費用かけて行うのか、また何年度に

行うのかお知らせをいただきたいというふうに思

います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今ありました花

園公園の遊具等ある物置とかある部分だと思いま
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すけれども、これにつきまして外構含めて工事の

時期を見据えながら、工事費につきましても今後

算出というふうになっていますので、詳細の数字

は持っていますので、また決まり次第お知らせを

したいというふうに思っています。工事の日程と

併せながら説明しますので、また委員会等でも説

明をさせてもらいます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 来年から工事が始まる

ということで、公園の利用の制限も来年度からか

かってくるのかなというふうに思いますけれども、

かかる費用、今年度中に積算、来年度予算という

ことになると思うので、そちらについてはまた整

備の内容も含めて決まりましたらできるだけ早く

地域住民含めて説明をいただきたいというふうに

思います。

あと、今検討が進められております西保育所、

東保育所、次の保育所整備に関わる部分について

お伺いをしたいと思いますけれども、少子化の関

係もあって、こちらは出生数の推移を見ながら施

設の規模を検討していくというような御答弁だっ

たというふうに思うのですけれども、事業費につ

いては今回南保育所の整備については約１５億円、

規模によってはこの額よりも下回るというような

考え方で、今の部分で捉えてもよろしいでしょう

か。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時３４分

再開 午前１０時３４分

〇議長（東 千春議員） 再開します。

小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 南保育所整備後

の次の施設の整備費ということですけれども、こ

れにつきましてはありましたように、出生者数な

ど、ほかの民間幼児保育施設等の状況も確認しな

がら定員等決めていきますので、今現在で幾らぐ

らいというのはまだ算出しておりません。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） これまで保育所の整備、

今事業実施行われていますけれども、子育て支援

の関連施設等も含めて今回整備をしております遊

び場整備事業３，５００万円プラス運営業務委託

料で８５８万８，０００円の予算計上ということ

で、過去にも木材需要拡大センター、通称森林館

と呼ばれておりました施設、２７年度で廃止され

て、こちらについても平成２７年度から平成３０

年度までで約６，７００万円の経費をかけて整備

をしてきているといったところで、様々なハード

事業、取り組まれてきているというところで、ソ

フト事業も併せて、また病院の小児科の医療体制

も含めて予算規模の推移を見ても子育て支援の施

策に力を注いでこられたというふうに考えており

ます。

最後市長にお尋ねをしたいと思いますけれども、

それら事業に対する少子化の抑制効果、また市民

の満足度など、それに対する評価と総括について

お伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 平成２７年度から第１期、

そして令和２年度から第２期の名寄市子ども・子

育て支援事業計画がそれぞれ策定をされて、その

計画に着実に沿う形でこれまで子供、子育て関連

施策を推進してきたと考えていますが、とりわけ

第１期も第２期もそれぞれその事前に幼児教育、

保育、そして小学校全保護者にアンケートを配付

をし、かなりきめ細かな需要、ニーズの調査も行

いつつ様々な事業者の皆さんの意見も酌み取り、

さらにはそれぞれのその時々の時勢を捉まえて着

実に事業を推進してきたものというふうに考えて

いるところでありますし、またこれまでそうした

市民の期待に応えるべく事業も推進してこられた

という自負も持っているところであります。それ

ぞれ計画の当初に裏面に市の子供、子育て政策、
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あるいは環境に関する満足度みたいな調査があり

まして、第１期と第２期それぞれ若干項目が違う

ので、一概に比較はなかなか難しいのですけれど

も、満足度に関しても着実に市民の皆さんの評価

は高まっているというふうにも考えているところ

であります。しかし、一方でどうしてもやっぱり

不満だとかというような市民の皆さんの声もある

のも事実でありますので、この辺は令和２年度か

らスタートしている計画の中でもかなりいろんな

こともまた昨年度からやらせていただいておりま

すが、不断のこうした子供、子育て環境の強化、

努力をしていくことが必要だというふうに思って

います。加えて、名寄市では子供、子育てに関し

て様々なすばらしい施策も打っているし、また民

間の皆さんの子育てサークルだとか様々な、そし

て地域独自の動きも出てきているというふうにも

考えています。今後デジタル社会の推進というこ

とでこうした子供、子育てに関係する手続のオン

ライン化だとか様々なこうした子供、子育ての情

報を一元に集約をして、よりこうした子育てのい

ろんなメニューや事業を集約し、発信していくと

いうこともこれから検討していくことも大変重要

な課題ではないかというふうに思っています。出

生率の話で、そのことが出生率に、先ほどの話で

すけれども、この２年ぐらいがどうしても１７０

切っているということで、大きく結びついていな

いということも事実でありますが、これが一概に

この子供、子育ての環境のものなのか、ここはコ

ロナ禍の影響もあるので、様々な角度から分析は

していかなければならないというふうに考えてお

りますけれども、いずれにしてもこの出生率とい

う部分も含めた人口問題というのは子供、子育て、

教育の環境、さらには地域の経済の問題、あらゆ

る側面から多面的に考えていかなければならない

し、そのために名寄市の今持ち得る環境をさらに

生かした魅力あるまちづくりを今後とも着実に推

進していくということに尽きるのではないかと考

えております。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 少子化の部分について

はなかなか効果が見えていないというような部分

も現実的にはあると思います。一方で、市長の答

弁では市民評価も高まっているといった部分、ま

た自主的な取組も子育てに関しては進んできてい

るといった内容でお話がありましたけれども、子

育て支援の全体にかける事業費、予算規模もかな

りここ数年で金額的には多くつぎ込まれていると

いった状況が見受けられます。ハード事業に関し

てですけれども、２月２２日に示されました公共

施設個別施設計画の部分でもほかの公共施設、改

修、また改築が急がれる施設ということで、Ｃと

Ｄといった評価、建物の基準、Ｃは安全上、機能

上不具合の発生が出るおそれがあると。Ｄは改修

等により躯体の改善困難、個別の躯体の改善が困

難な施設がＤということで、この部分、調査、計

画つくった部分で６３の施設のうち２０を占めて

いるといった状況が今現在名寄市の持っている課

題としてあるということで、こうした部分での他

の施設の改修も一定程度費用かけて今後行ってい

かなければいけないといった部分では子育てに偏

りなく、全体的なバランスを見て事業のほうに取

り組んでいただければというふうにお願いをした

いというふうに思います。

続いて、大項目２，危機管理体制についてお伺

いをいたします。風水害の災害時、こちらについ

てはもちろんですけれども、今回の感染症や各種

クレーム対応も含めて危機管理においては初期対

応が非常に重要になるというふうに考えておりま

す。使用料や利用料の料金を徴収している施設、

また上下水道等のインフラについてはそのサービ

スをできるだけ停止させないためにもふだんから

の危機管理意識が大切になるというふうにも考え

ております。そうした観点からも危機管理マニュ

アルの整備は今後必要と考えておりますけれども、

そちらについてのお考えをお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。
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〇総務部長（渡辺博史君） 危機管理マニュアル

の整備についてということでございましたが、先

ほどの御答弁で申し上げましたが、コロナに関わ

る危機管理体制について、危機管理の部分につき

ましては関係省庁などが作成しているマニュアル

や技術的な指導に基づき対応しているということ

でありまして、現状におきまして市単独でのマニ

ュアルや整備は予定していないというところでご

ざいます。この間給食センターですとか保育所、

小中学校等におきまして利用者や職員の感染が確

認されまして、施設の一時閉鎖ですとか休校など

やむを得ない措置を講じてきたというところでご

ざいます。一方、上下水道事業におきましては市

民サービスに多大な影響を及ぼす可能性があると

いうことから、５月中旬からリスク分散のために

分散勤務を実施したというところであります。今

後もそれぞれの職場に応じた感染対策を進めると

ともに、職員の危機管理意識の向上に努めてまい

りたいと考えております。なお、この間の感染状

況踏まえまして、幼児保育施設及び学校の教職員

ですとか給食センターの職員、上下水道も含めま

して市民に多大な影響を及ぼす業務の従事者への

ワクチンの先行接種、実施していくこととしてお

りますので、御理解願います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） マニュアル等の整備の

予定はないという御答弁だったということで、各

種施設での取組のお話ございましたけれども、災

害や感染症以外でも想定される様々な有事の際に

対する備え、また市民からのクレームであったり、

事件、事故、また不祥事も含めてですけれども、

先ほども申し上げましたとおり、初動対応、非常

に大切だというふうに思っております。昨日の一

般質問の答弁にありましたけれども、学校現場で

は行動計画であったり、給食センターの研修も行

われているようなお話ありましたけれども、危機

管理マニュアルについては基本的な部分において

他の自治体でも整備されているところがございま

す。今後全庁的な共通事項を示した基本マニュア

ルと所管部署における具体的な危機対応を示した

個別マニュアルの整備について検討されるお考え、

改めてお聞きしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 現状におきましては、

答弁しているとおりでございますけれども、今後

も様々な、今回コロナの部分もありますけれども、

先ほど来議員がおっしゃられている様々な課題あ

ろうかと思います。いろんな形でマニュアル等を

整備することが重要なことだと考えますので、一

つ一つ全てできるかどうかというのは、それはで

きませんけれども、それぞれの状況に応じて議論

を深めてまいりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 続いて、職員の健康管

理について確認をしていきたいというふうに思い

ます。

本市では職員の公務における災害の防止や健康

確保について必要な事項を定めた名寄市職員安全

衛生管理規則というものがございまして、それに

基づいて職員の安全衛生に関する調査、審議機関

として安全衛生委員会が組織されているというふ

うに思います。この委員会の開催状況と新型コロ

ナウイルス感染症に関する対応の協議経過、また

取組についてお伺いをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 安全衛生委員会の関

係で御質問がございました。安全衛生委員会につ

きましては、職員の健康ですとか安全を守るため

に必要な対策につきまして労使が一体となって調

査、審議を行うということを主な目的としており

ます。最近の主な協議内容ですけれども、時間外

勤務の縮減ですとか休暇の消化の関係、あとスト

レスチェックですとか、そういう部分が多かった
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ということで、コロナの関係の議論についてはそ

んなに多くはなかったというところでございます

けれども、今回新型コロナウイルスに感染した職

員もいるということでございます。この委員会の

中で危機管理意識の向上ですとか心のケアも含め

まして今後協議していきたいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 委員会の開催状況です

けれども、この新型コロナウイルス感染症拡大し

てから約１年半たつということで、この間感染症

に関する協議はあまり多くなかったという御答弁

だったというふうに思うのですけれども、こちら

の安全衛生委員会の委員長、どなたになりますか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私でございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 実際職員の中でも感染

した方、また濃厚接触者となり休職された方も現

に今、現在休職されている方もいらっしゃるとい

うことでございます。先ほどの御答弁にもありま

したけれども、復職後の心理面や職場での感染リ

スクの低減策など安全衛生委員会において協議す

る内容についてはたくさんあるというふうに思う

のですけれども、こちらについては委員会の内容、

対策本部もございますけれども、職員の安全衛生

に関する重要事項の審査、それを市長に具申する

役割というところも定められておりますので、今

後そちらについて開催も含めて内容について協議

をしていっていただける考えあるかどうか改めて

御確認をしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） この安全衛生委員会

ですけれども、委員会の半数は職員団体という形

になっております。職員団体とも連携しながらコ

ロナにかかわらず職員のメンタル面ですとかも含

めまして当然協議はこれまでもしておりまして、

今回コロナもありますので、引き続き職員団体と

協議しながら協議を進めてまいりたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 委員長である渡辺総務

部長のリーダーシップの下、しっかり進めていた

だきたいというふうにお願いをします。

続いて、社会教育行政について確認をさせてい

ただきたいというふうに思います。２点、小項目、

それぞれ御答弁いただきました。公民館の関係で

ございます。部長の答弁からもございましたけれ

ども、公民館、御存じのとおり、文化、教養、福

祉の増進といった基本的な役割、併せてコミュニ

ティーの醸成を図り、地域の自主的な運営の機運

を高め、現代的課題、地域の課題の解決に向けた

取組も重要な役割だというふうに考えております。

そうした観点から他の社会教育施設、図書館であ

ったり博物館、天文台などの連携はもちろん、こ

れまで以上に学校や町内会、今あまり使われない

ですけれども、行政区との関わりが不可欠という

ふうに考えますけれども、これからの公民館、ま

ず公民館で働く公民館主事の役割についてはどの

ようにお考えなのかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 公民館につきまして

は、学習要求に対する支援だけではなくて、様々

な地域の課題を捉えながら課題に基づいた事業で

すとか活動を市民と共に学ぶ、その中から地域活

動ですとか町内会活動などまちづくりの活動のリ

ーダー育成などなど本当に広い意味で担っている

と考えているところでございます。現在名寄市の

公民館におきましてもエンレイカレッジですとか、

また智恵文の公民館ではちえぶん学講座などそう

いったまちづくりや地域をテーマにした講座など

も行っておりまして、地域への愛着を一層深める

取組なんかも行ってきているところでございます。

今後につきましてもこうした取組を通じまして町

内会、さらには地域活動とも連携を図っていきた

いというふうに考えておりますし、そういう取組
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を進めるに当たりましては社会教育主事の担う役

割というのは大変大きいものだというふうに考え

ているところでございますので、御理解のほうよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 地域との関わり、また

様々な課題の部分についてですけれども、昨日の

一般質問の中でも総務部長からも認識示されてお

りましたけれども、ワクチン接種に関する情報の

取得手段であったり、接種の予約手段、高齢世帯

における、このコロナ禍において経済的な課題が

明らかになったというところもございます。また、

町内会に関しても事業の中止であったり、縮小、

地域コミュニティーの衰退が今後加速していく要

因になりかねない、見逃せない地域課題も今ある

ということで、そうした課題を今公民館のほうで

しっかり把握をして事業に反映していくことが重

要であるというふうに考えております。先月小野

教育長においては４期目、新たに選任をされたと

いうことで、以前公民館の果たす役割について今

後かなり見直しを進めていかなければならないと

いう認識も示されておりました。昨日の御答弁で

も高校におけるコミュニティ・スクールの配置の

お話も出されておりました。適正な人員配置や人

材の育成を含めて改めて今後の公民館事業を含む

社会教育行政の取組に対する４期目の決意も含め

たお考えについてお知らせをいただきたいという

ふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今お話ありましたけれ

ども、前回の私の議員に対する答弁のときに公民

館の果たす役割について見直しが必要だというお

話をしましたが、まずもってこのことについてち

ょっと見解だけ述べさせていただきたいと思うの

ですが、議員も御承知のように、公民館の果たす

役割というのは社会教育の中で公民館の役割が規

定されておりますけれども、そこに目的と公民館

が果たす事業ということがありまして、その役割

は６項目の事業であるという認識をしております。

ただ、よく社会教育関係者で公民館の役割につい

てお話があるときに集まる、学ぶ、つなぐという

のでしょうか、この３つの観点から事業を整理し

ておりまして、今まではどちらかというと集まる、

学ぶというのが、大体そこ中心に進めてきており

ましたけれども、今後はやっぱりつなぐというの

でしょうか、そういう役割を重視していかなけれ

ばならないのでないかなと思っているところであ

ります。もっと違う言い方でお話ししますと、公

民館は機関車型のリーダーシップではなくて、支

援型のリーダーシップの発揮、これが今後求めら

れていくのだろうという話も出ているところでご

ざいます。あと、人材の配置だとか育成を含めた

今後の社会教育行政の在り方についてでございま

すけれども、倉澤議員、以前生涯学習課長であり

まして、十分に社会教育に関わっては理解されて

おられますけれども、御承知のように、生涯学習

の実現を図るということについては学校教育と社

会教育、そして家庭教育ですか、それぞれの目的

と役割をそれぞれがしっかりと果たすということ

が大変重要になってきております。とりわけ人生

１００年時代でありますので、生涯にわたる学び

を行うには私も公民館事業を含む社会教育の果た

す役割、これ極めて重要であるというような認識

をしているところでございます。このたびの新し

い学習指導要領では、未来を担う子供たちの豊か

な育成を促すために、御承知のように、社会に開

かれた教育課程の実現を目指して、家庭、地域総

ぐるみの教育の展開をしていただきたいというこ

とで、国のほうからも示されているところでござ

います。このことを受けまして、先ほど部長のほ

うから説明ありましたけれども、名寄市では地域

と共にある学校づくりを目指して、市内全ての学

校の運営協議会に地域学校協働本部を設置いたし

ました。そこに今回生涯学習課の人材、これを中

心にして地域コーディネーターを配置したという

ところであります。これはつなぐというのでしょ
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うか、支援のスタイルをちょっと強調したところ

でありまして、この生涯学習課の人材を中心にし

た地域コーディネーターの配置を通して今地域学

校協働活動の充実を図ってきているところでござ

います。現在各地で公民館に期待する役割の中に

学校と地域の連携をコーディネートするというこ

とが挙げられているところであります。すなわち、

コミュニティ・スクールの充実、発展は社会教育

の、いわゆる公民館の担当者である地域コーディ

ネーター、これにかかっていると言われていると

ころでございます。したがいまして、この機会を

有効に生かして、教育局の社会教育主事等を講師

としてまた再びコーディネーターの育成研修など

を開催するなどして、社会教育担当者としての人

材の育成、これにしっかりと努めていきたいなと

思います。

また、もう一つ、社会教育の取組については専

門性が非常に求められておりますので、社会教育

主事、あるいは去年から設置されております社会

教育士、これらの資格者の配置はもちろんですけ

れども、担当職員の資質の向上にも配慮して進め

ていきたいと。担当職員の資質の向上に当たって

は、いわゆるＯＪＴ、日常の業務を通して職務に

必要な能力を育成すると、そういう視点も大事に

しながら今後対応してまいりたいと思いますので、

御理解をいただきたいと。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ただいま小野教育長の

ほうから公民館事業に対する考え方であったり、

社会教育行政に対する取組の考え方、また人材育

成についてお話がございましたけれども、人材配

置の部分でちょっとお話をさせていただきますと、

私も現職時代、北海道公民館協会の役員をさせて

いただきましたけれども、御存じのとおり、今い

る職員がどうのこうのということではないのです

けれども、自治体によっては中央公民館の館長、

自治体の首長であったり、教育長が館長に就いて

いるといった自治体も数多くございます。そうし

た部分においてはしっかり人材の育成、指導も含

めて行政、首長、教育委員会では教育長の指導も

含めてしっかりと人材を育成していくことが今後

必要なのかなというふうに思っております。昨日

来からも各議員の質問の中で言葉よく使われてお

りますけれども、その言葉ちょっとお借りして、

誰一人取り残さない包摂的な社会実現のために全

ての人が学び続けられる環境、そちらについて引

き続き整備をしていっていただきたいということ

を申し上げて、私の質問終わりたいと思います。

ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で倉澤宏議員の質

問を終わります。

新型コロナワクチン接種への対応について外２

件を、高橋伸典議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告に従いまして、順次質問し

てまいりたいというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。

大きい項目１番目、新型コロナワクチンの接種

への対応についてをお伺いいたします。ちっちゃ

い項目、接種予約の現状と課題についてをお尋ね

いたします。本市は５月６日から新型コロナワク

チン接種の予約がスタートし、高齢者の優先集団

接種も順調に進められ、今後国の示す優先接種順

位に基づき高齢者の次の順位である基礎疾患を有

する方の先行接種が行われます。高齢者の優先接

種、基礎疾患を有する方が終了すると、６４歳以

下の接種が始まりますが、今回の予約では電話、

ライン、ホームページ予約と電話がつながらない、

ラインやホームページも使えないという声が多数

聞かれました。他市町村では、高齢者の高い順に

５歳刻みに予約を取ればいいのに、また接種日を

役所で決めてもらい、不可能であれば連絡し、変

更すればいいという声も聞かれました。今後の接

種体制の理事者の御見解をお願いをいたします。

小さい項目２番目、企業と大学等の職域単位の

ワクチンの接種についてでありますが、昨日私の
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質問の内容のほとんどが加藤市長の記者会見で網

羅されていると思いますが、何個か御質問したい

ので、続けさせていただきます。７月末を念頭に

希望する高齢者の終了するのを見据え、各自治体

の判断で順次基礎疾患を有する者等を含め広く一

般にも接種を開始することになっております。ワ

クチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の

加速化を図っていくため６月２１日から企業、大

学等の職域、学校等を含む単位でワクチンの接種

を開始することが可能となりました。厚生労働省

健康局健康課予防接種室から出されましたワクチ

ンはモデルナ社、高齢者施設等の影響を与えない

ように接種に必要な会場や医療従事者等は企業と

大学等が自ら確保するとありますが、名寄市立大

学や企業の職域単位のワクチン接種について理事

者の御見解をお願いをいたします。

小さい項目３つ目、中学生のワクチン接種につ

いてお尋ねをいたします。ファイザー社のワクチ

ン接種の対象年齢が１２歳以上と引き下げられま

した。自治体によっては既に夏休み期間の活用な

どの検討が進められておりますが、１２歳以上、

中学生の生徒が対象となると思われます。ワクチ

ン接種をすることによってそれ以降部活や学校行

事がどのように変わっていくのか楽しみでありま

す。どのような見解を持たれているのでしょうか。

ワクチンを接種することにより部活動、学校行事

が大幅に緩和され、また感染を恐れていた子供を

休ませている家庭も少なからずありますので、夏

休みの期間を利用した中学生の接種を優先するこ

とも重要ではないかと考えております。１２歳以

上のワクチンの接種についての理事者の御見解を

お願いいたします。

大きい項目２つ目、コロナ禍で地域経済を支え

る対策についてをお尋ねをいたします。飲食店、

テークアウトへの支援についてであります。昨年

２月からコロナ感染が発生、１年４か月を迎えよ

うとしている中、不要不急の外出を控える、８時

以降の外出を控える、日中、週末の外出を控える

と自粛要請が続く中、北海道における緊急事態措

置が続き、飲食店は悲鳴を上げております。風連

地区では、風連出前館の街なかにぎわい補助事業

を活用し、商工会青年部のテークアウトスタンプ

ラリー事業は大きな反響を呼んでおります。下川

でも宅配事業の充実のために地域おこし協力隊を

活用する見込みであります。名寄市内風連地区の

飲食店での時短や休業要請、市民には不要不急の

要請、市民の皆様はコロナの感染の不安のため外

食を控え、また命をつなぐためにテークアウトや

デリバリーサービスに変えて努力を続けている飲

食店に対して継続的な配送料等の支援等の考え、

またはそれに伴う支援についての理事者の御見解

をお願いをいたします。

小さい項目２つ目、福井モデルの飲食店の考え

についてをお尋ねをいたします。福井県は４月に

県内感染の約６７％に当たる人がマスクをなしで

飲食を通して感染すると推測され、飲食店以外の

マスクなしは８４％に上っております。マスク会

食で奨励金を出したり、マスク会食奨励店を職員

が回り、ソーシャルディスタンスの距離や座席の

位置を決めたり、二酸化炭素濃度の対策など福井

は県で行っておりますが、市民はコロナ感染への

不安などでなかなか飲食店に出られない方がたく

さんおられます。努力している飲食店への支援の

意味でも福井モデル、山梨モデルを進め、名寄モ

デル認証制度を取り入れるべきと考えますが、理

事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目３つ目、市民が利用しやすい名寄市

立総合病院についてお尋ねをいたします。待ち時

間の改善対策についてであります。数度この質問

をさせていただきました。今回も病院に行って患

者さんの不満等で待ち時間が約６時間あり、大変

な思いをしたという患者さんから言われまして、

今回の質問をさせていただきます。病院へ行って、

患者さんの不満は待ち時間が大変不満であります。

マーケティングリポートの外来待ち時間の意識調

査では、待ち時間の不満が２２．２％と最も多く、
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次いで駐車場不足が１７．２％、会計待ち時間が

１６．７％になっております。予約しても待ち時

間が長いと市民から相談があり、市立総合病院と

しての待ち時間の現状と改善対策についてをお尋

ねをいたします。

小さい項目２つ目、駐車場の満車改善対策につ

いてであります。病院で体の調子が悪い中、駐車

場で車を止められず大変困っている外来患者の方

からの相談であります。この問題は、何回か御質

問させていただきました。当時私も朝用事があり、

６時半に市立総合病院の駐車場にいました。委託

業者の職員の方含めて裏口から出勤しておりまし

た。病院として患者さんの駐車場という思いはあ

ると思いますが、利用しやすい駐車場の現状と今

後の対応についてのお尋ね申し上げ、壇上での質

問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま高橋議

員から大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１は私から、大項目２は産業振興室

長から、大項目３は病院事務部長から答弁となり

ますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、新型コロナワクチン接種へ

の対応について、小項目１、接種予約の現状と課

題対応についてお答えいたします。６５歳以上の

ワクチン接種の予約方法については、準備段階で

高い年齢順から段階的に予約を受け付けるか、接

種日を決めて案内するかなど検討をいたしました

が、本市では一斉に接種券を発送し、受付を行う

ことにより接種枠に空きがなく、ワクチンの廃棄

も最小限にとどめ、効率的で速やかに接種を進め

ることができると判断いたしました。予約人数に

つきましては、当初接種率７０％を想定しました

が、現在は接種率９０％程度を対応できるよう医

療機関の協力を得て体制を整えております。また、

ワクチン接種の開始時は２回目の接種を考慮し、

５０％の受入れからスタートし、ワクチンの確定

量に合わせて随時予約枠を増やし、受付をしてき

ました。６４歳以下のワクチン予約につきまして

は、高齢者の状況を踏まえて医療機関と協議しな

がら、３週間で希望者全員の１回目の接種が終了

できる体制を整えます。予約は電話でも行います

が、ライン及びウェブ予約を主に行うよう周知し

てまいります。予約の受付は年齢の高い順から３

つのグループに分け、予約の受付時期を変えて対

応していく予定です。なお、接種券は６月下旬に

郵便局に持ち込み、配達は７月上旬になる見込み

です。ただ、ワクチンの供給量によってはスケジ

ュールが変更になることもあります。

次に、小項目２、企業や大学等の職域単位のワ

クチン接種についてですが、国ではワクチン接種

の加速化を図るため６月２１日から企業や大学等

において職域単位でのワクチン接種を可能とする

内容の事務連絡を関係する企業や大学等と各自治

体に発出しました。実施に当たっては、自治体に

よる高齢者等への接種に影響を与えないよう接種

に必要な会場や医療従事者等は企業や大学等が自

ら確保することとなっております。本市において

は、市民へのワクチン接種を加速化することが重

要と考えておりますので、企業や大学等の動向を

注視しながらできる範囲で支援をしてまいります。

なお、名寄市立大学については大学内や設置者と

の協議の結果、ワクチン接種ができる環境が整っ

たことから、国に対して職域接種の申請を行い、

承認された旨の報告を受けたところであります。

次に、小項目３、中学生以上のワクチン接種に

ついてですが、厚生労働省ではファイザー社製ワ

クチンの１２歳以上の接種を認めていますが、接

種順についてはこれまでの方針どおり進めており

ます。本市においても国の接種順を基本に今後は

基礎疾患を有する方や高齢者施設等の従事者、市

が先行接種の必要があると判断した職種従事者、

６４歳以下への接種と考えております。ワクチン

接種後の各種活動についてですが、ワクチン接種

により免疫ができたとしても１００％感染しない

ということではなく、感染リスクの低減や重症化
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する可能性が低くなると言われています。また、

心身等の状況によりワクチン接種ができない方へ

の配慮もしていく必要があります。このことから、

ワクチン接種後もこれまで同様の感染予防対策、

感染拡大地域への往来自粛などの対応は必要と考

えております。中学生以上の夏休みでの接種につ

いては、高齢者等への接種時期と重なるなど接種

スケジュールを見直すことが必要となります。ま

た、ワクチン接種を希望される方は仕事、生活、

家族、心身の状況などにより一日も早くワクチン

接種を望んでおります。このことから、本市の集

団接種につきましてはさきに述べた接種順で進め

てまいりますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目の

２、コロナ禍で地域経済を支える対策をについて

申し上げます。

まず、小項目の２、飲食店テークアウトへの支

援についてですが、新規開発メニューなどをタク

シーで自宅や職場に届ける風連出前館は、新規顧

客の開拓による来店者の増加や需要低迷の打開策

として本年２月１５日から３月２６日までの間、

風連地区の飲食店９店舗が宅配用メニュー２４品

目を用意して実施されました。実施期間中２２８

件、１，００２食、注文総額８８万３５０円の利

用があり、参加飲食店及び配送事業者への直接的

経済効果があったほか、多くの反響があったと聞

いております。本事業は、新型コロナウイルス感

染症に対する経済対策の一つとして、昨年６月に

名寄市中小企業振興条例施行規則を一部改正し、

補助率のかさ上げを実施した街なかにぎわい事業

を活用したもので、事業費の一部を実行委員会に

対して支援をしたところでございます。風連地区

では、この風連出前館の好評を受けて、今年度５

月１８日から６月２５日の間新たに第２弾を実施

しています。今回は、市の補助は受けず、風連商

工会の負担で実施されており、こうした民間の自

発的かつ主体的な動きを本市としては地域のモデ

ル的な取組として大変うれしく受け止めておりま

す。名寄地区においては、貨客混載の許認可等の

関係もあり、名寄地区でのテークアウト料理の宅

配は取り組まれていない状況にございます。一方

で、名寄商工会議所青年部では長期化するコロナ

禍にあって購買意欲を喚起し、市内飲食店に足を

運んでいただくため、昨年４月から６月と本年３

月から７月までの２回にわたりテークアウトスタ

ンプラリーを実施しています。今後の本市経済の

担い手団体の発案による取組に敬意を表するとと

もに、本市として景品の一部を支援しているとこ

ろであり、今後も引き続きコロナ禍を乗り越えよ

うと地域自らの発案によるソフト事業について可

能な支援を柔軟に行ってまいります。

次に、小項目の２、福井モデルの飲食店への考

えはについて申し上げます。福井県では徹底した

積極的疫学調査の結果、マスクなしの感染率、中

でもマスクなし飲食の感染率の高さに着目し、マ

スク会食を中心とした感染防止対策を推進してお

り、今年度第三者による現地確認を通して取組が

適切な飲食店を県が認証し、１店舗当たり１０万

円の奨励金を支給する事業を取り進めようとして

います。国では本年４月、このような第三者認証

制度導入の検討を都道府県に求め、示された基準

案における必須項目としてアクリル板等の設置、

または座席の間隔を１メートル以上確保、手指消

毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気

の徹底を挙げています。北海道では、コロナ禍が

長期化している中、国が示した新しい生活様式の

実現に向けた新しいライフスタイルやビジネスス

タイルである新北海道スタイルの実践を求めてお

り、最近の新聞報道によりますと山梨県を参考に

独自の第三者認証制度の導入を検討しているよう

です。本市においては、市内飲食店に対して広報

や新聞広告等を通じて新北海道スタイルの実践を

お願いするとともに、本年１月から２月末まで申

請受付を行った名寄市経済維持支援給付金では新
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北海道スタイルの実践と業種別ガイドラインに準

じた感染予防対策の取組を対象要件とし、飲食店

における感染防止対策を推進してきたところでご

ざいます。感染防止対策と経済活動の両立を図る

上で、飲食店におかれては市民が安心して飲食に

出かけられるよう取り組んでいただくことが求め

られており、本市としては福井モデルや道が導入

を検討している認証制度の動向を注視しつつ今後

も名寄商工会議所や風連商工会、名寄料飲店連合

会などと情報を共有しながら適宜必要かつ持続可

能な対策を検討してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は大項目３、市民が利用しやすい名寄市総合病院

についてお答えいたします。

初めに、小項目１、待ち時間の改善についてで

すが、外来診療の待ち時間につきましては医師の

診察時間と関係しており、患者１人に対しての診

察時間の長短が最も影響しています。患者の状況

によっては診察前後に検査を行うこともあるため、

その内容により想定以上の時間がかかる場合がご

ざいます。また、具合の悪い方を優先したり、診

察中に病棟業務や救急診療に関わることでお待た

せする場合もございます。日頃から待ち時間短縮

には配慮をしているところでございますが、診療

科ごとで患者数や診療内容に違いもあることと医

師、看護師は限られた人員で可能な限り外来患者

を受け入れて診療をしておりますので、御理解を

いただきたいと考えております。実質的な対策と

はなりませんが、診療の待ち時間対策の一つとし

て今年度から外来フリーＷi―Ｆiの運用を始めま

す。また、スマートフォンを御利用の方に限りま

すが、会計時間の短縮ができるように後払い診療

費システムも導入いたしましたので、御活用いた

だければと思います。

次に、小項目２、駐車場の満車改善対策につい

てですが、これまでも通院の際の公共交通機関利

用や自家用車乗り合わせなどのお願いをさせてい

ただいておりますが、遠方から来られる方も多く

いることから、車１台に１人で来院される状況に

あります。利用の多い第１駐車場は２５０台分ご

ざいますが、どうしても玄関口に近いところから

埋まってしまいますので、健常な方には周辺の駐

車場利用も御案内をしております。また、従前よ

り取引事業者や職員の利用を制限し、定期的に注

意を促し、冬期間は適時排雪を行うなどの対応を

図っていますが、外来診療が集中する午前中は満

車になることが多いのが実情です。病院周辺に敷

地を確保することも難しいことから、駐車場の拡

大は限界と考えていますので、満車状態を軽減す

るためには病院から近距離にお住まいの方々にで

きるだけ自家用車以外の方法で来院をしていくこ

とをお願いしていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ただいま皆さんに答

弁をいただきました。再度質問、お聞きしたいと

いうふうに思います。

まず、新型のコロナワクチン接種の対応につい

て課題はある程度見えましたけれども、やり方的

にはいいというふうに思います。今回は３グルー

プに分けてしっかり進めていただく部分と、やは

り６４歳以下ですから、ラインができないだとか

パソコンできないだとかという方は少ないと思う

のですけれども、ぜひ前回やったみたいな電話を

名寄市役所に、２回線でしたか、そして保健セン

ターに２回線増やして対応をされましたよね。電

話対応、受付の。この対応というのは、引き続き

やられるのかちょっとお聞かせをいただきたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 先ほど答弁申し

上げましたように、６４歳の方につきましても予

約について基本的にはライン、ウェブ等の予約を

ちょっとお願いしたいということで出しますが、
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当然電話につきましてもコールセンターと、今回

は保健センターのみで、保健センターがたしか８

回線だったと思うのですが、回線あります。そこ

で対応していきたいというふうに思っていますの

で、御理解お願いします。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。しっ

かりこの保健センターで電話対応していただきた

い。また、やっぱりライン持っていない方、そし

て、ウェブができない方等々相当いるというふう

に考えます。昨日もテレビで出ていましたけれど

も、接種会場まで行って、ここで受付するのでな

いかという人もおられましたし、ある市では電話

もできない、ラインもできない、ウェブもできな

い方は市役所に来て、ＮＰＯが受付をした対応取

っておられたところもあるみたいですので、今回

はしっかりとそういう対応ができないようなこと

ないような対策をお願いを申し上げたいと思いま

す。

そして、結局先行接種と基礎疾患のある方から

スタートされるというふうに思います。その中で

７月上旬に券が届いて、いつぐらいから基礎疾患

持っている方、そして先行接種の方含めてスター

トされる予定なのか、ちょっと予定が決まってい

れば教えていただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） まず、基礎疾患

につきましては、皆さんも御存じだと思いますけ

れども、広報に申請書つけまして、ウェブと郵送

での受付をしております。既に６００人を超える

予約が来ております。２１日までの予約締切りと

いうことで受付をいたしまして、７月中旬頃に１

回目の接種を今のところ考えております。これに

つきましては、予約を受け付けるのではなくて、

うちのほうで日程を決めさせていただいて、郵送

で再度接種日をお知らせしながら実施をしていき

たいと思います。当然２回目については３週後に

なるということになっております。優先先行接種

につきましては、一部今もう実施できるところは

実施をしているところであります。警察とか浄水

場、下水処理場については月曜日から実施をして

おります。現在高齢者施設、障がい施設、そして

幼児保育施設、学校についてはそれぞれの今名簿

を来週中には上げてもらうようにしていまして、

その方の人数を整理して、７月の上旬ぐらいから

開業医の医師会の方とも相談しながら、各市内の

病院の中での接種も含めてスケジュール調整をし

ながら順次いきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。７月中旬ぐらいということで安心しておりま

す。

次のちっちゃい項目に移ります。企業や大学等

の職域接種のワクチンの接種についてお尋ねいた

します。昨日の加藤市長、すごく丁寧に会見をし

ていただきまして、ほとんど私の質問することが

なくなるほどの記者会見がなされました。その中

で１点だけちょっとお伺いいたします。市長は、

医療の介護、そして障がい者施設の従事者、そし

て先行接種対象２００名となっています。そして、

北大だとかいろんな大学、北海道でも４校ぐらい

ですか、今。接種のあれがなっているのですけれ

ども、地域貢献ということで大学の近郊、近所と

いうか、近くの方々の接種も受け付けておられる

のです。そして、名寄大学では先行接種とそうい

う従事者含め、または市で状況見ながら進めてい

くという状況なのですけれども、具体的には学生、

教員、そしてその家族約１，０００名プラスどこ

ぐらいまでを検討されているのかちょっとお聞か

せをいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ２００名の部分

だというふうに思っていますけれども、これにつ

きましては現在考えているのは高齢者、障がい者

施設の方々に大学のほうの協力いただいて、接種
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できないかということスケジュールを調整してい

ます。先ほど申し上げましたとおり、現在も各施

設から接種を受ける、希望される方の名簿を取り

寄せていますので、その人数を見極めながら効率

よくできるように大学とも連携しながら進めてま

いります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。

あと、大学としては医師、看護師免許や経験の

ある教員が多数おり学内でスタッフを確保できる

ということを言われていますけれども、医師、看

護師にしてもやっぱり従事していないと、期間が

空くとなかなか難しい部分があるというふうにお

聞きをしたものですから、この体制でアナフィラ

キシーショックだとか起こした場合の体制や何か

というのを確立されているのかちょっとお聞かせ

をいただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今御質問、御心

配された点でございますけれども、医師、看護師、

実際直接的に診療とか、そういったことに当たっ

ていないという状況もありますけれども、そうい

った面では看護師の皆さんについては過去に経験

ある方含めてしっかり調査をして、実施できると

いう方のみに限定をして対応してもらうことにし

ております。医師につきましても市立総合病院と

か、そういうところの先生方との連携も図りなが

ら、そしてアナフィラキシーとか緊急時の対応も

含めて事前にしっかり確認をしながら、そういっ

た緊急グッズも含めて取り寄せながら対応してい

きたいというふうに考えておりますので、御理解

お願いします。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。体制

的には大丈夫だということで、安心をしました。

次に移らさせていただきます。中学生以上のワ

クチン接種、昨日新聞では随時行っていただける

ということで書いてありますので、安心はするの

ですけれども、なかなか、順番でということで高

齢者を優先していくという部分言われております。

その中でやはり中学生以上の学生が、名寄中学校、

名寄東中学校は修学旅行終わりましたから、緊急

事態前の週で終わらせてちょうどよかったという

ふうに思いますけれども、各学校は修学旅行がな

くなり、学校祭も延期、そして学校祭は学年別に

やって映像で見るだとかという苦労されて、運動

会も同じです。そして、私は一番やっぱり中学生

時代、大会に出る中学生は免除されると言ってい

ますけれども、そのほかの方々はほとんどクラブ

活動もできない。そして、本当に学校行って、す

ぐ家に帰るだけという生活をされているのです。

そういう部分でいくと、先行接種、神戸では１２

歳、夏休みにやるということで打ち出したら、嫌

がらせの電話や何かがばんばん入ったという部分

あるのですけれども、やはり子供たちの教育環境

をつくる部分では私は高齢者優先だろうけれども、

中学校、何とかどこかに入れられないのかなと。

きっと全部で３００名ぐらいですよね、名寄市、

中学生。もっといましたか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇１３番（高橋伸典議員） すみません。ちょう

ど大学やるのですから、大学でという部分だとか

という考えというのは持てないのか。職域ですか

ら、そういう方向性もあり得るのかなという部分

を考えているのですけれども、どのようなものか

ちょっとお聞かせをいただきたいなというふうに

思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） まず、大学で職

域接種は基本的にモデルナ社のワクチンですので、

これは１８歳以上が対象ですので、１７歳以下に

ついてはファイザー社のワクチンが承認されてい

るということで御理解をいただきたいというふう

に思っております。議員がおっしゃるように、中

学生、高校生のそういったいろんな活動を行うた
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めにはワクチンも一つの効果があるというふうに

思っています。ただ、先ほど申し上げましたけれ

ども、ワクチンを打ったからといってそれで感染

予防しなくて大丈夫だということではありません

ので、基本的にはワクチンを接種しても今までの

活動というのはやっぱり継続しなければならない

というふうに考えております。打ったから感染地

域に行っても大丈夫ということはありませんので、

そういった面ではしっかり行っていただきたいと

いうふうに思っています。先ほど申し上げました

とおり、いろんな自治体の考え方があります。若

い人から打つところも何か所かありますけれども、

本市といたしまして国の方針に基づきながら、や

っぱり市民の生活と健康を守るという視点に立ち、

先ほど申し上げましたけれども、高齢者、基礎疾

患、そういった順位の中で進めていく。仕事を持

っている方もやっぱり一日も早く打って安心して

仕事したいという方もいますし、基礎疾患を抱え

ている方についてはそういった、家族にうつした

くないから早く打ちたいといういろんな方がおら

れるわけであります。その中ではなかなか中学生

を先行してという判断にはならないということで

御理解をいただきたいというふうに思っています。

ただ、先ほど申し上げましたとおり、８月の第２

週から３週の中で１回目を接種して、９月の中旬

ぐらいには２回目を終わらせたいというスピード

感でいきたいというふうに思っていますので、そ

の中で接種を行うように市民の皆さんの御理解も

よろしくお願いいたします。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。ぜひ

優先接種行けないということなので、名寄市民の

皆さん全員が２回目、９月中旬には終われる体制

をしっかり整えて、市民が本当に安心して暮らし

ていける体制を整えていただきたいなというふう

に思います。アメリカはもう２回目が４０％ちょ

っと超えて、規制がほとんどなくなったという状

況もありますし、４０、５０いけばある程度その

状況つくれるのかなというふうに思いますから、

ぜひ早めの対策をお願い申し上げておきたいとい

うふうに思います。

次に、コロナの経済活動、地域の経済を支える

という部分を進めさせていただきます。先ほど１

つ目が名寄は出前館や何かの車の輸送の免許を持

っているところがないというふうに言われました。

それで、取れる対策だとか、下川町はタクシー会

社で、風連もタクシー会社がやられております。

名寄も２件タクシー会社がありますので、そこに

お願いをして、この免許というか、資格を取らす

ことができないのか。

それと、青森市なのですけれども、市の福祉タ

クシーを利用して宅配サービスをやられているみ

たいなのです。こういう部分というのは可能なの

かどうかを、分からないというのであればあれで

すけれども、そういう状況に進めないのかどうか

ちょっとお考えがあればお聞かせをいただきたい

なというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 配送業者の貨客

混載の許認可に関してですけれども、まず風連の

事業者さんにおかれましては非常に高い意識をお

持ちで、昨年の早い時期から、まず特例の段階か

ら早く、全国的にも早いとお聞きしておりました

が、その許可を取られたということで、昨年は先

ほども答弁の中で御紹介した名寄商工会議所青年

部さんのスタンプラリーのときにも活用できると

いうことでやられていたと聞いております。一方

で、名寄の事業者さんにおかれましてはそれぞれ

の会社さんの御判断もあろうかと思いますので、

まずはこういった地域の取組がこれまた風連のほ

うでは大変評判がいいと聞いておりますので、そ

こについての皆様の、事業者さんの考えているも

のを尊重したいなと思っております。

それから、青森市さんの市の福祉タクシーの関

係で、ちょっと私分かりかねるものですから、答
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弁できないことを了承いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） できれば名寄市でも

取っていただくような形にしていただきたいなと

いうふうに思います。私もなかなか夜のまちが怖

くて、今出られない状況なのです。それで、この

テークアウトだとか、そして出前を取って御協力

はさせていただいているのですけれども、緊急事

態宣言前に消防の署長だとか団長だとか私４人で

ちょっと打合せかたがた行こうということで夜の

まち出ました。そして、団長の行きつけの店だっ

たものですから、行ったのですけれども、居酒屋

です。居酒屋なのですけれども、名寄市の補助を

いただいて、新しくした店だったのです。そして、

行って、座ったら本当にやっぱり狭いこのぐらい

に４人座るのです。そして、飛散防止のシートも

ついていないし、すごくやっぱり心配しました。

私は、そういう部分を考えるとこのテークアウト、

どんどん進める部分も必要ですし、店のほうもや

っぱり対策を取っていかないと市民の方が心配で

出られないという部分があるのかなというふうに

思うのです。そういう部分で先ほど言いました福

井モデルと山梨モデルの話をさせていただいたの

ですけれども、道が、北海道新聞で１１日の日に

出た、感染対策認証を進めますよという部分が出

ました。そして、ちょっと道議に言って資料や何

か全部取り寄せて、案の部分や何かがあります。

これを見ると、今市町村、関係団体と調整して委

託業者をつくって、そして６月の下旬からこの認

証の施行試験をスタートされる、今月の下旬から

ということなのです。そして、その実施状況を９

月に皆さんに発表して、北海道がやるかどうかと

いう部分なのです。そしたら、７、８、９、３か

月投げられてしまう部分があります、名寄市の飲

食業の皆さんが。そうではなくて、名寄モデル、

ここまで私は厳しくなくても、今案見ていますけ

れども、入店時の注文の仕方だとかマスクをする

だとか、そして距離だとか換気をしなさいだとか、

そして大皿を避けて個別に食事を出しなさいだと

か、いろんな換気を２０分ごとかな、３０分ごと

かな、に５分から１０分行いなさいだとかいうチ

ェックリストがたくさんこれあります。これをあ

る程度分かっていますから、私は名寄、ここまで

厳しくなくてもいいと思うのです。ある程度の基

準に達する規格を名寄でつくって、そして名寄で

認証して、そして北海道で認証、９月始まったよ

といったら、そしたらここは北海道の認証ある程

度受けているから、北海道の認証した人に来て見

てくださいと。認証渡して、市民が安心して行け

る居酒屋さん、スナック、いろんな飲み屋さんだ

とかという部分がつくれるのかなと思うのですけ

れども、お考えとしてはどうかなという部分です。

できれば私は名寄も、ここまで厳しくなくていい

ですから、スタートしてあげないと飲食店がかわ

いそうだと思うのです。飲食店だとか、そういう

部分が。本当に市民がここは名寄の、名寄市が認

証しているから行ってあげようとなると思うので

すけれども、お考えがあればちょっとお聞かせを

いただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 認証制度につい

て御質問がありました。まずは、先ほど答弁させ

ていただきましたとおり、本年１月から２月まで

申請受付を行った名寄市経営維持支援給付金では

新北海道スタイルの実践と業種別ガイドラインに

準じた感染予防対策の徹底を要件としておりまし

て、昨日答弁申し上げました提案させていただく

予定の給付金につきましても同じように新北海道

スタイルと業種別ガイドラインに準じた感染予防

対策をお願いする予定になっております。新北海

道スタイルは、先ほど議員おっしゃったような一

つ一つ細かいことまで規定しておりません。一方

で、業種別ガイドラインは一定程度厳しいものが

挙げられておりますが、これ先ほどの経営維持支

援給付金の提案をさせていただいたときの議場の

やり取りの中でこの厳しさに準じてお願いをして
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いるのですけれども、これを現実に守ると名寄市

内の飲食店さんの中にはなかなか厳しい部分があ

るのも現実なところだと思っています。したがい

まして、まず私どもとしてはこの新北海道スタイ

ルの実践と業種別ガイドラインに準じた対策を徹

底していただいて、料飲店連合会さんとの意見交

換の中では皆様やはり何としても自分たちの店か

ら出したくないという思いもおありのようですの

で、そういったことも尊重しながら、一方で北海

道のほうはこれを、先ほど議員おっしゃったとお

り、全道に広げていくと。ただ、スケジュール的

には９月になる可能性もあるようですけれども、

山梨にしても福井にしても県がやられるというこ

ともありますので、そこはやはり北海道さんの動

きを注視していきたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 今北海道スタイルで

取りあえずやっていくということで、しっかり感

染対策して、私も店の方も重要ですけれども、市

民の方が行ったときにここ安心だねという店をや

っぱりつくり上げていただきたいなというふうに

思います。よろしくお願いいたします。あとは…

…本当につくり上げていただきたいと思います。

テレビによく出る昭和大学の医学部の客員教授の

二木教授がこのお酒の問題をずっと言われていま

す。お酒を出すことが、抑えることも大事だけれ

ども、これからは感染対策しっかりしている、感

染対策している店が本当に重要になってくると言

われていますので、感染対策する店をつくり上げ

ていただくことをお願いいたします。

最後に、市立総合病院の駐車場問題、または待

ち時間問題についてお聞きいたします。先ほど言

ったように、メディネット病院満足度調査では診

療待ちが２２．２％、そして駐車場１７．２、会

計の待ち時間が１６．７ということでなっていま

す。そして、先ほど部長は検査がもろもろ重なっ

た場合時間が大分かかりますというふうに言われ

ておりました。その科によって変わると思うので

すけれども、その中で私、市立総合病院の看護師

さん、しっかりされている看護師さんばかりです

ので、ある程度検査時間だとか、こういう時間だ

とかという部分把握できるのではないかなと思い

ますから、初診の方だとか患者さんに大体これぐ

らいですからという、昔は何か待ち時間ある方に

は携帯聞いて、待ち時間たったら、近くになった

らお電話しただとか、サービスが、これがサービ

スなのかちょっと分からないですけれども、あり

ましたよね。あったのです。今現状どうされてい

るのか。また、こういう対策というのはできない

のか。看護師さんからある程度の時間体制、今検

査しましたから、あと結果出るまで、１０時です

から、１時半ぐらいになりますだとかという部分

というのはお示しできないのかどうかちょっとお

聞かせをいただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 質問の

ときに御指摘をいただきました満足度調査アンケ

ート結果というものにつきましては、議員のほう

で入手をされました平成２５年当初の別の病院、

十数医療機関の平均値を取られた結果かなという

ふうに思っておりまして、当院の満足度調査とは

ちょっと乖離があるかなというふうには思ってい

ます。当院の満足度調査の結果といたしましては、

２時間以上の待ち時間の方が昨年度の調査でも１

０％程度いらっしゃるという結果が出ています。

これの原因につきましては先ほども申し上げたと

おりでございますが、どうしても診療科によって

違いが出てきますので、ここの部分につきまして

はお許しをいただきたいなというふうに思ってい

るところでございます。御案内サービスといいま

すか、そうしたところをやっていた診療科も過去

にはあったというふうには聞いてございますが、

当時のスタッフの何とかできないのかという中で

取り組んだことだったというふうに思っています

が、数年でスタッフも交代していきますし、なか

なかスタッフのほうとしてもそうした負担を継続
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していくということが難しいというようなことも

あって、広がらないというところかなというふう

に思っています。あと、検査結果が何時頃出るか

というようなことにつきましては、一定程度はお

伝えしているものというふうに理解をしています

し、何度も外来を受診されている方につきまして

はおおよそ御理解いただいているところかなとい

うふうに考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。

ある程度、２時間待ち１０％ですから、そうで

もないのかなと思いますけれども、ぜひ、患者さ

んもいろんな方おられます。しっかり市立総合病

院がよい病院だという部分をつくり上げていただ

きたいなと思います。やっぱり待ち時間の見える

化だとか、よその病院では何分、順番にこうやっ

て出たりという部分もありますし、あと退屈しな

い待ち時間体制をつくるだとかという、昔はテレ

ビをつけていただいたり、いろんな部分やられて

いましたけれども、現状はどのような体制で待ち

時間の部分を退屈させない体制を市立総合病院と

してはつくり上げておられるのか、構想があれば、

またこういうふうにやっていることがあれば、教

えていただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 待ち時

間を楽しく過ごしていただくということはできま

せんけれども、できる限りのサービスというよう

なこと含めまして、一昨年でしたか、各病棟の床

頭台のテレビシステムなどを入れ替える際に外来、

それから緊急外来の待合とか、つけられるところ

につきましてはテレビのディスプレーを設置をさ

せていただきました。音が出ない字幕とさせてい

ただいておりますのは、やはり音とかで不快感の

ないようにということで、あと例えば緊急のニュ

ースとかがそれによって知ることができるように

というようなことも含めて整備をさせていただい

たものでございます。

それから、先ほど申し上げましたけれども、今

準備中というか、実験中ということでございます

が、外来のフリーＷi―Ｆiを間もなく利用いただ

けるようになるかというふうに思います。また、

外来ではございませんけれども、病棟のほうでも

時間は制限させていただきますけれども、入院の

ほうの、病棟のほうのフリーＷi―Ｆiも設置を今

しております。それによりまして、この間コロナ

対応の関係で面会を制限しているところから、ラ

インを使った面会を予約をしていただきながらや

っていると。これはお手持ちの、スマートフォン

をお持ちでしたらそういったところをＷi―Ｆiを

使って利用いただけるというような機会もこれか

ら提供していこうというふうに考えているところ

でございます。

ちょっと本来当院の規模にすれば、外来患者数

はやはりほかの病院から比較しまして非常に多い

のです。これにつきましては、やはり市内及び周

辺市町村のクリニックがどんどん減少していって

いるという状況が大きく影響しているというふう

に考えています。士別ではまた来年ですか、眼科

のクリニックが開業されるというようなことで、

次々開業が、誘致が成功しているという実情ござ

います。こうした違いというところはどこら辺に

あるのかということではありますけれども、やは

りクリニックがあれば当院の外来も当然にして減

少し、専門領域の診療に力を注ぐことができると

いう、本来の役割を果たすことができるというふ

うにも思っていますので、そちらのほうの誘致に

も御尽力、御協力をいただければというふうに考

えております。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひ民間の病院が名

寄に来ることをお祈りしたいなというふうに思い

ます。

そして、最後に駐車場の問題であります。本当

に月曜日なんかは北側の道路、そして病院の周り

の道路、また薬局の裏辺りの道路も車が連なって
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止まっている状況が見受けられます。旭川日赤病

院みたいに二階建ての駐車場を造れといっても金

額的に相当高いと思いますし、もう少し、きっと

職員、委託業者含めた方々が抜けたとしても２５

０台の第１駐車場は満車状態が続くと私は思いま

す。その体制で何らか、今職員の方々分散して、

土地を借り上げていただいて、駐車されている部

分ですけれども、きっとこの部分がずっと続くか

なという部分がありますので、スポーツセンター

の駐車場は土曜日、日曜日は大会ありますから、

びっちりですけれども、平日は車止められますし、

文化センターも今南側の駐車場はほとんど使わな

くてもいいような状況でありますから、建設費を

考えるとスポーツセンターだとか文化センター、

どっちからか決めて、無料送迎バスで搬送したほ

うが早いのかなという部分があるのですけれども、

対策としてはどのようなものかお答えを聞いて、

終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 御アイ

デアをいただいたというところだと思います。自

走式の立体駐車場につきましては、本当に今の精

神科病棟、新館の建設時に検討した経過がござい

ました。費用のほかに将来のやはり本館の改築位

置というところを想定して、そういったもの整備

してしまうと借金して、借金を返さないうちに除

却をするというようなことになるということでご

ざいまして、現状からまたそれを設置するという

ことになりますと、その一定期間全く使えないこ

とになるということでもございまして、なかなか

選択しづらいということがあって、検討に至らな

かったという状況がございます。御提言ございま

したスポーツセンターの駐車場、新館建設時など

は職員の駐車場としても利用していた経過がござ

います。職員ですから、スポーツセンターの駐車

場から歩いてこいと。それぐらい歩いているのだ

ったら家から歩いてこられるという、そういう話

もたくさんございまして、大変不評を買いました

が、送迎バスという部分ではできないことはない

のかなというふうに思いますけれども、実際そち

らを御利用いただける方がどれぐらいいるのかと

いうところについてはちょっとなかなか難しい部

分が多いかなというふうに考えています。今後南

保育所の建築に伴いまして駐車場、また職員駐車

場がメインになりますけれども、少し遠いところ

に行っていただかなければならないということで、

今そこの部分も少し不評を買っていますので、そ

うした部分も押さえながら、職員につきましては、

先ほども申し上げましたけれども、できるだけ使

わないようにということは徹底してまいりますの

で、送迎バス等につきましては管理者とも相談を

させていただきたいと思いますが、なかなか実現

は厳しいところかなというふうに率直に今のとこ

ろは感じている次第でございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

農業について外１件を、清水一夫議員。

〇９番（清水一夫議員） 議長から御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、大項目２点にわ

たって質問させていただきます。

大項目１、農業について。本市の令和２年度の

農産物の販売取扱高は、ＪＡ道北なよろの報告に

よりますと９５億８，３００万円と過去最高の取

扱い実績でありました。昨年は天候に恵まれ、ま

た自然災害による大きな被害がありませんでした

が、新型コロナウイルスの感染症による外国人技

能実習生の受入れが不可能になるなど労働力の確

保に苦労されましたが、振興局、市役所、北電、

日甜士別などの職員さんの協力応援があったとお

聞きし、まさに行政、ＪＡをはじめ関係諸団体と
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農業生産者の三位一体の成果であるとともに、ま

たいかにして本市の気象条件に合った作物、そし

て売れるものを生産し、いかにして石高を上げる

か、このことは畜産業でも同じであります。農業

生産者の長年培った技能及び研さん、努力とＪＡ

道北なよろの農業戦略、併せて名寄市農業振興セ

ンターの研究と情報収集、情報提供などの成果で

もあります。私は、ここに敬意を表する次第であ

ります。

ここで小項目３点についてお伺いします。小項

目１、第２次名寄市農業・農村振興計画の見直し

についてであります。第２次名寄市農業・農村振

興計画は平成２９年に策定され、今年が５年目と

なります。まず、国は平成１２年、１７年、２２

年、平成２７年とおおむね５年ごとに食料・農業

・農村基本計画の見直しを実施し、令和２年３月

に食料・農業・農村基本計画を策定しました。今

後の１０年程度の先までの施策の方向性と農政の

中期的ビジョンを示しています。北海道も本年３

月に第６期北海道農業・農村振興推進計画を策定

し、計画期間は令和３年度から令和７年度までの

５年間であります。そこで、第２次名寄市農業・

農村振興計画は、先ほど述べましたが、平成２９

年度に策定し、その計画の性格、位置づけは名寄

市の農業、農村の目指す方向性を示すものであり、

市の農業の中長期的な指針、農業者、農業関係機

関、団体が果たす役割や目標を示しております。

また、名寄市総合計画並びにＪＡ道北なよろが策

定する農業振興計画との整合性を図っており、計

画の構成と計画期間は平成２９年度から令和８年

度までの１０年間とし、社会情勢の変化などに適

切に対応するため５年後に中間的な総括を行い、

必要に見直しをするとうたっています。また、Ｊ

Ａ道北なよろ第４次地域農業振興計画、第４次中

期経営計画は２年後に見直しをすると伺っていま

す。このことを踏まえて、第２次名寄市農業・農

村振興計画の見直しは行うのかどうか。また、行

うに当たり今後名寄市の農業の目指す方向性はど

のようにお考えかをお伺いします。

小項目２、有機農業についてお伺いします。そ

の背景には、国際的な地球環境問題や持続可能な

開発目標の動きがあります。ＥＵは目標年を２０

３０年に制定し、農薬の使用量５０％の削減、食

品廃棄物１人５０％の削減、肥料の使用を少なく

とも２０％の削減、有機農業の農地は少なくても

２５％に到達を目標に設定しています。米国は２

０５０年までに農業生産量４０％の増加、２０３

０年までに食品廃棄物１人５０％の削減、土壌の

健全性と農業における炭素貯留の強化を目標に設

定しています。そこで、日本は食料や農林水産業

の生産力を上げることと環境負荷を軽減すること

で持続性を高めることの両立を目指したみどりの

食料システム戦略として、２０５０年までに化学

農薬使用料５０％の低減、これは２０３０年頃ま

でにドローンによるピンポイントの農薬散布や無

人草払い機などによる除草を開発、化学肥料使用

量３０％の低減では２０３０年頃までに耕畜連携

や土壌診断による適切な量の堆肥の施肥、有機農

業の取組面積を２５％に、１００万ヘクタールに

拡大、その有機農業の普及に向けて２０４０年頃

から主要病害に対する抵抗性を持つ品種の育成を

挙げています。ここで有機農業の問題点について、

化学肥料使用減に伴う作物の生育等の遅れに伴う

収穫量の減、化学農薬使用減に伴う病害虫発生に

伴う収穫量の減、除草等の作業量の増加、また価

格と消費のアンバランスがあります。本市では、

本年度化成肥料や農薬の５割低減を図る環境保全

効果の高い営農活動への支援に環境保全型農業直

接支払交付事業費を計上しています。ここで２点

お伺いします。

１点目、環境保全型農業直接支払交付事業の営

農戸数、耕作作物及び耕作面積と全耕作面積の何

％か。

２点目、近い将来の有機農業を見据えて、この

環境保全型農業直接支払交付事業の調査研究は行

うのかどうか。また、名寄市農業振興センターで
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の研究のお考えをお伺いします。

小項目３、農地の集積、集約について。名寄、

風連の合併当時、平成１７年度の販売農家の戸数

は９７０戸でありました。第２次名寄市農業・農

村振興計画では就農年齢を７５歳までと想定して、

令和８年には４３７戸と推移し、合併当時から半

数以上の離農を予測しています。また、ＪＡ道北

なよろ中期経営計画では正組合戸数、令和２年度

は５２１戸であり、中期計画で５０２戸、修正計

画で４９５戸となっています。このことを踏まえ

て、離農に伴う遊休農地及び耕作放棄地の発生を

未然に防止し、課題解決の方策として行政が中心

となり、農地集積、集約が必要であります。具体

的な取組、人・農地プランの進捗状況についてお

伺いします。

大項目２、観光について、小項目１、観光振興

計画の策定について。コロナで観光、宿泊、飲食

業は大打撃を受けました。このような中、コロナ

の終息を見据えての準備、備えが大事であり、次

期観光振興計画にはウィズコロナとその対応策を

計画の中に反映すべきと思っております。本年度

観光振興施策で地方創生総合戦略に沿ったスポー

ツツーリズムや観光消費が地域経済の活性化に寄

与する観光戦略策定に予算を計上しております。

このことは先日地方創生推進交付金効果検証調書

の報告を受けましたが、名寄市観光振興計画の目

標２、いつでも名（ひと）が寄ってみたいまち・

名寄の戦略９、スポーツツーリズムの推進でもあ

ると理解しております。現在の名寄市観光振興計

画は平成２４年３月に施行し、平成２９年３月に

改定しています。その目的は人口減少に伴う経済

基盤の弱体化が予想され、都市機能を維持し、持

続的な経済活動を支える上で地域資源を活用した

観光をはじめとする各種振興施策等による交流人

口の拡大と高い付加価値、ブランドの開発である

とうたっています。私も全く同感であります。そ

こで、次期名寄市観光振興計画の策定に当たり２

点についてお伺いします。

１点目は、平成２９年度にスタートした名寄市

総合計画（第２次）基本計画に基づいて見直しは

平成２８年度に行い、４つの目標を掲げ、８つの

重点施策を定めています。このことについての検

証。

２点目、行政の役割として観光、交流振興に係

るバックアップを担当する専門部課を配置し、庁

内関係各部課との横断的な連携はもとより、北海

道をはじめ関係市町村や関係機関、民間及び市民

との協議、調整を図りながらソフトを重視したま

ちづくり型の観光を推進し、地域や民間における

創意工夫や活力を引き出すために民間の力が存分

に発揮できるプロモーションシステムの構築を図

り、また市外に発信する情報収集、調査研究を進

め、求められるプロモーションセンスを養い、ニ

ーズに対応したサービスの提供を支援するため観

光協会など観光団体との情報共有に努めるととも

に、波及効果の大きいアイデアの発掘に努めると

うたっておりますが、このことについての検証は。

以上の検証を踏まえて、行政として次期名寄市

観光振興計画にどのように反映させるかお伺いし

ます。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま清水議員か

らは大項目で２点御質問いただきました。大項目

の１につきましては私のほうから、大項目の２に

つきましては産業振興室長からそれぞれ答弁をさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。

それでは、大項目の１、農業について、初めに

小項目の１、第２次名寄市農業・農村振興計画の

見直しについて申し上げます。第２次名寄市農業

・農村振興計画につきましては本市の農業、農村

が目指す方向性や実現するための施策などを示す

など本市農業の中長期的な指針として、また名寄

市総合計画の実施計画として位置づけ、策定した

ものでございます。振興計画の構成につきまして

は、将来の方向性や考え方を示す基本計画と基本
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計画を実現するための具体的な施策を示す実施計

画から成り、基本計画の期間は１０年間とし、社

会情勢の変化などに適切に対応するため策定から

５年後の令和４年度に中間検証を行い、必要に応

じて見直しを行う予定としてございます。また、

実施計画につきましては前期計画を６年、後期計

画を４年とし、社会情勢の変化や総合計画との整

合性を図るため必要な見直しを行うこととしてお

り、次年度基本計画の中間検証に併せまして後期

計画の策定作業を進めることとなります。振興計

画の検証及び見直しの方法につきましては今後の

検討となりますが、振興計画の位置づけ、目的、

内容などを踏まえますと、農業に関係する団体、

生産者、青年、女性などはもとより、他の経済団

体や消費者など幅広く意見を伺う必要があると考

えており、また国や北海道の農業、農村に係る計

画をはじめ地元ＪＡの振興計画などとの整合性も

十分考慮しなければならないと考えております。

また、農業・農村振興計画の着実な推進が基幹産

業である農業の持続的発展につながるものと考え

ており、振興計画の見直しに当たりましては十分

な検証と検討を通じまして、実効性ある計画とし

てまいります。

次に、小項目の２、有機農業について申し上げ

ます。有機農業とは、有機農業の推進に関する法

律におきまして化学的に合成された肥料及び農薬

を使用しない並びに遺伝子組換え技術を利用しな

いことを基本としまして、農業生産に由来する環

境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法

を用いて行われる農業と定義をされております。

また、議員が言われました化学肥料と化学農薬の

低減及び有機農業の拡大に係る目標につきまして

は、国が本年５月に政策方針として策定をしまし

たみどりの食料システム戦略で示されており、中

長期的な視点から環境負荷の低減を推進するため

２０５０年までに目指す姿を取りまとめたもので、

化学農薬使用量の５０％低減、化学肥料使用量の

３０％低減、有機農業の取組面積の割合を２５％、

面積で１００万ヘクタールに拡大することなどを

目指すとともに、それに必要な革新的な技術、生

産体系の開発などの戦略的な取組方向を併せて打

ち出したものでございます。有機農業の現状につ

いてでありますが、有機農業に取り組む農家の割

合は全国で０．３％、北海道では０．８％、本市

におきましても広がっていないのが現状で、経営

リスクへの懸念などが要因として考えられます。

しかしながら、環境に配慮した取組といたしまし

ては土づくりを基本に化学肥料や化学農薬の使用

料を最小限にとどめるＹＥＳ！ｃｌｅａｎや持続

性の高い農業生産方式の導入計画を作物ごとに策

定をしますエコファーマーなどの取組が行われて

ございます。御質問のありました環境保全型農業

直接支払交付金事業につきましても、これら環境

に配慮した取組の一つでございます。本市におけ

る昨年度の実績では、１２戸の農業者がソバの栽

培で約５２８ヘクタール、２戸の農業者がスイー

トコーン、カボチャ、バレイショ、小豆の栽培で

約６ヘクタール取り組まれておりまして、これは

ソバ全体の耕作面積の約６割、市内耕作面積全体

では約６％となってございます。

次に、環境保全型農業直接支払交付金事業の調

査研究についてでございますが、本制度につきま

しては既に確立された技術を組み合わせるもので

あり、生産者への周知も進んでいますことから、

ＪＡの振興作物などとの整合性や経営リスクなど

を考慮し、生産者の判断を基本に進められるべき

段階にあるものと考えてございます。また、農業

振興センターにおける研究についてでございます

が、農業振興センターの機能、役割につきまして

は国、北海道やメーカーなどで開発、改良された

技術や生産体系などを実証し、地域に適したもの

を生産者の皆さんに普及、定着させることである

と考えておりますことから、今後国により開発が

進められる革新的な技術、生産体系などの情報に

十分留意をし、必要な実施を通じまして本市に適

した技術などの普及に努めてまいります。
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次に、小項目の３、農地の集積、集約について

申し上げます。地域農業及び農村の持続的発展に

はその基盤となる農地の保全と有効活用が不可欠

であり、農地の集積、集約は重要な取組の一つで

ございます。特に議員が言われますように、販売

農家戸数やＪＡ組合員のさらなる減少が見込まれ

る中で遊休農地、耕作放棄の発生などを防ぐため

には担い手への農地集積、集約を地域の合意に基

づき計画的に進めることが大切であります。この

ことから、本市では農業者の話合いに基づき地域

における中心経営体や農業の将来の在り方などを

明確化する人・農地プランを平成２４年５月に策

定し、取り組んできたところでございます。その

後も平成２９年４月の更新を経まして、現在は令

和２年度から人・農地プランのさらなる実質化に

向けまして見直し作業を進めており、名寄市農業

振興対策協議会、人・農地プラン検討会での検討

を経まして、夏頃の公表を予定しているところで

ございます。今回の見直しにおきましては、事前

にアンケート調査を実施し、今年２月から３月ま

で市内にある２９地域を２５回に分けて農業者の

話合いの機会を設け、改めて将来にわたって地域

の農地を誰が担っていくのか、いわゆる地域の担

い手などについて検討をいただきました。事前の

アンケートでは、今後５年間における経営規模の

拡大や縮小などの意向のほか、後継者の有無や労

働力などについても調査をし、その結果につきま

しては地域の現状や将来の課題などを共有するた

めの基礎データとして地図化した資料などととも

に農業者の皆さんに提供してございます。アンケ

ート結果から抜粋してお知らせしますと、今後５

年間で規模拡大を希望する者が３０％に対し規模

縮小や離農を予定する者は２０％、現状維持が５

０％となっており、一部地域を除きまして全体で

は農地の出し手を受け手が上回っている状況とな

ってございます。また、農地の出し手の意向とし

て、自分の地域内で担ってほしいとの回答が５７

％となっており、半数以上が地元での受け手を期

待する一方で、特に地域にこだわらないとの回答

も３１％となってございます。さらに、５０歳以

上の経営体における後継者の状況については後継

者不在との回答が６０％となり、そのうち１０％

が第三者経営継承や新規就農の受入れを検討する

と回答しており、市外からの参入を含めた多様な

担い手への期待がうかがえる結果となりました。

このほかにも農業委員会における守るべき農地の

将来に向けた農地の集積、集約のための活動や農

地パトロールによる耕作放棄地の発生防止、中山

間地域等直接支払交付金制度などを活用した集落

による農地の保全活動が行われております。今後

とも人・農地プランに基づく取組を中心に農業委

員会をはじめ農業団体、農業者と情報共有を図り、

連携しながら農地の保全、集積、集約に取り組ん

でまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目２、

観光について、小項目の１、観光振興計画策定に

ついて申し上げます。

現行の名寄市観光振興計画は平成２４年度から

今年度までの１０か年計画で、平成２８年度に中

間見直しを行い、４つの目標とそれぞれの目標の

下に計２２の戦略事業を掲げ、その戦略事業のう

ち８つを重点施策と定め、取組を進めております。

計画の推進に当たっては、毎年度市民検討委員会

を開催し、過年度の２２の戦略ごとに検証、評価

していただき、重点施策については５段階評価で、

例年最上位、または２番目の評価をいただいてい

るところでございます。一方で、１０年という長

い期間に一つ一つの戦略事業がやや細か過ぎるこ

とによる取組の硬直性を指摘する声もいただいて

おります。また、現行計画では本市における持続

可能な交流人口の増加を図るためには行政、観光

協会、民間、市民、それぞれが果たす役割を認識

し、相互に連携、協力する協働の取組が重要とし

て、それぞれの役割を定めています。それらの役
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割は、計画策定作業を進めていた平成２２年度か

ら２３年度における課題とも言え、策定から１０

年を経て、特に観光の取組をつかさどる行政と観

光協会はその役割を十分に認識し、連携を深めな

がら組織体制や情報の収集、発信、共有などにお

いて進化、進展してまいりました。こうした状況

を踏まえ、今年度進める次期観光振興計画の策定

に当たってはその基本的な考え方としてウィズコ

ロナ、アフターコロナの観光の在り方として注目

されている地元や近隣を旅するマイクロツーリズ

ムや観光地でテレワークするワーケーションとい

った動きを的確に捉えることが重要と考えていま

す。また、平成３０年度に実施した北海道の事業、

稼ぐ観光具体化モデル事業の成果を生かし、観光

消費が地域経済の活性化に寄与することを示すほ

か、昨年秋に採択された官公庁の国費事業、誘客

多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実

証事業として実施した観光農園及びサバイバルゲ

ームをさらに発展させるとともに、Ｎスポーツコ

ミッションとも連携し、本市の地方創生総合戦略

に掲げるスポーツツーリズムに取り組むなど本市

にふさわしい観光施策を進めるための方向性、ビ

ジョンと新たな指標を示したいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 丁寧な答弁、本当にあ

りがとうございました。農業については私は、令

和４年に農業・農村振興計画を見直すという答弁

でありましたが、一番大事なのはこの振興計画と

思っております。農業については、この１点を要

望したいと思います。

観光については２点ほど質問させていただきま

す。農業について、再度名寄市農業・農村振興計

画の見直しについて、私は北海道で比較的災害が

少ない本市の農業は成長戦略であると、こう思っ

ております。なぜならば、大ざっぱに言いますが、

世界を見ますと地球温暖化の影響による土地の砂

漠化、大規模な自然災害に伴う農業生産量の減、

人口は２０１７年は７７億人が２０５０年には９

７億人に、２０億人の増加を予測し、人口増加に

伴う食糧難、飲食料市場では２０１５年は８９０

兆円が２０３０年には１，３６０兆円の１．５倍、

特にアジアでは４２０兆円が８００兆円の１．９

倍に予測されております。それでは、日本はどう

かと。人口では２０１９年は１億３，０００万人

でありましたが２０５０年には１億人を人口が減

少することを予測しております。その中で、食料

自給率の目標をカロリーベースは２０１８年３７

％から、２０３０年には４５％に、生産額ベース

では２０１８年は６６％から２０３０年には７５

％に、国外マーケットに目を向け、２０２０年は

９，８６０億円でありましたが、２０２５年には

２兆円、２０３０年には５兆円に目標を設定して

おります。だからこそ北海道で自然災害が少なく

て、農業は成長戦略であると、こう私は思ってい

るのであります。

ここで主食のお米についてお話しします。今ま

では新潟、秋田など東北、関東が主流でありまし

たが、温暖化の影響か、今や北海道が米の大生産

地であります。北海道が独り勝ちと言う人がいま

すが、今から半世紀前、この地域では収穫の秋、

霜対策で古タイヤを燃やし、煙で対処していまし

たが、願いかなわず、よくて３等米、減収であり

ました。その後品種改良や農業生産者と関係者の

長年の研さん、努力の結果、今や１等米、反１０

俵であります。モチ米は、作付日本一であります。

このモチ米作付日本一について、故木田博道さん

の偉業とその精神を忘れてはなりません。木田さ

んはウルチ米の過剰を見越して、モチ米の有利性

と冷害を克服し、田収穫の、多く収穫できる品種

改良を目指すとともに、木田さんの持論に共鳴し

た７人の有志の方と稲の友の会を昭和３６年に発

足し、モチ米の交配、改良を重ね、昭和３９年に

モチ米を生み出し、名寄の米作りはモチを主体と

することが有利との結論に達し、農協や農家の理

解を求め、昭和４５年にもち米生産組合が発足し
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ました。木田さんの田畑は栄町にありましたが、

昭和４０年、名寄市都市計画に伴う宅地造成でそ

っくり手放し、その際市に匿名の書状に全道一律

的な米作りが一日も脱皮し、真に名寄市に適合し

た生産増強と安全に確実に収穫できる水稲経営の

ため行政、研究、農家、三位一体となった実践力

で新名寄の段階の確立を期待しつつ米作りの第一

線を去りたいとの旨の言葉を残されました。次期

名寄市農業・農村振興計画の策定では国内外の情

勢をしっかり捉え、行政の専門的視点に基づいた

分析と今述べました木田さんの精神、行政、研究、

農家、三位一体となった実践力を継承したもので

あることを期待し、要望します。

観光について２点ほど質問させていただきます。

私は、市の観光経済の振興の起爆剤は人工降雪機

の導入と思っております。この提案は、昨年予算

審査特別委員会と２回の一般質問、今回で４回目

の提案であります。予特及び１回目の質問では、

先進地の阿寒湖畔スキー場の例を紹介し、２回目

の質問ではピヤシリスキー場のＦＩＳ公認コース、

市及びスキー関係者の熱意と努力が報われたコー

スであることを熱く語りました。また、名寄市の

財産であるよう、そのような中、残念ながら市長

の予算査定では人工降雪機の導入はゼロ査定であ

りました。査定内容では、スキー場の気象データ

の収集を行い、人工降雪機の設置も含めてどのよ

うな整備がスキー場運営、冬季スポーツ拠点化の

推進に効果的か引き続き調査研究し、検討してい

くと述べておりますが、ここで２点確認します。

お聞きします。

１点目、人工降雪機の専門業者に案内をして、

疑問点などをお聞きし、調査研究の成果をつなげ

てはいかがと思いますが、見解をお聞きします。

２点目、策定内容の中で１２月上旬、ジャンプ

大会、クロス大会が開催されておりという記述が

多分中旬の間違いではないかと思いますが、確か

にジャンプ大会１週間前からなよろ温泉サンピラ

ーや市内ホテルなどに選手や大会関係者が入って

きますが、宿泊施設の確保に課題を確認されたと

記述されておりましたが、市内の旅館はどこも満

室ですか。また、ジャンプ大会終了後の１２月中

旬から下旬にかけてアルペンスキー合宿は可能と

私は見ていますが、アルペンスキーチームなどの

関係者及び旅館業組合に合宿、宿泊の受入れなど

の話をされたのかお聞きします。

以上２点、よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私からは、人工

降雪機の導入に係る部分についてお答えさせてい

ただきます。

ピヤシリスキー場を中心とするウインタースポ

ーツというのが次期観光振興計画においても重要

なコンテンツになるというふうに私どもも認識し

ております。その魅力をさらに高めるための議員

の人工降雪機の導入の御提案だと理解しておりま

す。その有用性を確認することが必要だと考えて

おりまして、まず複数の専門業者から情報収集を

今させていただいているところでございます。ま

た、この冬には気象データを収集することが必要

だと思っておりまして、こうした基礎データの収

集、分析を行った上で市民の利用、合宿、大会誘

致、あるいはジュニア選手の育成など様々な観点

から人工降雪機の導入がこのスキー場の運営に有

効であるかということを判断することが大事だと

思っておりますので、御理解いただければと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私のほうからは、

１２月中旬頃、アルペンの合宿の誘致はできない

かといったお話のお答えをしたいと思います。

まず初めに、御指摘いただいた査定を終えての

資料の中から１２月上旬という表記があったとい

うことで、確かに大会自体は今中旬に開催されて

いるということで、そこはおわびしたいと思いま

す。 それから、合宿の関係ですけれども、我々

冬季スポーツの拠点化ということで、冬季スポー
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ツ合宿の誘致の推進という項目でＫＰＩを掲げて

おりまして、２０２０年３月、５，０００人規模

だったものを２０２３年３月末では１万５００人

を目指すといったところで今取組を進めていると

ころであります。この間合宿についても阿部雅司

さんの最大限の御助言、御協力をいただきながら

いろいろ誘致に奔走しているところであります。

中旬のお話ですけれども、まず現状の大会スケジ

ュールのことになりますけれども、議員御存じの

とおり、中旬から名寄市のほうではジャンプ大会、

それから２０日前後に、ここはクロスカントリー

の大会が入ってくると。ここの前後に今コンバイ

ンドの大会も入ってくるということで、ジャンプ

の選手は皮切りということになりますので、事前

から合宿にお越しいただいている状況にあります

けれども、ジャンプの選手については大倉山の準

備が整い次第そちらのほうに移動していく方もい

るということでいうと、確かに若干薄まる時期は

議員御指摘のとおりだと思います。では、一方ア

ルペンスキーの状況を確認すると、我々も当然阿

寒のスキー場の状況も調査はしておりまして、阿

寒も１２月２０日前後からアルペンスキー大会が、

大きな大会が連戦で開催されている状況にありま

して、当然その１週間ほど前から入り込みを見る

と合宿が一気に入ってくると。そこに出場する選

手、関係団体が合宿にお越しいただいているとい

うような状況で、それが年内、一部年越しといっ

たような状況で向こうのほうも稼働しているとい

うことであります。なので、大きな大会が連戦が

あるということであれば、そこの層をターゲット

に呼び込むというのはなかなか難しいという認識

の下、では違うところでターゲットに我々もアプ

ローチしたらどうだと当然考えました。それは中

学生、そこの高校生から事業団、社会人といった

大会なので、中学生をターゲットにしたらどうだ

と考えたのですけれども、中学生の動向を見ます

と、やはり冬休みに入ってからの長期合宿が当然

多くなるということでございまして、中旬という

のはやっぱりなかなかハードルが高いのだなとい

うことで、一応我々としては認識としてはそうい

うところでおりますし、実際に冬休みに入る２５

日以降名寄のほうでもアルペンの方々は合宿にお

越しいただいていて、そこは年越しも含めて名寄

で競技練習をしていただいているという現状認識

と今の調査した、我々の今調査した結果の受け止

めをお話しさせていただきました。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 清水議員。

〇９番（清水一夫議員） 私は人工降雪機の導入

こそが名寄の観光、経済の振興起爆剤であるとい

うこと、強い思いで三たび提案し、要望して、質

問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で清水一夫議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 １時４７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 山 崎 真由美
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署名議員 遠 藤 隆 男
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開議 令和３年６月１８日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１４号 名寄市職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部改正について

日程第４ 議案第１５号 専決処分した事件の承

認について（令和２年度名寄市病院事

業会計補正予算（第３号））

日程第５ 議案第１６号 令和３年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第６ 報告第９号 令和２年度名寄市病院事

業会計予算繰越計算書の報告について

日程第７ 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

日程第８ 意見書案第１号 コロナ禍における地

域経済の活性化と農畜産物価格の暴落

対策を求める意見書

意見書案第２号 ２０２１年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

意見書案第３号 地方財政の充実・強

化に関する意見書

意見書案第４号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保

・拡充と就学保障の実現に向けた意見

書

意見書案第５号 地域・医療職場の自

主性を求める意見書

意見書案第６号 保健師等の大幅増員

・保健所機能の抜本的強化を求める意

見書

意見書案第７号 国民健康保険料(税)

のさらなる負担軽減を求める意見書

日程第９ 報告第１０号 例月出納検査報告につ

いて

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１４号 名寄市職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部改正について

日程第４ 議案第１５号 専決処分した事件の承

認について（令和２年度名寄市病院事

業会計補正予算（第３号））

日程第５ 議案第１６号 令和３年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第６ 報告第９号 令和２年度名寄市病院事

業会計予算繰越計算書の報告について

日程第７ 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

日程第８ 意見書案第１号 コロナ禍における地

域経済の活性化と農畜産物価格の暴落

対策を求める意見書

意見書案第２号 ２０２１年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

意見書案第３号 地方財政の充実・強

化に関する意見書

意見書案第４号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保

・拡充と就学保障の実現に向けた意見

書

意見書案第５号 地域・医療職場の自

主性を求める意見書

令和３年６月１８日（金曜日）第２回６月定例会・第４号
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意見書案第６号 保健師等の大幅増員

・保健所機能の抜本的強化を求める意

見書

意見書案第７号 国民健康保険料(税)

のさらなる負担軽減を求める意見書

日程第９ 報告第１０号 例月出納検査報告につ

いて

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

９番 清 水 一 夫 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

ヤングケアラーの支援体制について外１件を、

五十嵐千絵議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い、順次質問をしてまいります。

まず、大項目１、ヤングケアラーの支援体制に

ついて。厚生労働省によりますと、ヤングケアラ

ーとは法令上の定義はないとのことですが、本来

大人が担うと想定されている家事や家族の世話な

どを日常的に行っている１８歳未満の子供とされ

ています。厚生労働省が今年４月に公表した初の

全国調査結果によりますと、世話をしている家族

がいるという生徒の割合は中学生がおよそ１７人

に１人、全日制高校の生徒がおよそ２４人に１人

という実態が明らかになっています。そこで、小

項目の１、本市の実態把握状況についてお伺いし

ます。

次に、小項目の２、広く認知度を上げる取組に

ついて。ヤングケアラーという言葉自体まだまだ

認知度が低いのが実情であります。そのような中、

ヤングケアラーの認知度を上げる取組として日常

で子供たちと関わりのある関係者への研修はもと

より、民生児童委員や対象となる子供たち自身に

も理解してもらうことが必要です。この問題の難

しいところは、お手伝いとの境が非常に曖昧で定

義し難く、特に当事者の子供たちは自分の置かれ

た状況について当たり前のことと受け止め、支援

が行き届かないことです。そこで、広く認知度を

上げることにより周りからの気づきで支援につな

げられる仕組みが必要と考えます。取組について

見解を伺います。

続きまして、大項目２、見えにくい若者の貧困

への対応についてお聞きいたします。２０１９年

２月に健康福祉部社会福祉課において子供と家庭

の生活実態を把握するアンケート調査を実施され

ています。小学校２年生から中学校３年生がいる

世帯を対象に保護者と子供、それぞれに行われ、

生活の実態を把握する重要な基礎資料となってい

ると考えられます。そこで、小項目１、コロナ禍

では２年前のアンケート時と状況が変化している

ことと推察できますが、その点を踏まえまして本

市の現在の状況の受け止めについて御見解をお伺

いします。

次に、小項目２、本市の取組や施策の進め方に

ついて。５月には独り親世帯に児童１人当たり５

万円が給付され、またそれ以外の住民税非課税世

帯には来月以降に児童１人当たり５万円が随時給

付されるとのことです。コロナ禍で影響を受けて

いる家庭への負担軽減になると願っておりますが、

一方で大学生は今年も飲食店の休業などの影響で

満足にアルバイトができない状況もあると聞いて

います。仕送りが限られている中、節約のために

食費や衛生用品に係る費用などを削ることもある

そうです。また、高校生を持つ家庭には手当があ

りません。このような状況下で直接支援が行き届

かず困るのは若者たちと考えます。それぞれ中学

生までの子供たち、高校生、大学生へ向けた支援

について御見解を伺います。

続きまして、小項目３、生理の貧困問題への対

応について。隠れた貧困と言われるものの中で昔

からあったにもかかわらず、最近ようやく注目を
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浴びるようになったのが生理の貧困問題です。声

を上げにくい問題がコロナ禍で浮き彫りになった

と言っても過言ではありません。諸外国では生理

用品の税率の変更や無償配付を法律によって制定

するところも出てきた中、日本においても自治体

による配付、企業が通常価格から値引きをするな

ど生理の貧困への関心が高まりつつあります。当

事者が貧困のために買うことが困難な場合もさる

ことながら、懸念されるのは家庭において十分な

数を用意してもらえないなど小中高校生が我慢を

強いられてしまうことです。なかなか助けを求め

にくい問題でもあることから、身近な学校での支

援が可能か伺います。

以上、大項目２点について壇上からの質問とさ

せていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま五十嵐

議員から大項目で２点にわたり御質問をいただき

ました。大項目１及び大項目２のうち小項目１と

２は私から、小項目３は教育部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、ヤングケアラーの支援体制

について、小項目１の本市の実態把握状況につい

てと小項目２、広く認知度を上げる取組について

一括して答弁をさせていただきます。ヤングケア

ラーにつきましては法律上の定義はありませんが、

一般に本来大人が担うと想定される家事や家族の

世話などを日常的に行っている１８歳未満の子供

とされております。国において各自治体に対しヤ

ングケアラーに関する調査が実施されており、そ

の認知度は平成３０年度は３割弱で、令和元年度

は７割程度と高まってきてはいるものの、社会的

には浸透していないため家庭の中のお手伝いとし

ての認知と混同されていることから、実態把握が

難しい状況にあります。本市では、子供家庭総合

支援拠点事業において要保護児童対策地域協議会

の登録ケースを精査することでヤングケアラーの

状況を確認し、支援が必要な家庭への相談や支援

を実施してきております。しかしながら、ネグレ

クトや不登校などのケースにおける把握にとどま

っていることから、判断が難しい潜在的なヤング

ケアラーの把握には至っていないのが実態です。

まずは、ヤングケアラーについての認知度を上げ

ていくとともに、子供が自ら相談し、支援を求め

てくれるよう関係機関とも連携しながら取組を進

めてまいります。

次に、大項目２、見えにくい若者の貧困への対

応について、小項目１の現状の受け止めについて

ですが、平成３１年２月に実施しました名寄市に

おける子供と家庭の生活実態に関する調査では、

困窮要素である低所得者、家計の逼迫、子供の体

験、所有物の欠如の３つが複合的に重なる生活困

難層の割合は回答者全体の７．６％、困難要素が

１つ該当する周辺層が１２．８％、困難要素に該

当しない一般層が７９．６％の調査結果でした。

類似人口の自治体での調査結果が少ないことや北

海道が実施した調査との比較は難しいですが、本

市の状況は生活困窮層の割合が少ないものと受け

止めているところであります。御質問にあります

昨年から続く新型コロナウイルス感染症が拡大し

ている中での状況の把握ですが、子供たちへの新

たなアンケート調査を実施しておりませんが、新

型コロナウイルスにより受けた減収への支援策で

ある緊急小口支援、総合支援資金の特例貸付け制

度の利用状況で全体的な生活困難状況を把握して

いるところです。令和３年５月末までの貸付け状

況は緊急小口資金で６３件、総合支援資金で３０

件、そのうち高校生以下のお子さんを抱える御家

庭は２２件となっております。また、令和２年度

にひとり親世帯臨時特例給付金の追加給付として、

収入の減少などにより家計が急変した４６世帯に

支給しています。長引くコロナ禍では日常生活に

大きな変化を余儀なくされたり、生活が苦しくな

っているなどあらゆる面で制約が課せられてきて

いる状況と認識しております。先ほど述べました

２つのコロナ特例貸付けも再々延長が決まるなど、



－109－

令和３年６月１８日（金曜日）第２回６月定例会・第４号

国や北海道が行う支援策が遅滞なく実施できるよ

う引き続き努めてまいります。

最後に、小項目２の本市の取組や施策の進め方

についてですが、これまで国では新型コロナウイ

ルス対策として特別定額給付金、子育て世帯臨時

特別給付金、税や保険料の猶予や特例貸付け制度

など家庭全体に対しては様々な支援を実施してき

ました。独り親世帯に対する支援もその一つと考

えます。支援策として個人への給付となっていま

すが、制度上家庭ごとでの支給となるため、その

使い道は各家庭に委ねられております。御質問の

ありますとおり、直接的に子供たちへ支援が行き

届いているかどうかの把握は難しい状況にありま

す。この問題は子供たちだけでなく、家庭全体と

して解決策を考えていかなければならないケース

であります。そのため、物資などの直接的な支援

も方法の一つではありますが、子供たちの置かれ

た環境を考え、改善していく相談による支援が最

良であると考えております。本市では、子供に関

する各種の相談窓口を有しておりますし、社会福

祉協議会では生活困窮に関する総合的な相談窓口

を設置しております。学校や職場などにおいて子

供や家庭の変化に気づき、関係する機関や相談窓

口へつながるよう地域全体で見守ることにより子

供たちへ必要な支援が届くよう取り組んでまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは、大項目２

の小項目３、生理の貧困問題への対応についてお

答えいたします。

現在小中学校での児童生徒に対し生理用品の準

備等に対する指導につきましては、児童生徒個人

が必要に応じ準備するよう指導しております。た

だし、生理用品を持参するのを忘れた場合などの

対応として、学校保健室に配置しているものを使

用するよう指導しております。生理の貧困問題は

ここ数年社会的な問題として捉えられてきており

ますが、保健体育の授業で性教育を行うときや特

別活動などでの授業、また各学校の保健だよりな

どにおいて困ったときには学校保健室へ気兼ねな

く相談に行くよう周知しておりますので、御理解

願います。

次に、大学における生活困窮をはじめとする様

々な悩みなどの相談については、学内に設置して

います健康サポート室が中心となって精神保健福

祉士や保健師、看護師などの専門スタッフを配置

して受けています。昨年度からのコロナ禍の影響

によりアルバイト収入が減少したことによる生活

が厳しくなった内容やオンライン授業が中心とな

って、日常の学生生活が送れないことによる心の

悩みなど多くの学生からの相談を受けております。

生活困窮に関する相談内容としては、生活全般に

関する内容がほとんどで、生理の貧困問題に関す

る具体的な悩みについて訴える学生はいないのが

現在までの状況です。長引くコロナウイルス感染

症の影響は、学生生活においても厳しさを増して

いくことが予想されますので、これまで以上に学

生に対する相談サポートに取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、順次質問をさせていただきま

す。

まず、大項目１、ヤングケアラーの支援体制に

ついてのところですが、先ほどの答弁にもありま

したが、第２期の名寄市子ども・子育て支援事業

計画でも示されていますとおり、要保護児童対策

地域協議会の案件で把握して支援しているという

ことだったと思います。部長の答弁でもあったと

おり、ネグレクトや不登校の場合の把握はできる

ものの、判断の基準が曖昧であったり、ふだんの

生活が問題なく見えるような児童生徒にあっては

なかなか把握が難しいということが今の現状だと

思います。また、理解も進んでいないということ

もありまして、実態把握が難しいという状況につ
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いては理解できました。ヤングケアラーと一くく

りにしても私自身がこれまで見てきた中にも様々

なケースがございまして、病気や障がいのある親

の代わりに家事をしているお子さんですとか、ま

た小さい兄弟の世話をしていて、例えばお母さん

が夜も働いていたりする場合にお子さん同士で子

供の面倒見ながら過ごされている家庭ですとか、

実際にはそういった家庭も見えないところではた

くさんいらっしゃるのが今の現状だと思います。

また、核家族化とはいっても例えば祖父母でした

り、ひいおじいちゃん、おばあちゃん、曽祖父母

らの面倒を見ているようなお子さんもいらっしゃ

いまして、そういった家庭ですと介護要員の一員

として数に数えられてしまうということが今の問

題ではないかなと思います。周りから見ると、そ

ういった子供たちのことをやっぱりお手伝いがと

てもできていて偉いねと言われて終わってしまい

がちなのですが、その先の彼らの負担までについ

ては目を向けていないのが今の現状ではないかな

と思います。何が問題かといいますと、負担が大

きくなれば学業なんかの両立もできなくなって、

また子供らしい生活を送れなくなるということが

あると思うのですが、先ほど貧困のほうでも言い

ましたけれども、名寄市における子供と家庭の生

活実態に関する調査報告書のアンケートの中で小

学校２年生から６年生でも兄弟、姉妹の世話をし

ていると答えた子供たちは時間こそ様々なのです

が、１０％台から３０％台、中学生の回答でも兄

弟、姉妹の世話をしているとの回答は全体の１０

から２０％台、家事については毎日２時間を超え

るとの回答も中学２年生では全体の３．６％、中

学校３年生では全体の６％となっていました。こ

の辺りも少し掘り下げていった調査が必要ではな

いかなと考えたのですが、改めてこの潜在的なヤ

ングケアラーの把握について調査を行うお考えは

ございませんか。御見解をお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ヤングケアラー

につきましては、今議員からもいろいろありまし

たとおり、把握が大変難しいといいますか、家庭

内でそれぞれの家族を支え合って生活を営むとい

うのは、私はこれは一つの面である面重要なこと

だというふうに認識をしております。子供たちに

とっても家事やそういった介護をすることによっ

ていろんな経験を積むということも重要だと思い

ます。ただ、それによって精神的負担が大きくな

ったり、学業なり、ある面は友達とそういった遊

びの時間が制約されたり、そういったことが問題

視されているかというふうに思っています。そう

いった面では、どのラインがヤングケアラーと言

われて、どのラインまではいいのかというのは大

変難しい状況にあろうかと思います。そういった

面では、今国においても厚生労働省と文部科学省

のほうでプロジェクトチームをつくりながらいろ

んな調査研究、実態把握もしながらどういったこ

とが該当するか、どういったことを国民に知らせ

ながら問題視していくかといういろんな研究、検

討がされておりますので、そういったものもしっ

かり情報をいただきながら市としても具体的にど

う何を取り組んでいくかというのは今後検討して

いきたいというふうに考えております。国におい

ても今年度プロジェクトつくって、来年度から３

か年ですか、認知度を上げる集中期間というふう

に取組を進めるようでありますので、そういった

内容をしっかり検証しながら対応してまいりたい

と思いますし、やっぱりこれを、ヤングケアラー

のこと把握するに当たって当然民生委員、地域の

人との情報もありますけれども、あと幼稚園、保

育所、学校などから情報提供、気づきというとこ

ろも大事だと思いますので、それぞれがどういっ

たことで何ができるかというのも国からの情報得

ながら、市としても考えながら今後進めてまいり

たいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 非常にラインが難し
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いということで、また先ほど部長が言ったように、

来年から集中期間ということでＰＲのほうが進ん

でいくのではないかなと思います。今おっしゃっ

ていたように、教育機関や警察署、児童相談所な

どの関係機関、さらには先ほどもおっしゃってお

りましたように、民生児童委員の皆様との連携が

これからは非常に重要になってくると思います。

そこで、民生委員の皆様方に対する働きかけをし

ていただけるものと思いますが、その方法として

例えばそういうヤングケアラーに特化したような

講習みたいなものであったりですとか、それかリ

ーフレットのようなちょっと分かりやすい資料で

あったりですとか、そういったものをしていただ

くことは可能なのでしょうか。といいますのも、

私たち含めもっと年配の方になりますと、本当に

昔御苦労なさっていた分もあって、お手伝いされ

ているお子さんに対してはそれが自分の経験から

も当たり前のことと考えてしまうことがやはり多

いと思いますので、直接手を差し伸べるための…

…ということにはなかなか気づきにならないので

はないかなという懸念がありますので、その辺ど

うお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 先ほどもちょっ

と触れましたけれども、国の段階でいろいろ研究

等、今後どのように進めていくかという協議がさ

れているということでありますので、その推移、

状況しっかり見極めながら市でも何ができるか検

討してまいりたいというふうに思っています。国

においても福祉や医療、介護、教育現場、様々な

方たちへのヤングケアラーに対する研修の機会も

推進していくという方針を持っていますので、そ

の中ではいろんな情報が下りてきて、先ほど申し

上げた民生委員とか学校、それぞれの立場の人が

どういった役割を果たすかというところも整理が

されてくるのかなというふうに考えております。

そういったものにおきましては、そういったそれ

ぞれの役割を担っている方々に速やかに情報を提

供しながら進めてまいりたいと思いますし、それ

と子供たち、本人たちがそういった認識に立つと

いいますか、当たり前という認識がやっぱり強い

というふうに思っています。ただ、子供たちに教

えるのも大変難しいですけれども、どの辺までが

ヤングケアラーと言われている部分か、子供たち

にどういう負担がかかっているのかということも

含めて、それは学校現場との連携になりますけれ

ども、やっぱり子供たちの認識もしっかり持って

もらうような情報提供だったり、学習の場、そう

いったものも考えていかれるかというふうに思い

ますので、その辺も併せながらちょっと市として

も今後国からの情報を得ながら取り組んでまいり

たいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） これからしっかりと

やっていくということで、楽しみにしていきたい

と思います。先ほど言っていました教育現場のこ

と、対応ということなのですが、やはり子供たち

もなかなか自分から助けを求めるということが難

しい問題ですから、本人たちの自覚も情報もない

ので、それで支援につながらないということで、

まずは児童生徒に知ってもらうことから始めてい

ただきたいと思います。

あと、それによって教育現場においてその辺の

支援体制と、あと市内の学校で今心の教室相談員

さんなんかもいらっしゃいますことから、そうい

ったところでの支援体制についてお願いします。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今小川部長のほうか

らも答弁させていただいていますけれども、ヤン

グケアラーという問題につきましては学校現場に

おきましても非常に発見しづらい難しい問題であ

るというふうに思っています。児童生徒におきま

しても、やっぱり今議員のほうからお話あったと

おり、自らがこのヤングケアラーだと思っていな

いケースもあるのかというふうに思っています。
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したがいまして、まずはやはり児童生徒の中にお

きましてもこのヤングケアラーに対する認知度を

上げていけるような取組につきましては健康福祉

部と連携いたしまして進めてまいりたいなという

ふうには思っています。さらに、学校におきまし

ても児童虐待をはじめとする要保護児童の早期発

見ですとか、それぞれ今までも適切なそういった

保護を図るためにヤングケアラーについても改め

てこれについてまた理解を深めるとともに、適切

な対応について取ってまいりたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 第２期の名寄市子ど

も・子育て支援事業計画の中でも子供の権利が尊

重されるまちというものを掲げていらっしゃいま

すので、その中でも主要施策の中に見守りネット

ワークの拡大ということで、先ほど部長おっしゃ

ったように、名寄市要保護児童対策地域協議会が

中心となって各機関との情報共有などで早期発見、

早期対応に努めると書いてありました。もちろん

このことからも名寄市においてはしっかりと事業

計画に盛り込んで対応できている体制があるとい

うことで理解させていただいております。あとは、

本当につながっていくことができるかということ

だけだと思いますので、今後ともきめ細やかな配

慮を今までと同様にこれからもお願いしたいと思

います。

また、ヤングケアラーについて学ぶ機会の確保

ということで、名寄市立大学には社会福祉学科と

いった専門の学科もありますことから、そちらの

ほうの知恵をお借りするような何か可能性につい

てはございませんでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 私どものほ

うで、今五十嵐議員がおっしゃったように、社会

福祉学科がありまして、専門の先生等もあります

ので、大学のほうとしては様々な部分で支援体制

をさせていただきたいなと考えております。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） やはり福祉のまちで

もあり、また大学があるということも強みだと思

いますので、これからもそのようなふうな連携を

取っていただけることをお願いして、次の項目に

移らせていただきます。

大項目の２、見えにくい若者の貧困への対応に

ついてお伺いしたいと思います。子供の貧困対策

についてなのですが、本市の現状としては部長か

らも答弁にございました生活困難層の割合は少な

いというお話だったと思います。ただ、緊急小口

資金ですとか総合支援資金なんか借りられている

件数がそれぞれ６３件と３０件ということとその

中でも高校生以下のお子さんがいらした件数が２

２件と想像よりは少し多いというのが私の率直な

感想ではあります。ただ、本市としては行政側の

受入れ、相談体制は本当によく準備されていると

思います。名寄市としては、先ほど言っていたの

は相談による支援が最良ということで答弁だった

と思いますが、そこにたどり着く道筋、それが必

要なのだと思います。市の窓口や社会福祉協議会

のほうに来て相談されるというのは、やはりもち

ろん大人の方というふうに考えられますので、そ

の中でどのように子供たちへの直接の支援につな

げていけるのか、それを子供たちの声として拾っ

ていくことができるのかについてお考えをお聞か

せください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員からありま

したように、健康福祉部サイドで行っている相談

業務というのは基本的には保護者が来るケースが

多い。なかなか子供が市の窓口に来たり、社会協

議会の窓口に行って相談するということはまれな

ケースだというふうに思っています。そういった

面では、保護者からの情報ではなくて、やっぱり

子供からの情報というのが大変重要だと思ってお

ります。特に虐待、ネグレクトも含めて子供が思

っていることと親が言うこととやっぱり差異があ
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ったり、そういった状況もありますので、子供た

ちのそういった気持ちや考えを拾うということも

大変重要だというふうに思います。そういった面

では、これまでも教育委員会と健康福祉と連携し

ていろんなことをやっていますけれども、教育委

員会、学校現場では教育相談などをはじめ、日常

的にやっぱり子供の変化とか、そういった気づく

ことを重視しながら教育活動行っておりますので、

そことの情報を速やかにもらって、保護者も含め

た対応どうするかというところをしっかり取り組

む体制もできているというふうに思っていますし、

これまでもそういった情報というのもお互い速や

かに流しながら、早期発見、早期解決が何よりも

重要なことでありますので、今後においてもそう

いった連携を強化しながら子供たちのそういった

ことも拾い上げるような仕組みがさらにできるこ

とがあれば取り組みながら進めてまいりたいとい

うふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 子供たちの情報をし

っかりと受け止める体制ができているということ

で理解いたしました。地元の実情も踏まえつつ様

々な関連する分野との連携が取れているというこ

とですが、今地域全体での見守りがやっぱり大事

だという点で、現在あるコミュニティ・スクール

の力もお借りできると期待するところではありま

す。先日小野教育長のお話にも出てきましたが、

高校にもコミュニティ・スクール構想の要望をさ

れているということで、もしそれが実現できれば

小中高の連帯が教育のみならずそういった見守り

の点からも大いに期待できると思いますので、そ

の辺は期待していきたいと思います。

貧困についてですが、次大学生についてなので

すけれども、先日市民の有志団体によって７月に

また２回目となる食料品や生活用品の無料配付が

あるとのことでした。やはり直接の支援というの

が何よりも即効性があると感じております。２０

１９年１２月に子供の貧困対策に関する大綱の見

直しがあったそうです。その中で子供に支援を届

ける方法としては現物給付がやはりより直接的で

あること、また様々な支援を組み合わせる重要性

について言及されていました。ですので、おっし

ゃられるとおり、相談での支援というものとまた

組み合わせながら現物給付も含めて取り残される

ことのないような支援をお願いしたいと思います。

昨年度はコロナの関係でできてはいなかったので

すが、大学のコミュニティケア教育研究センター

では子ども食堂なども行っていたと思いますが、

今年の状況などがもし予定として分かりましたら、

教えていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 今五十嵐議

員からお話がありましたように、昨年度はコロナ

の影響で子ども食堂の活動自体、飲食を提供する

ということもありましたので、具体的な子ども食

堂の活動の部分はできなかったということであり

ます。今年度につきましても子ども食堂の食事の

提供の部分は今現状の中では活動することは難し

いのですけれども、提供以外の見守りというか、

学生たちの勉強見たりとか、そういった活動の部

分については今後対応していきたいということで、

また今後どうなるか分かりませんけれども、状況

が変われば活動の部分については再開させていた

だきたいということで考えております。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 今のこのような状況

ですから、将来が分からないということで、早く

よくなって、みんなが子ども食堂にまた集まって

勉強したりできるような状況になることを期待し

たいと思います。

現物給付について触れたのですが、それに触れ

て小項目３にそのまま移らせてもらいます。生理

の貧困について、任意団体によります日本国内の

高校、短大、４年制大学、また大学院や専門学校

などの在籍している方に行ったアンケート調査が
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ありまして、その中では日本でも５人に１人の若

者が金銭的理由で生理用品を買うのに苦労したと

いう結果が出ております。また、過去１年以内に

金銭的な理由で生理用品ではないものを使ったと

答えた割合が２７．１％、また生理用品を交換す

る頻度を減らしたと答えた割合が３７％でした。

貧困が原因で購入できない、またネグレクトなど

によって親から生理用品を買ってもらえない、こ

ういう子供たちがいるということも今浮き彫りに

なっているところであります。子供の貧困、また

児童虐待の観点からも必要な対策を検討していた

だきたいと思います。なぜなら、家庭で貧困のし

わ寄せというものがやはり子供たちの衛生用品、

例えば歯ブラシですとか下着などの消耗品とか、

そういったものにいってしまうことは多々あると

思うのです。そういうところからやはり現物給付、

単に学校で無償でばっと一斉に配付するというの

ではなく、困ったときに困っている当事者にその

場で直接手に入る必要があると考えますので、も

う一度学校のトイレに置いていただくということ

は可能かどうか再度お伺いします。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 学校の女子トイレに

恐らく生理用品を配置できないかというような、

最終的にはそういった御質問かなというふうに思

っているのですけれども、先ほどお話しさせても

らったとおり、今も困ったときにつきましては保

健室のほうで生理用品を置いてありますから、そ

ちらのほうで活用してくださいということで、児

童生徒のほうには周知はさせていただいておりま

す。ただ、全国的に見てもそういった自治体も出

てきているという状況もございますので、そうし

た他自治体の事例なんかも参考にさせていただき

ながら、まずは市内全校で取組が可能かどうか学

校とも協議はさせていただきたいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

す。全校で協議をしていただけるということで少

し期待をしたいと思います。

ちょっと例として中学生や高校生に聞いてみた

のですけれども、やはりどういうときに生理用品

がないかということで、例えば家庭で兄弟も、女

の子の兄弟ばかりの家庭とかになりますと、ある

日突然朝ないというようなこともあったりという

ことで、それって子供のせいでも何でもないです

し、それで学校では自分たちで自己責任でちゃん

と持ってきなさいよというのも理解できます。た

だ、そういったときに実際家に、手元になくて、

でも買いに行くこともできない、そういった小学

生とか中学生ですとか、そういった子たちが学校

へ行って、保健室で貸していただけるということ

もちろん理解しておりますが、実際に保健室へ借

りに行くのかということを数名に聞いてみたので

すが、保健室へ借りに行くのは気が引けるので、

ほとんどの場合は友達にもらう、または借りる、

そういったふうに済ませているのが今の現状だと

思います。ですので、それが友達から借りたり、

もらったりしているからそれでいいのかというと、

そうではないと思いますので、確かにそれぞれが

当たり前に生理用品を準備しているわけですから、

もしトイレに置いたことによって全ての学生が家

から持ってこないということには全くならないと

思いますので、必要なところで必要な人が気兼ね

なく手に入る、そういった体制を整えていただき

たいと思いますので。

大学のほうにおきましては、また女子学生も多

いことですから、その辺についてのお考えをお聞

きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 大学のほう

につきましては、先ほども答弁させていただきま

したように、健康サポート室のほうで専門のスタ

ッフの相談体制を充実させていただいて、受けて

おります。その中でいろんな相談、本当にたくさ

ん受けています。その中では今コロナの状況もあ
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りまして、生活全般に関わる厳しいという部分の

相談もたくさん受けておりますけれども、その中

でもスタッフにお聞きしますと、やはりどちらか

というと食べる、飲食のほうの部分を切り詰めて

生活しているというような部分がほとんどという

ことでありまして、こういった生理用品の関係の

部分については具体的な中身の部分については今

までは学生のほうから訴えもなかったということ

もありまして、当然健康サポート室のほうで生理

用品のそういった準備のほうは配備というか、用

意させていただいて、緊急のときに学生が来ると

いうような体制を整わさせていただいていますけ

れども、大学のほうといたしましては生活の困窮

の部分の支援といたしましては、先ほども言いま

したように、食事の関係の部分をすごく切り詰め

ている学生がいるということで、今緊急事態宣言

のこともありまして、学食停止している状況であ

りますけれども、これが明けましたら学食を再開

させていただいて、学生食堂のメニューを一律割

引をさせていただいて、安価で学生に利用してい

ただいて、健康面のサポートも含めて対応させて

いただきたいということの考えでおります。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 事務長がおっしゃっ

たように、もちろん悩みとして実際なかなか言い

づらいことでありますので、なかなか本人の口か

ら生理用品に関する悩みというのを聞き出すとい

うのはほぼちょっと不可能に近いのかなと。アン

ケートですと本心を語れてもなかなか口に出して

その辺に対する切り詰めているとか、そういった

ものはちょっと言えないという問題だということ

だけは認識していただいて、お願いしたいと思い

ます。やはりちょっとこの問題に関しましては既

存のそういった固定概念にとらわれることなく進

めていただければと思いますので、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。

早いのですが、ちょっと以上で質問終わりたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で五十嵐千絵議員

の質問を終わります。

教育都市宣言のまちの課題について、川村幸栄

議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

質問をさせていただきます。

大項目、教育都市宣言のまちの課題について伺

います。私たちは、北北海道で唯一の公立大学を

持つまちとして幼児教育から大学教育までの連携

の下、学校、家庭、地域が手をつなぎ合い、豊か

な心と知性を育み、生涯にわたって生き生きと学

ぶためここに教育都市を宣言しますと平成１９年

３月１５日、制定されました。そこで、教育都市

宣言のまちにふさわしいまちづくりが進められて

いるのか検証もしながらこれからのまちづくりに

ついて伺います。

小項目１つ目、名寄市内に高校１校について。

名寄市内に高校は１校でよいのかということです。

市民から、また以前名寄市に住んでいた方から名

寄市内に４校あった高校が１校しかなくなってし

まうのかと驚きと寂しさが入り交じった声が聞か

れています。６月１日、道教委から発表された計

画では普通科４、情報技術科１の計５学級となり、

酪農科学、機械・建築システム、生活文化の学科

がなくなります。今回の配置計画案は、本市から

のほぼ要望どおりということです。地元中学生の

進路選択を狭めることになるのではないでしょう

か。お考えをお聞かせください。

また、在り方検討会議についてどのように進め

られ、市民周知を行ってきたのかお聞かせをいた

だきたいと思います。

ＪＲ名寄高校駅の利便性について、ＪＲへの申

入れ等の進捗状況について伺います。

小項目２、コロナ禍における小中学生の負担に

ついて伺います。先日国立成育医療研究センター

の第５回調査結果、発表されました。コロナのこ

とを考えると嫌な気持ちになる、４２％です。児

童生徒の不安に対する対応について伺います。ま
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た、全国的にはいじめ、自殺が増えていると言わ

れます。名寄市の現状についてお聞かせをいただ

きたいと思います。さらに、ＩＣＴ推進の取組に

ついては教育格差は生じないのか心配です。お考

えをお聞かせください。

小項目３、名寄大学の発展性について伺います。

教育都市宣言の要としている北北海道で唯一の公

立大学の発展を期待するところです。そこで、情

報の発信力をさらに高めることが求められます。

ホームページの充実した活用や大学からの同窓生

への情報提供等についてのお考えを伺います。

小項目４、教育の機会を守るための環境整備に

ついて伺います。全ての児童生徒に与えられてい

る教育の機会を守るための環境整備について伺い

ます。５月１７日、厚労省と文科省が家族や兄弟

の世話を担う１８歳未満の子供、ヤングケアラー

の支援をする制度を整備する方針を固めたとの報

道がありました。当事者の早期発見につなげるた

め自治体による実態調査も促すとしています。家

族や兄弟の世話のために勉強する時間が取れない

というヤングケアラーの現状把握について私の前

の五十嵐議員からも質問がありましたけれども、

改めてヤングケアラーの現状把握について伺いま

す。

また、急な体調の変化で授業に影響が出ること

のないようにトイレの個室にトイレットペーパー

が置いてあるように生理用品の学校内配置につい

てのお考えもお聞かせをいただきたいと思います。

さらに、教職員へのワクチン接種や大学生のワ

クチン接種が進むところでありますけれども、児

童生徒の皆さん方への接種については先になるか

というふうに思います。そこで、新型コロナウイ

ルス感染症検査、抗原検査の実施についてのお考

えをお聞きしたいと思います。

以上、この場からの質問といたします。よろし

くお願いします。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 川村議員からは大項

目で１点、小項目で４点にわたり御質問をいただ

きました。小項目１と２は私から、小項目３は大

学事務局長から、小項目４は健康福祉部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

まず、大項目１、教育都市宣言のまちの課題に

ついて、小項目１、名寄市内に高校１校について

お答えいたします。議員お話しのとおり、本市の

合併時には名寄高校、名寄光凌高校、名寄農業高

校、そして風連高校と市内には４つの高等学校が

あり、中学校卒業者数についても令和２年度と比

較し８１人多い２６７人でありました。その後、

平成２１年に光凌高校と農業高校が統合し、名寄

産業高校となり、平成２２年に風連高校が閉校と

なったため、現在は名寄高校と名寄産業高校の２

校となっているところであります。こうした中、

人口減少や少子化の影響による中学校卒業者数の

減から、北海道教育委員会においては一定規模に

よる活力ある教育活動の展開や生徒の学習ニーズ

に応える教育課程の編成が可能となるよう学校の

再編などによりより望ましい学校規模の維持に努

めることが必要であるものとの考え方に基づき、

今月１日に公立高等学校配置計画案を公表しまし

た。公表された配置計画案には、名寄高校及び名

寄産業高校の再編、統合する新設校に係る具体的

な方向性も示されております。例えば学科につい

ては現在の名寄高校の普通科、産業高校の酪農科

学科、機械・建築システム科、生活文化科が新設

校では普通科４学級と情報技術科１学級の合計５

学級とするとともに、両学科へ単位制を導入する

こととされております。新設校における両学科へ

の単位制導入は生徒の多様な興味、関心や進路希

望等に応じた主体的な学習が可能となることと考

えられるため、現在の多様化している中学生の進

路選択においても有意義なものであると捉えてお

ります。今後においても上川北部地区の中核都市

である本市において市内の高校が生徒にとって多

様な選択肢を提供できる学校となるよう引き続き

北海道教育委員会とも連携し、様々な取組を進め
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てまいりたいと考えております。

次に、在り方検討会議についてお答えいたしま

す。名寄市内高等学校在り方検討会議については、

平成２７年２月より関係する多くの皆さんから御

意見をいただき、名寄市内の地域産業や大学など

地域の実態を踏まえた今後の高等学校の在り方に

ついて議論、検討を行ってまいりました。特に昨

年度は名寄高校、産業高校の再編、統合による新

設校の在り方について在り方検討会議の中で十分

に協議、検討いただき、その結果として本年３月

に市に対し名寄市における高等学校の在り方に関

する意見書を提出いただいたところです。在り方

検討会議は、この意見書の提出により終了となっ

ておりますが、今後においては名寄市内高等学校

魅力化推進委員会にて様々な事業の実施と情報の

発信により新設校が地域から今まで以上に魅力あ

る高校となるよう取組を進めてまいります。

最後に、ＪＲ名寄高校駅の利便性についてであ

りますが、本市では宗谷本線東風連駅移設、名寄

高校駅設置に向けてＪＲ北海道と協定の締結を行

うとともに、ＪＲ北海道においては運輸局から駅

設置施工の認可をいただき、年度末のダイヤ改正

に併せた供用開始を目指しております。これまで

東風連駅を利用している生徒は、名寄高校駅の設

置に伴い駅から高校までの距離、時間が大幅に短

縮されることにより利便性の向上が図られます。

一方、名寄駅を利用している生徒についても名寄

高校駅の開設によりＪＲ利用者の通学の環境は改

善されますが、新たな通学利用者を確保するため

には登下校や部活動の時間に合わせた名寄駅から

名寄高校駅間の運行が求められます。名寄高校駅

の利便性向上は名寄高校の魅力アップにもつなが

ることから、事務レベルでの意見交換は行ってお

りますが、ＪＲ北海道に対して車両の配置調整や

ダイヤ編成などについて引き続き要望してまいり

ます。

次に、小項目２、コロナ禍における小中学生の

負担についてお答えいたします。まず、子供の不

安に対する対応についてですが、本市においても

新型コロナウイルスの感染者が確認されたことか

ら、全ての児童生徒が感染症に対して様々な不安

を抱えていることを前提に一人一人に応じた心の

ケアに努めることは極めて重要であると考えてお

ります。このため、学校には児童生徒の状況を的

確に把握し、適切に対応するようお願いしており

ます。具体的には学級担任や養護教諭等による全

ての児童生徒を対象とした健康観察や健康相談を

実施するなどして、一人一人の心や体の状況をき

め細かに把握しております。また、日常的に相談

できる体制を構築し、必要に応じて保護者と教育

相談を実施しています。今後教育委員会といたし

ましては、学校の要請に応じて名寄市特別支援教

育専門家チームに所属している臨床心理士や臨床

発達心理士、学校心理士、社会福祉士等の資格を

有する名寄市立大学の教員から指導、助言を受け

るなど児童生徒の不安に対して適切に対応してま

いります。

次に、コロナ禍における新型コロナウイルス感

染症の不安等による子供のいじめや自殺に係る名

寄市の現状についてお答えいたします。現在本市

の各学校から新型コロナウイルス感染症に直接起

因した自殺やいじめ等の報告はありませんが、全

ての児童生徒が何らかの不安やストレスを抱えて

いることを前提に自殺やいじめ等の未然防止に資

する取組を推進することが重要であると考えてい

ます。初めに、小中学校における自殺の現状につ

きましては、厚生労働省の公表資料によりますと

全国での令和２年度の児童生徒の自殺者数は４９

９人で、新型コロナウイルス感染症が拡大する前

年より１００人増加し、特に学校の長期休業明け

において自殺者数が増加する傾向が見られます。

このため、学校では自殺予防に係る取組や命を大

切にする教育の充実を図ることが極めて重要であ

ります。本市の各学校においては道徳科で生命の

貴さについて学習したり、特別活動で災害や事件、

事故から命を守るための判断や行動について学習
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しております。また、学校では全ての児童生徒や

保護者に自殺予防に係る文部科学大臣のメッセー

ジを配付したり、北海道子ども相談支援センター

や北海道いのちの電話などの各種相談窓口を周知

したりするなど児童生徒の命を守る取組を進めて

おります。

次に、いじめについてでありますが、コロナ禍

の中、児童生徒は新型コロナウイルス感染症拡大

に伴う学習環境、家庭環境の変化や感染症に罹患

する不安など様々なストレスを抱えていると考え

られます。このようなことから、学校では児童生

徒の様々なトラブルや悩みに対して組織的に対応

し、早期発見、早期解消に取り組むとともに、学

校教育に関わる全ての関係者がいじめはいつでも

どこでも誰にでも起こり得るという危機意識を持

って児童生徒の僅かな変化やサインを見逃さない

取組を推進しております。また、定期的な教育相

談を実施したり、いじめなどに関するアンケート

直後に聞き取り相談を行うなど児童生徒がいつで

も相談できる校内体制の充実を図っております。

さらに、名寄中学校、名寄東中学校、風連中学校

の３校には心の教室相談員を配置し、生徒が悩み

を気軽に話せる環境を整え、生徒の心のケアに努

めております。教育委員会といたしましては、自

殺やいじめの未然防止を図るため学校にはこれま

で以上に児童生徒の小さなサインを見逃すことな

く、心の負担等による欠席や早退、遅刻等が始ま

った初期対応の時期から本人や保護者と面談した

り、家庭訪問したりするなど組織的に適切な支援

を行うようお願いしてまいります。また、児童生

徒や保護者が悩み等をいつでも相談できるよう名

寄市教育相談センターのハートダイヤルの安心カ

ードや名寄市いじめ防止基本方針のリーフレット

を全ての児童生徒及び保護者に配付するなど、自

殺やいじめの未然防止を図る取組の一層の充実に

努めてまいります。

次に、ＩＣＴ推進の取組による教育格差につい

てお答えいたします。あらゆる活動においてコン

ピューター等を活用することが求められるこれか

らの社会を生きていくためには、全ての子供たち

がコンピューターを理解し、上手に活用していく

力を身につけることは極めて重要なことでありま

す。新学習指導要領では、各教科等の学習におい

てコンピューターや情報通信ネットワークなどを

活用していくに当たっては少なくとも児童生徒が

学習活動に支障のない程度に情報手段の操作を身

につけている必要があると示されています。この

ため、各学校では家庭におけるコンピューター所

有の有無にかかわらず、常に児童生徒一人一人の

コンピューターに対する知識や操作技術等の状況

を的確に把握し、理解の状況に応じた指導を行い

ながらコンピューターを活用した学習活動を進め

ております。具体的な学習活動といたしましては、

ＧＩＧＡスクール構想によって整備された１人１

台端末等を活用し、各教科の学習内容に応じて文

書を編集したり、図表を作成したりする学習活動、

情報を収集して調べたり、比較したりする学習活

動、調べたものをまとめたり、発表したりする学

習活動を取り入れています。また、体育では自分

や友達が運動している姿を動画に撮り、何度も視

聴しながらよい点や改善点などを話し合う学習を

行っています。さらに、総合的な学習の時間では

インターネットを使って必要な情報を調べたり、

プレゼンテーションソフトを使って調べたことを

発表したりする学習を行っています。今後教育委

員会といたしましては、名寄市教育改善プロジェ

クト委員会の教育指導の充実に関する研究グルー

プによるＩＣＴの効果的な活用に係る研修会を複

数回実施するなど全ての子供がコンピューターの

操作になれ親しみ、上手に活用して、身近な問題

も解決する力を育む指導の一層の充実に努めてま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 私からは小

項目３、名寄市立大学の発展性についてお答えい
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たします。

まず初めに、情報の発信力を高める取組につい

てですが、本学ではホームページでの情報発信以

外に受験生及び保護者の方、地域の方などに向け

て学内の授業風景や教員の紹介、学生への支援の

状況などを大学公式のフェイスブック、インスタ

グラム、ツイッターを用途別で使い分け、随時情

報発信をしております。さらに、令和２年度は年

２回ウェブ広報紙を発刊し、コロナ禍での大学や

学生の情報を発信してまいりました。本年度につ

きましては、年３回の発刊を計画して、現在準備

を進めております。

次に、ホームページの充実した活用についてで

すが、主に大学の公式な情報を掲載している関係

もあり、掲載する情報は見極めながらとしており

ますが、今年度の新たな取組として道内外の高校

訪問時において多くの要望があった紙媒体である

大学案内以外に本学の特色が理解できるＰＲ動画

を作成する予定であります。このＰＲ動画を進学

相談会や高校訪問時に持参して御覧いただくとと

もに、ホームページに掲載し、学外に広く発信し

てまいりたいと考えております。また、本学の魅

力を学生目線で学外に広く発信するため、学内に

情報発信検討組織として魅力プロジェクト名寄を

設置いたしました。今後教職員と大学生が一体と

なり、大学並びに名寄市の魅力を様々な媒体を使

い発信していきたいと考えております。

次に、同窓生への情報提供等についてですが、

全国各地に住まわれている名寄市立大学同窓会は

会員数が約９，０００人を数え、昨年度は同窓会

が寄附を集い、現役学生に対して支援を行ってい

ただきました。同窓生への情報発信については、

例年同窓会事務局から会報を発行しております。

まずは、会報の中にも、先ほども申し上げました

が、大学からの情報発信はホームページ以外にフ

ェイスブック、インスタグラム、ツイッターなど

を活用し、学内の授業風景や教員の紹介、学生の

支援の状況などについて随時情報発信しておりま

すので、これらのＰＲを行うとともに、さらに大

学からの情報発信欄を設けてもらうなど同窓会事

務局と連携し、情報発信に努めてまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは大項目

１の小項目４、教育の機会を守るための環境整備

についてお答えいたします。

１点目のヤングケアラーの現状把握についてで

すが、本市ではこども未来課で実施しています子

ども家庭総合支援拠点事業において要保護児童対

策地域協議会の登録ケースを精査することでヤン

グケアラーの状況を確認し、支援が必要な家庭へ

の相談や支援を実施してきております。また、教

育委員会、保健センター、こども未来課で情報を

共有しながら家庭の状況などを把握してきている

ところであります。このような体制を構築してい

ることから、教育と福祉の連携がスムーズになっ

てきており、支援の体制が取りやすい環境となっ

てきております。しかしながら、要保護児童対策

地域協議会のケースとして関わる家庭の実態把握

などにとどまっていることから、判断が難しい潜

在的なヤングケアラーの把握には至っていないの

が実態です。ヤングケアラーの認知度が低いこと

もありますので、学校などと連携を図りながら認

知度を高めていくことが必要であります。また、

子供が家庭内での家族のケアを役割分担として受

け止めてしまうのでなく、福祉に支援を求めるこ

とで子供たちが学ぶ場をしっかりつくれるよう情

報収集や関係部署と情報共有を行いながら取組を

進めてまいります。

次に、２点目の生理用品の学校内配置について

ですが、現在市内小中学校では生理用品を持参す

るのを忘れた場合などの対応として学校保健室に

配置しており、その旨を児童生徒には周知してお

ります。御質問の各学校の女子トイレへの配置に

ついてでありますが、こうした取組を実施してい
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る他自治体の例を参考に市内全校で取組が実施可

能かどうか小中学校と協議してまいりたいと考え

ております。

最後に、３点目の教員、児童生徒、学校への新

型コロナウイルス感染症検査の実施についてです

が、現在北海道には緊急事態宣言が発出されてお

り、感染対策の一層の徹底が求められております。

このような中、道教委は大会などへの参加におけ

る新型コロナウイルス感染症対策についてという

通知の中で中体連等の大会に参加する部活動に対

する基本的な考え方を示すとともに、開催地の感

染状況を踏まえ、医療機関や民間検査機関等の検

査を活用するなどとして、感染拡大防止に努める

よう促しております。このため、教育委員会では

大会に参加した生徒や引率した教職員に新型コロ

ナウイルス抗原検査キットを配付し、学校への感

染拡大を未然に防ぐため、その購入に対する補正

予算を本議会に提出させていただく予定となって

おります。また、今後教職員については今後のワ

クチン接種の先行接種対象者に含まれております

し、各学校においては感染及びその拡大のリスク

を軽減した学校運営を継続していくため、その時

々に応じた効果的な対策を検討してまいりたいと

考えております。

次に、大学における新型コロナウイルス感染症

検査の実施についてですが、学外実習に関して実

習受入れ施設から事前に感染症検査の実施を求め

られた場合のみ検査を実施し、検査結果を提出し

て実習を実施しております。検査実績としては、

４件のＰＣＲ検査を実施しました。なお、新型コ

ロナワクチン接種について、大学としては一昨日

報道発表しました職域接種の実施について厚生労

働省から承認されましたので、現在ワクチン接種

の準備を進めているところです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それでは、重ねてお

尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。

名寄市内に高校１校でいいのかということです。

先ほども御紹介したように、市民から、年配の人

が多いのですけれども、以前名寄市に住んでいた

方々からも寂しさを含んだ驚きの声であります。

それで、道教委から間口と具体的なものが１日に

示されました。２０２３年度新設校として普通科

４、職業科１、校舎は名寄高校でということです。

そこで、まずお聞きしたいのがそれぞれの学校

内での準備、また生徒たちの準備、将来への不安、

また先ほどもお尋ねしました進路選択についてい

ろんな思いがあるかと思います。これが本当に時

間が私は足りないというふうに思っているのです

が、前の教育部長にお尋ねしたときには各中学校

に回って丁寧に説明をしていくのだという御答弁

いただいています。このことについてどのように

お考えなのかお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） ６月１日に道教委か

ら、議員のお話のとおり、再配置計画が出されま

して、今後は普通科４、それから情報技術科１、

さらには単位制の導入、また校舎を名寄高校に使

用するということで示されたことでございます。

令和５年度からの新設校ということでございます

ので、時間は確かに限られた時間しかないかとい

うふうに思っております。改めまして私どももし

っかりと地域の皆様から今までと同様に親しまれ

て、魅力ある高校になるよう中学生の方々にも進

路の選択がしっかりできるよう魅力化推進委員会

というのも立ち上げておりますので、そういった

ところの中でしっかりと支援していきたいと思っ

ていますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 先ほどの御答弁の中

では、この統廃合について活力ある学校、生徒の

ニーズに合わせた多様な興味を持って進学をする

ことにも合わせたというふうな御説明がありまし

た。ちょっと振り返ってみたいと思うのですが、

今名寄高校の普通科、特進科を設置するというこ
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とでありますが、私が聞いている範囲では今まで

も入試対策、本当に熱心に取り組まれてこられて、

やっぱり保護者の方からも感謝の声が聞かれてい

るところであります。名寄高校でよかったという

ふうにおっしゃっている方もいらっしゃいます。

また、農業のところ、名農、名寄の市民ではみん

な名農で本当に通っている大事な学校だというふ

うに思っています。全国的にも農業高校として、

また施設等も含めて非常に評価を得ているという

ふうに私は感じています。さらに、工業建築科も

３階にいつも展示されています。建築科の評価、

非常に高いというふうになっている。こうした分

野がなくなってしまうというところら辺では本当

に地元小中学生、この児童生徒たちの進路選択、

私大いに狭めているというふうに思っています。

また、基幹産業を農業とする名寄市ですから、将

来の農業人、農業を担う方々を養成するこの科目

がなくなることについて、私は非常に残念であり

ます。このことについてどのようにお考えかお聞

かせください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 確かにこの内容につ

きましては、市民の皆様にも当然ながら数多くの

御意見があるというふうに思います。ただ、この

間の中卒者の減少ですとか中学生の進路の多様化、

さらには高校の無償化などの影響にも伴いまして

両校とも定員割れが続いていたというのも実態で

ございます。ただ、今議員おっしゃられるように、

先ほどの産業高校の既存の科目というものは今回

なくなってしまうわけですけれども、新設校の教

育課程におきましては、これは最終的には設置者

で決める、北海道が決めるわけですけれども、普

通科の単位制の教科の中にはこうした先ほどお話

しさせてもらった既存の高校の農業ですとか生活

文化ですとか、そういった基礎を学べるコース、

さらには特進コースと、先ほど議員のほうからも

お話ありましたとおり、今でも名寄高校のほうで

一生懸命頑張っていただいているのですけれども、

改めてさらにもう一つステップアップできるよう

な特進コースなどについても設けていただくよう

多様化する進路選択、中学生、多様化しています

ので、そこのニーズに合うような、幅が広がるよ

うにそういったものも設けていただけるよう市と

いたしましても北海道教育委員会に要望してまい

りたいと思っているところでございます。よろし

くお願いします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ＩＣＴを中心とした

職業科のところというふうにお聞きしているとこ

ろです。今後必要な分野だとは認識はしています

けれども、しかし今まで培ってきたこの農業、ま

た工業などの分野、ここがこれで補完することが

できるのかどうかというところでは非常に疑問を

感じています。この点についてお考えを再度お聞

きします。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） ＩＣＴ教育につきま

しても、やはり今本市の産業界におきましてはこ

の地域の産業を支える人材というのも非常に必要

になってきております。人材がやっぱり不足して

いる中におきまして、これからの地域を担う若者

の育成というのも非常に重要なところかと思って

います。そのため、物作りに対しましては今現在

ＩＣＴ教育につきましては小学校からもプログラ

ミングの授業が始まっておりますし、国におきま

してもデジタル庁の新設、創設など今後ますます

どの分野におきましてもやはりそういったものを

活用する場面、さらには業務というものは増え続

けていくと思っておりますので、大変必要不可欠

な学びの科目であるというふうに考えております

ので、御理解のほうよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） なかなか理解し難い

ところであります。今おっしゃったように、生徒

数が非常に減ってきているという中で、小規模校

としての優位性について、今全国的にも、また道
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内でも小規模校としての優位性を生かして取組を

進めている学校、幾つかあります。そうした中で、

この小規模校として優位性を見いだしながら進め

ていこう、また統廃合の道だけではなくて、他の

道、他の方法についても進めていく、そういった

議論はなかったのかどうか、ここを確認したいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 確かに一般的に小規

模校につきましては生徒数が小規模ですので、少

ないということもございますから、生徒の皆さん

方の一人一人に目が届き、進路指導等についてき

め細かな指導することが可能となる、さらには学

年の縦の交流というものも生まれやすいといった

ようなメリットがあるのかなというふうに思って

います。ただ、一方で生徒の人数がどうしても少

ないため切磋琢磨する機会が少なかったり、さら

には教員数がどうしても少なくなってしまいます

ので、進学ですとか就職等の進路希望に適切に対

応するための教科、科目の専門性の確保が難しい

というふうにも言われていますし、部活動の停滞

にもこれ大きく影響が出てくるということも想定

されるわけでございます。先ほども、繰り返して

申し訳ないのですけれども、本市に存在していま

した名寄高校、産業高校についてもこの間中学生

の卒業者数の減少ですとか、さらには高校の無償

化という問題、何よりも中学生の進路の多様化に

よって市内の高校にとどまることなく、令和２年

度においては約４０％の方、そして令和３年度の

受験においては約５０％の方が市外のほうにも進

学されているという状況から、やはり両校とも定

員割れが続いていると。こうした状況を考慮いた

しますと、北海道の今回の計画に基づいてこの地

域における望ましい規模としては新設校、整備さ

れるということですから、本市または教育委員会

においても両校のこれまでの高校の伝統を継承し

つつ生徒の学習ニーズに応じた高校づくりという

ものに対しましてしっかりとコミットしていきた

いというふうに考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） こういった議論があ

ったのかどうかというのをちょっとお聞きしたか

ったのです。在り方検討会議の中でも、先ほど話、

御説明ありましたけれども、どのように進められ

て、市民周知をどのように行ってきたのか正直言

って伝わりません。先ほど御紹介したように、教

育都市宣言の中にあるように、学校、家庭、地域

が手をつなぎ合いというふうになっている。学校、

家庭、地域が手をつなぎ合っていたのかどうか、

ここのところが非常に不明であります。こういっ

た議論がどういうふうにされて、今の、市の要望

どおりに決まったと、歓迎の様子だったと地元紙

では報道しています。そういうふうに進めてこら

れたということはどんな中身で進められたのか伝

わってこないというのが市民の皆さんの不安を新

たにかき立てるわけです。実はこんな話も聞いて

います。中学生の保護者が学校の先生に名寄の高

校はどうなるのですか、不安ですから、聞いた。

そしたら、先生が何も聞かされていないので、私

もよく分からないのだと、こういった返事だった

そうです。こんなことってあるのでしょうか。こ

れこそ学校、家庭、地域が手をつなぎ合っていな

いということになりませんか。どうでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今の御意見いただきま

した。ただ、一つそれぞれお互いの立ち位置とい

うのを明確にして議論しなければ全てむちゃくち

ゃになってしまうのでないかなと私は常に考えて

いるのです。在り方検討会の立ち位置ですけれど

も、これこれまでも名寄市で産業高校再編のとき

もありました。これまでいろいろ再編、統合があ

りましたけれども、そのときに道教委のほうでで

きればそういう会議を立ち上げていいですよと。

本来最終的に決めるのは道教委なのです。ただ、

道教委の厚意でそういう会を立ち上げて、そして
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そこで議論なさって、もしよければその議論をお

伺いいたしますよと、これが基本的な立ち位置な

のです。だから、そこのところをしっかり踏まえ

て議論していかなければ、我々が今回の統廃合決

めたわけでありません。もちろん市も市教委も、

それから在り方検討会議でも決めたわけではない

のです。どういうことかというと、在り方検討会

議では、統廃合するかしないかというのは間口の

問題がありますので、これ道教委の専権事項です

から、するかしないかというのは道教委で決めた

のです。ただ、するということに決まりました。

そしたら、することに対していろんな要望受けま

すよということで言っていただいているので、我

々は在り方検討会議を開催して、そして進めてい

ると、そういうことでありますので、我々もいろ

んな質問が来ますけれども、答弁にも限りがある

のです。その辺をちょっと御理解いただければと

思っております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 高校の問題ですから、

道教委が主だというのは理解もしながらも、ただ

今回のこの要望が、行政報告の中でもあるように、

やはり歓迎していると。市の要望がほとんど決ま

ったと、通ったというふうにお答えしている。だ

から、私は御質問させていただいているというこ

とであります。市としての立場をお聞かせをいた

だきたいというふうに思っているところです。で

すから、先ほど教育長がおっしゃっていることも

理解しながらも、しかし高校に進む小学校、中学

校の児童生徒、名寄市民、市の子供たちが進んで

いくその高校がどうあっていくのかというところ

ら辺は、やっぱり名寄市民にとっては非常に関心

が高いところであります。気がかりなところであ

ります。ですから、質問をさせていただいている

というところで、この点についても御理解をいた

だければというふうに思うところであります。や

はりちょっとこの学校、家庭、地域が手をつなぎ

合いといったところら辺は私は非常に大事なとこ

ろだというふうに思っています。義務教育のとこ

ろにも併せて全てのところで大事だなというふう

に思っています。生徒にとって何が必要なのか、

やっぱりそのところをもう一度振り返りながら市

民みんなでこの名寄市内の高校について考えてい

きたいというふうに思っているところであります。

この点について今教育長御答弁いただきましたの

で、もしあれでしたら一言いただければと思いま

すが。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 先ほどの話にも若干ち

ょっと戻りますけれども、先ほど部長のほうから

特進クラスや農業、工業、商業、それから生活文

化等のこの専門の基礎を学べる科目も設置されて

いくという、してほしいという要望を出したとい

うお話がありましたけれども、これもこれまで６

年間在り方検討会議が継続されてきておりますけ

れども、その積み重ねの中でこういう判断になっ

たのです。いわゆる在り方検討会での要望なので

す。それと、情報科についてもそうなのです。こ

れまでの議論の積み重ねがあります、我々。そん

なことを踏まえて御理解したいと思います。そし

て、初日に山崎議員の質問にもお答えしましたけ

れども、川村議員がおっしゃるように市民全体の

要望というのでしょうか、高校に対する思いや願

いがあるので、それをやっぱり結集していかなけ

ればならないというのは同じです。これ同じこと

でありますので、ですからいろんな話合いが在り

方検討会議で出ましたけれども、最終的にはやは

りコミュニティ・スクール、この学校運営協議会

の中でそれが全て具現化できるのだろうと、そう

いう話合いがあったのです。それで、今そちらの

ほうに全力を傾けて進めているということで御理

解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 議論を重ねてきた中

での要望を伝えたということでした。この要望、

議論を重ねた中身は市民に伝わっていないという
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ことなのです。見えていないということなのです。

ですから、ここのところをやはりこれからも例え

ば現職の先生であったり、また保護者であったり、

また学校の主人公は児童生徒でありますから、児

童生徒の声を聞くなり、そういった形の要望を出

していただきたい、このことを強く求めたいとい

うふうに思います。

時間がなくなりましたので、ＪＲの名寄高校駅

の話をちょっとさせていただきたいと思います。

先ほどいろいろ高校駅が新しく造られて、利便性

を高めるために今話合いが進んでいるという御報

告でした。やっぱり名寄駅利用していた生徒もこ

ちらの名寄高校駅まで乗ってこられる、また上り

下りともに利用しやすいダイヤ改正が必要だとい

うふうに思っています。心配されるのは部活だっ

たり、受験への補習授業等で遅くなったときに対

応できるダイヤが求められているところなのです

けれども、そういった部分についてのＪＲとの話

合いについてはどのようになっているのかお聞か

せをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 最初の答弁で若

干触れさせていただいた部分とかぶるかもしれま

せんけれども、事務レベルでは既に意見交換等は

させていただいております。来年のダイヤ改正で

供用開始を予定しておりますので、せっかく整備

する名寄高校駅ですから、環境としても生徒さん

にしても使い倒していただけるような、そんなこ

とをＪＲもできる範囲というか、努力していただ

いて、一人でも多く御利用いただけるようなダイ

ヤをしっかりと要望してまいりたいというふうに

考えております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ＪＲダイヤについて

もやっぱり利用する生徒の皆さん方が本当に名寄

高校駅という駅を利用することでよかったなと思

えるような、そういうことで声をしっかりと拾っ

ていただくことを強く求めたいと思います。すみ

ません。時間がなくなりましたので、高校の問題、

ちょっと後にしたいと思います。

あと、コロナ禍における小中学生の負担につい

てちょっとお伺いをしたいと思います。先ほども

御紹介した国立成育医療研究センターの第５回目

の調査結果の中ですぐにいらいらしてしまう、３

７％、最近集中できない、３２％、先生や大人へ

の話しかけやすさが減った、先生や大人への話し

かけができなくなったということです。５１％で

す。楽しいと思うことが減った、４４％です。学

校に行きたいという気持ちが減った、４０％です。

本当に今まで５回やってこられて、まとめの中で

これまでのを比較すると体の健康と心の健康のス

コアがともに低下しているという評価結果が出さ

れています。ですから、いろんな形で不安を持っ

ていることを前提に取り組んでいるのですという

ふうにお話もいただきました。ですが、非常にこ

んな不安が広がっているということです。それで、

ＩＣＴ推進の取組についても先ほど本当に細かく

丁寧に御説明をいただきましたが、得手不得手の

子供たちもいるかなと。得手不得手です。経済的

な格差もあるかというふうに思うのですが、そう

いういろんなことがたくさん増えている中で、や

はり心の健康も下がってくるのだろうというふう

に思います。そのことと、保護者からの回答でも

子育てについて公的に相談できる場、機会が減っ

た、こう答えた方が７２％いらっしゃいます。コ

ロナ禍ですから、なかなかいろんなところ行って

御相談したりということができなくなったという

ことです。こういったときにどのように取組を進

めていかれるかといったところを改めてお聞きを

したいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今具体的な数字も挙

げていただきまして、やはり児童生徒の心のケア

というものが今非常に重要なのではないのかなと

いうような御質問だったかと思います。不安や動

揺を持たれている児童生徒さん、さらには教職員
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の中にもおられるかもしれません。引き続き、繰

り返しになるかもしれませんけれども、学校にお

いてはやっぱりしっかりと経過観察をはじめ健康

相談実施させていただいておりますし、児童生徒

一人一人の様子を丁寧に見ながら確認し、コロナ

ケアには努めさせていただきたいというふうに思

っております。あわせて、なかなか相談の機会が

ないということだったのですけれども、昨日です

か、今村議員のほうからもありましたとおり、何

かあればこちらのほうからやっぱり先生方、御家

庭にお電話したり、面談に行ったりして、一人一

人の対応をさせていただいていると思っておりま

すので、よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） もう一つは、５月２

７日に全国学力テストが実施されています。コロ

ナ禍でいろんな行事が、運動会も遠足もカットさ

れている中で学力向上政策だけは追求されると。

児童生徒の負担はさらに重くなっているだろうと

いうふうに心配をしているところであります。こ

の点についてはまた別の機会に質問をさせていた

だきたいと思いますので、児童生徒の皆さんの心

のケア、ぜひとも強く求めて、次に移らせていた

だきたいと思います。

大学の発展のところでは、ＰＲ動画が作られる

ということでした。今年もオープンキャンパス、

また人気の保護者の皆さんの名寄市内の見学、こ

れはどのようになるでしょうか。お聞かせくださ

い。

〇議長（東 千春議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） オープンキ

ャンパスについては、今年度３回予定しておりま

す。まず、第１回目は７月３日ということですの

で、今回の７月３日についてはウェブのオープン

キャンパスということで行わさせていただく予定

しています。昨年度も３回中２回ウェブのオープ

ンキャンパスということでさせていただきました

けれども、ウェブの部分についていい面では沖縄

とか九州の学生もアクセスあって、来ているとい

うことですけれども、今年度の２回目以降につい

ては今後検討していきたいということで考えてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それでは、ヤングケ

アラーの現状把握についてです。学校の中での把

握は難しいと思います。なかなか子供たち、自分

の置かれている立場を非常に把握するのは難しい

と思っています。ただ、福祉施策の連携のところ

で把握はできないかと思っています。障がいをお

持ちの皆さん方、また介護を必要とされている皆

さん方への支援でつながっているところが市民と

のつながりがあるかなというふうに思うのですが、

そういった中で家族の状況など把握することは私

は可能ではないかなというふうに思っているので

す。その点と、あと子供たちが介護を担わなけれ

ばならない、お父さん、お母さん、またおじいち

ゃん、おばあちゃんの世話しなければならないと

いったことで福祉施策が伝わっていないのではな

いか。こういった制度を利用してできないのかと

いったことで進学を諦めたり、部活を諦めたりと

いったことがないようにしていきたいというふう

に思うのですが、そこのところをお考えお聞かせ

ください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今福祉サイドで

のヤングケアラーの把握ということでありますけ

れども、基本的に介護認定を受ける、そういった

サービスが必要な方については居宅介護支援員が

入って、サービス提供従事者が入って、必要な支

援については行っています。それで足りなくて学

生が、子供たちがやっているということなのか、

そこら辺がちょっと理解できないのですが、いず

れにしてもそのときに子供たちがやっぱりヤング

ケアラーという認識をしっかり持っていないと、

ふだんの当たり前のようにやっていることであれ

ばそういった相談もないですし、また保護者もそ
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のことが当たり前というふうにしていればなかな

か訪問施設、定期訪問しながらその中で把握とい

うのは難しいかというふうに思っています。そう

いった面では、先ほども答弁もしていますけれど

も、国がそういったヤングケアラーというものは

どういうものかしっかり位置づけたものが出てく

るかと思いますので、それをしっかりやっぱり保

護者なり子供たちに認識してもらっていくことが

大事だというふうに思っています。あと、基本的

にはサービス、全く使っていなくて、子供たちだ

けで介護しているという状況がもしあるとすれば、

それについてはしっかり市としても対応していき

たいと思いますので、そういった家庭内の状況等

あればいろんな方からの情報をいただきながら福

祉としても対応してまいりたいというふうに考え

ております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４６分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第３ 議案第１４号 名寄市職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 名寄市職

員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、市立大学の教員で医師免許、または看

護師免許を有する職員が新型コロナワクチン接種

業務に従事をした場合に特殊勤務手当を支給する

ために本条例の一部を改正しようとするものでご

ざいます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第１５

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 専決処分

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、令和２年度名寄市病院事業会計補正予

算に係る専決処分であります。今回の補正は、新

型コロナウイルス感染症に係る医療体制の整備の

ための緊急的な備品購入と令和２年度厚生労働省

第三次補正予算に基づく補助事業拡充による歳入

の追加などを行ったものでございます。

補正の内容について申し上げます。１款病院事

業収益、医業外収益におきまして補助金に１億４，

８７６万７，０００円を追加をし、３款資本的収

入、道補助金におきまして１，１８３万４，００

０円を減額をし、国庫補助金におきまして３，９

３１万３，０００円を追加をし、４款資本的支出、
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建設改良費におきまして備品購入費で１，６３８

万８，０００円を追加したものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第１６

号 令和３年度名寄市一般会計補正予算（第３

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 令和３年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を補正

しようとするものでありまして、歳入歳出それぞ

れ３億４，５３７万８，０００円を追加をし、予

算総額を２１９億８，９０５万４，０００円にし

ようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして介護サービス提供基盤等整備

事業費２億２，３５８万５，０００円の追加は、

民間事業者による介護施設整備に係る費用の一部

を補助しようとするもので、財源として同額を道

補助金にて予算を計上しております。

７款商工費におきまして地元企業サポート給付

金給付事業費１億６３１万５，０００円の追加は、

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の

措置区域指定により影響を受けている幅広い市内

事業者に対しまして事業の継続を支援をするとと

もに、感染予防対策を推進し、地域経済の持続を

図るための給付金を給付しようとするものでござ

います。また、感染防止対策ＩＴ化支援事業費１，

０００万円の追加は、市内中小企業者等が感染防

止対策として実施をする決済のキャッシュレス化

などの非接触型サービス導入に係る経費の一部を

支援しようとするものでございます。

９款消防費におきまして上川北部消防事務組合

負担金３８６万２，０００円の追加は、全国的な

需要の急増により在庫不足が生じている救急隊員

用の感染防止衣について再利用可能なタイプを導

入をするための経費等を計上しようとするもので

ございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加などに伴う特定財源を計上したほか、収支の調

整を財政調整基金繰入金で実施しようとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

東川孝義議員。

〇１５番（東川孝義議員） 歳出、７款商工費、

１項商工費についてお伺いをしたいというふうに

思います。

今も御説明がありました。今回地元企業サポー

ト給付金事業費、その中で地元企業サポート給付

金ということで１億６００万円が計上されており

ます。この経済対策、緊急事態宣言の発令という

ふうな形の中で市内で影響を受けている事業者、

やっぱりそれぞれ対象事業、飲食業、バス、タク

シー、宿泊業、それ以外の業種というふうなこと
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でかなりめり張りがついた中での考え方で支給が

されるのかなというふうに受け止めております。

今第３波と言われている緊急事態宣言、１０都道

府県で２１日以降いろいろ今蔓延防止措置とかい

うふうな形で、沖縄除いてそういうふうになるの

かなというふうに思います。また、北海道につい

てはどういうふうになるのか、今後一両日中には

っきりするのかなというふうにも思っております。

今回の緊急事態宣言の一番大きな目的というのは、

人の流れを抑える、あるいは人の流れを止めると

いうふうな施策であったのかなというふうに思い

ます。今後の状況にもよると思うのですけれども、

経済対策と併せて消費喚起という視点から人の流

れを動かす誘導策、これも一方では必要でないの

かなというふうに考えるのですけれども、今回の

経済対策と併せてその辺の議論があったのかどう

なのかということと今後その辺の考え方について

お伺いをしたいというふうに思います。

それから、もう一点、感染防止策ＩＴ化支援事

業費ということで１，０００万円、この事業も感

染防止対策と経済対策というふうに受け止めてお

りますけれども、ある面では今後のウィズコロナ

を見据えた事業の一つなのかなというふうにも受

け止めております。補助対象事業として非接触型

とか、あるいはオンライン化など感染防止策とい

うふうな事業というふうに聞いておりますけれど

も、具体的な事業の内容について、以上２点につ

いてお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま東川議員か

ら２点について御質問いただきました。最初の１

点目については、私のほうからお話をさせていた

だければと思います。

今東川議員が言われたように、今回のコロナ対

策においては市といたしましてもコロナ感染の状

況に応じて、あるいはそのときの経済状況に応じ

てある意味臨機応変にかつできるだけ迅速にとい

うことで対応させてきていただいたところであり

ます。現状のコロナの状況踏まえますと、今言わ

れたように、緊急事態宣言を受けて、まさに人の

出、流れを止めている状況でありますので、それ

による事業者の影響の大きさを勘案しながら今回

は給付事業を出していただいた、今提案させてい

ただいているということであります。

それと併せて消費喚起も必要ではないかという

お話をいただいたところであります。これについ

ても内部では十分議論させていただいたところで

ありますけれども、まだコロナが落ち着いていな

い状況の中である意味皆さんに制約を強いている

中でその予算化についてはまだ少し早いのではな

いかということで、今回については見送りをさせ

ていただいたということでありますが、今後とも

コロナの状況に応じて必要な対策については検討

していかなければいけないというふうに考えてお

りますので、その中の一つの取組としては今御提

案をいただきました消費喚起の部分についても必

要な場合が当然あるというふうに思っていますの

で、その都度議論をさせていただき、できるだけ

速やかな対応させていただきたいと考えておりま

すので、ぜひ御理解いただければというふうに思

います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私からは、感染

防止対策ＩＴ化支援事業についてお答えいたしま

す。

このＩＴ化の具体例というところで、私どもこ

の事業ではまず大きく分けて４つ分けさせていた

だいております。１つ目がキャッシュレスサービ

ス、２つ目がＥＣ、イーコマース、電子商取引サ

イトサービス、それから自動受付受渡しサービス、

そしてオンラインサービスと挙げさせていただい

ていますが、少し具体例、具体的に申し上げます

と、キャッシュレスサービスでいえば非接触型の

接客に移行するために行うスマホですとかカード

での支払いができるような決済端末の導入ですと

か、ＥＣサイト、イーコマースサイトでいえば店
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舗販売をしている事業者が新たに電子商取引、す

なわちネット販売ですとか、そういったものに取

り組む場合、あるいは自動受付受渡しサービスで

いいますと、店舗や宿泊施設などにおいてお客様

が専用の端末を使用して注文や宿泊の受付を行う

ようなサービス、オンラインサービスでいいます

と、例えばなのですが、不動産業ですとか学習塾、

こういった本来対面で行うサービスをインターネ

ットを介して行うもの、例えば不動産業でいえば

部屋の状況をインターネットで紹介するだとか、

そういったものなどを想定しています。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 前段の経済対策につ

いて消費喚起の部分も検討されたというふうな、

今制約が、人の動きが制約をされている中で状況

見ながら検討加えていくというふうなことで理解

をさせていただきます。消費喚起という形の中で

は、昨年もプレミアム商品券というふうなものの

発行の中でいろんな人の動きを活発化させたとい

うふうな状況があったと思うのですけれども、ど

ういうふうな今後消費喚起をされるか分からない

のですけれども、これだけ長い期間いろんな形で

各企業が厳しい状況の中でプレミアム商品券等を

作成をするということになったときに例えば１０

枚つづりのうちの１枚か２枚、これについてはで

は名寄に本店があるところに限定をするだとかと

いうふうな、何かそういうふうな名寄市内への還

元というふうな形も、実際につくるときにそうい

うのも非常に喚起対策になるのではないかなとい

うふうに思いますので、その辺の考え方について

もしあればお聞きをしたいというふうに思います。

それと、ＩＴ支援化事業、具体的なそれぞれ、

インターネット等というふうなことで今後この事

業もある程度長期化をして進められるというふう

にお聞きをしております。非常にいい事業だとは

思うのですけれども、実際に補助対象者、受ける

側というのは名寄市中小企業振興条例に基づく要

するに補助対象者というふうな形になっていると

思うのですけれども、実際今この対象者の中での

対象事業、それぞれのニーズというのはどれぐら

いに、今後恐らくいろんな形でウィズコロナの中

で変わっていくとは思うのですけれども、どれぐ

らいを見込んでおられるのか、その辺状況が分か

ればお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 消費喚起についてと

いうことであります。プレミアム商品券として１

０枚セットのうちの１枚を地元の事業者の皆さん

にというような御提案だったというふうに思いま

す。我々も消費喚起の方策、どの方法がいいのか

についてまた改めて検討させていただきたいと思

いますけれども、プレミアム商品券はこれまでも

取り組んできた事業でありますし、成果があった

事業でありますので、それを一つの方法として考

えたいというふうに思いますが、これまでの検証

なども踏まえた中で、どうしてもプレミアム商品

券については大手に多くが流れているというよう

な状況もつかんでおりますので、コロナで影響の

大きいところにいかに消費喚起を導けるかという

のが一つ大きなポイントだというふうに思います

ので、今御提案いただいた方法も含めて今後の中

で検討させていただきたいと思いますので、御理

解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） ＩＴ化の事業の

対象者ということですけれども、基本的には、議

員おっしゃられますとおり、中小企業振興条例に

基づく補助事業の対象者に準じた制度というふう

にしております。具体的に一つ一つの事例の需要

を確認しているわけではないのですが、いろいろ

な意見交換をする中では今申し上げたようなこと

を考えておられる事業者がいることを把握してお

りまして、一定程度の需要というか、申請がある

ものと考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ありがとうございま
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す。今商品券の関係についてお話をいただきまし

た。今現状では動ける状況ではないというふうな

ことで、状況見ながらというふうなことで先ほど

最初に御答弁をいただきました。影響受けたいろ

んなところの業種が少しでも恩恵を受けるような

形で、またその対応も先ほど速やかに対応してい

くというふうな答弁もいただいております。ぜひ

その状況を見定めて対応お願いをしたいというふ

うに思います。

あと、ＩＴの部分、情報いろいろお取りになっ

ているということなので、加えてさらにこの情報、

しっかりＰＲをしていただくことを要望して、私

の質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 私のほうからは同じ

く７款商工費、地元企業サポート給付金事業費と、

それから感染防止対策ＩＴ化支援事業費に関して

質問させていただきます。

私がお聞きしたいのは、この事業に関わる部分

でいうと対象者についてお聞きをしたいと思いま

す。名寄市地元企業サポート給付金に関しては、

これは第５弾のコロナウイルス感染症対策、経済

対策の第５弾というふうな部分で認識をしている

わけですけれども、第１弾から第４弾まで同じ対

象者、名寄市内に事務所、事業所、または店舗を

有する中小企業及び個人事業主で新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けているものというふうに

定義されております。この部分でいうと、名寄市

の中小企業振興条例の第２条の第１項第１号に該

当する中小企業基本法に基づく中小企業者が該当

するというふうに認識をしているところでありま

すけれども、それに特化しているといいましょう

か、実際中小企業振興条例に関して言えば、この

対象というか、支援事業を受けられるのは１号か

ら４号までの事業者というふうになっております。

その中で１号該当者のみ対象になるというふうに

してきた背景についてお知らせをいただきたいと

いうふうに思います。

それと、名寄市の感染防止対策ＩＴ事業化事業

に関して言えば、この補助対象者というのはまさ

しく中小企業振興条例の補助対象者というふうな

部分で、中小企業者、中小企業団体、創業者とい

うことで１号から３号までの該当者、これがこの

事業の該当者になるというふうになっております

が、この対象になるものが違うというふうに認識

をするわけですけれども、この辺について決めら

れたお考え方をお知らせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 対象者について

の御質問です。２つ関連しますので、併せての答

弁とさせていただきます。

まず、ＩＴ化支援事業につきましては、ただい

まの東川議員の質問に対しての答弁の中でも述べ

させていただきましたが、中小企業振興条例の補

助事業に準ずるものとして考えていたものです。

制度設計をしたものです。こちらについては補助

事業ということで、事業者、補助対象者、補助事

業者が自ら実施するものに対して上限をつけて一

定の割合で支援をするというものでございます。

一方で、今回第５回目になりますが、給付金につ

きましてはそういう影響、コロナでの影響を受け

た事業者を支援するための給付金ということなの

で、今回の対象としております売上げ減少の要件

を満たした場合の名寄市内に事務所、または事業

所を有する中小企業及び個人事業主とさせていた

だいたところでございます。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 分かりました。

給付事業と、それから補助事業というふうな立

てつけで分けているというふうなことで理解をさ

せていただきます。ただ、この給付事業に関して

言えば、１号該当、この中小企業基本法に基づく

中小企業者なり個人事業者対象だということで、

やはりコロナの影響で、経済対策ですから、売上

げが減少している、そのための補填対策というふ

うなことで受けられると思うのですけれども、こ
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の中に実際にこの振興条例の３号に該当する中で

中小企業団体、これあります。この中の事業者の

中で実際に中小企業者であって、これは法人税の

納税義務者でもありますし、それから国の対策の

持続化給付金の給付対象事業者でもあります。こ

の事業者が実際には行っている事業、卸業なり小

売業も実際に行っていて、今回のコロナに関わっ

て相当売上げが減少しているというふうな部分で

はあるわけですけれども、この該当は１号該当と

いうふうなことで、これは対象にならないという

ふうな部分で、これまで２度ほど申請を行ったけ

れども、申請自体受け付けていただけなかったと

いうふうにお聞きをしているわけですけれども、

内容をしっかり精査をしていただいて、実際コロ

ナによる影響ということで非常に売上げ減少して

いるという部分に関して言えば同じ状況下に置か

れているというふうに認識をするわけですけれど

も、ここは該当しないという判断でよろしいのか

どうなのかお聞きをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） ただいまの御質

問ですけれども、私どもの中小企業振興条例に基

づく第３号の対象者ということでいいますと、中

小企業団体ということで協同組合等及びこれらに

類する中小企業者を構成員とする団体というふう

にさせていただいておりますが、一方で国の持続

化給付金、こちらは資本金１０億円以上の企業を

除く中小法人等ということで、非常に幅広く支援

しているのは事実でございます。私どものほうと

しては、先ほどの中小企業団体というものについ

て言いますと、それぞれの設置根拠となる法令に

おいて組合員相互の扶助ですとか、営利を目的と

しないといった趣旨、目的に基づいて設立されて

いるものでございます。ですので、各組合員であ

りますそれぞれの事業者はこの私どもの給付金に

おいては売上げ減少の要件を満たす場合には対象

となります。ですので、国とちょっと違いまして、

自治体が実施する給付金としては限られた予算の

中でできるだけ多くの事業者を支援したいという

考えの下で対象者を中小企業基本法に基づく中小

企業とさせていただいたところでございます。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 今お答えをいただい

たことについては理解をしないわけではないので

すけれども、実際に３号該当というこの団体、こ

れは実際に中小企業者です。法人税も納付をして

いる法人税納税義務者です。内容をお聞かせいた

だくと、実際に小売もあり、それから卸売業もし

ているということであって、今お話ししていた該

当させなかったというお話の中の部分としては今

回売上げ減少というふうなことで考えていくなら

ば、こういうふうな部分も実態を把握する中でそ

れに該当し得るものは対象とすべきというふうに

私は認識をするのですけれども、この法令上の部

分でいうと中小企業基本法で設置されている中小

企業者、そしてここでいえば中小企業団体組合に

関する法律に基づく部分で設置をされている団体

ではありますが、同じではないかなというふうに、

内容的には同じとは言えませんが、今回のこうい

う売上げ減少というコロナによる影響というもの

を受けているのは確かであります。したがって、

内容をしっかり精査をしながらこの事業者も該当

するのか否かをきちっと把握をする必要があると

いうふうに認識します。この事業を展開するに当

たって制度設計の中で第１号認定というふうなこ

とで考えていらっしゃるから、該当しないという

ふうなことではこれは公平性に欠けるのかなとい

うふうに私は思うわけですけれども、この辺につ

いて再度しっかり内容を精査をして、適用するの

かしないかについては当然行政のほうの担当にな

ろうかと思いますけれども、この部分について再

度お聞かせいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 繰り返しになる

と思うのですけれども、やはりそれぞれの団体と

いうものの目的を鑑みたときに我々としてはこの
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給付金の対象ではないと考えたところでございま

す。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 報告第９号

令和２年度名寄市病院事業会計予算繰越計算書

の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第９号 令和２年度

名寄市病院事業会計予算繰越計算書の報告につい

て申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の治療方法の一つで

ある体外循環治療に使用する装置の購入に当たり、

全国的な需要の高まりにより納期が遅れることと

なったため、繰越しの設定をしたものでございま

す。財源は、主に新型コロナウイルス感染症患者

等入院医療機関設備整備事業補助金を活用し、購

入をいたします。

令和２年度名寄市病院事業会計予算繰越計算書

は、事業年度終了に当たり、これを翌年度に繰越

しをするためのものであり、地方公営企業法第２

６条第３項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第９号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 諮問第２号

人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第２号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市では８名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受けて活動を行

っておりましたが、令和３年９月３０日付で関下

冨士夫氏及び村中弘美氏が退任をされることから、

後任の推薦依頼がございました。

うち１名につきましては本定例会開会日に適任

と認めていただき、残り１名の選考を行っており

ましたが、本件は新たな候補者として滝沢美也子

氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を求めるものでござい

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 意見書案第
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１号 コロナ禍における地域経済の活性化と農畜

産物価格の暴落対策を求める意見書、意見書案第

２号 ２０２１年度北海道最低賃金改正等に関す

る意見書、意見書案第３号 地方財政の充実・強

化に関する意見書、意見書案第４号 義務教育費

国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３

０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保

障の実現に向けた意見書、意見書案第５号 地域

・医療職場の自主性を求める意見書、意見書案第

６号 保健師等の大幅増員・保健所機能の抜本的

強化を求める意見書、意見書案第７号 国民健康

保険料（税）のさらなる負担軽減を求める意見書、

以上７件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外６件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外６件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外６件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 報告第１０

号 例月出納検査報告についてを議題といたしま

す。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 閉会中継

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申出のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、申出のとおり決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和３年第２回名寄市議会

定例会を閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 １時３４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 清 水 一 夫

署名議員 高 橋 伸 典
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質 問 文 書 表 （一般質問）

令和３年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 川 孝 義 １ まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進について

（Ｐ ３４） (1) 人口の将来展望予測と実人口との差異の考え方について

(2) 人口減少の歯止め対策に向けて

(3) 雇用の創出と人材の確保に向けて

(4) デジタル推進担当の役割と機能について

２ ウィズコロナを見据えた施策について

(1) ワクチン接種の対応と今後の見通しについて

(2) 市内経済活動への支援策について

(3) ウィズコロナの時代に求められる施策について

３ 行政評価結果に基づく具体的な対応について

(1) 行政評価の目的と具体的対応について

(2) 令和元年度・令和２年度における事業評価結果Ｃの対応について

２ 山 崎 真由美 １ 誰一人取り残さない情報の提供について

（Ｐ ４５） (1) 情報発信における行政の役割について

(2) 高齢者への支援策について

２ 児童生徒の安全安心を担保する環境整備について

(1) 通学における安全対策について

(2) 安全安心な放課後の環境について

３ 名寄市内高等学校の再編統合について

(1) 道教委から示された公立高校配置計画案の詳細について

(2) 魅力ある高校創造を目指した今後の取り組みについて

３ 今 村 芳 彦 １ 学校教育にかかわって

（Ｐ ５６） (1) 新型コロナウイルス感染症対策について

(2) 部活動について

４ 遠 藤 隆 男 １ 特別支援教育の推進について

（Ｐ ６４） (1) インクルーシブ教育システムの構築について

令 和 ３ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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(2) 支援体制の現状と課題等について

(3) ＩＣＴの活用について

(4) 学校における安全教育について

５ 倉 澤 宏 １ 子育て支援について

（Ｐ ７４） (1) 子どもの遊び場整備事業について

(2) 保育所整備事業について

２ 危機管理体制について

(1) 危機管理マニュアル等の整備状況について

(2) 職員の健康管理について

３ 社会教育について

(1) 公民館事業について

(2) 人材育成について

６ 高 橋 伸 典 １ 新型コロナワクチン接種への対応について

（Ｐ ８５） (1) 接種予約の現状と課題対応について

(2) 企業や大学等の職域単位のワクチン接種について

(3) 中学生以上のワクチン接種について

２ コロナ禍で地域経済を支える対策を

(1) 飲食店テイクアウトへの支援について

(2) 福井モデルの飲食店への考えは

３ 市民が利用しやすい名寄市立総合病院について

(1) 待ち時間の改善について

(2) 駐車場の満車改善対策について

７ 清 水 一 夫 １ 農業について

（Ｐ ９６） (1) 第２次名寄市農業・農村振興計画の見直しについて

(2) 有機農業について

(3) 農地の集積・集約について

２ 観光について

(1) 観光振興計画策定について

８ 五十嵐 千 絵 １ ヤングケアラーの支援体制について

（Ｐ１０７） (1) 本市の実態把握状況について

(2) 広く認知度を上げる取り組みについて

２ 見えにくい若者の貧困への対応について
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(1) 現状の受け止めについて

(2) 本市の取り組みや施策の進め方について

(3) 生理の貧困問題への対応について

９ 川 村 幸 栄 １ 「教育都市宣言のまち」の課題について

（Ｐ１１５） (1) 「名寄市内に高校１校」について

(2) コロナ禍における小中学生の負担について

(3) 名寄市立大学の発展性について

(4) 教育の機会を守るための、環境整備について
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令和３年第２回名寄市議会定例会議決結果表

令和３年６月２日～令和３年６月１８日 １７日間

本会議時間数 １０時間４１分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市空家等の適正管理に関する条例の制定 3. 6. 2 ― 3. 6.18
第 １ 号

について 市 民 福 祉 常 任 ― 閉 会 中 審 査 決 定

名寄市固定資産評価審査委員会条例の一部改 ― ― 3. 6. 2
第 ２ 号

正について ― ― 原 案 可 決

― ― 3. 6. 2
第 ３ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市高齢者自立支援事業条例の一部改正に ― ― 3. 6. 2
第 ４ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

名寄市特別養護老人ホーム条例の一部改正に ― ― 3. 6. 2
第 ５ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

名寄市立総合病院食堂等使用料徴収条例の一 ― ― 3. 6. 2
第 ６ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 3. 6. 2
第 ７ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

専決処分した事件の承認について（令和２年 ― ― 3. 6. 2
第 ８ 号

度名寄市一般会計補正予算（第１５号）） ― ― 承 認

専決処分した事件の承認について（令和２年 ― ― 3. 6. 2

第 ９ 号 度名寄市介護保険特別会計補正予算（第６ ― ― 承 認

号））

専決処分した事件の承認について（令和２年 ― ― 3. 6. 2

第 １ ０ 号 度名寄市立大学特別会計補正予算（第５ ― ― 承 認

号））

令和３年度名寄市一般会計補正予算（第２ ― ― 3. 6. 2
第 １ １ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ― ― 3. 6. 2
第 １ ２ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

― ― 3. 6. 2
第 １ ３ 号 名寄市農業委員会委員の任命について

― ― 同 意

名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一 ― ― 3. 6.18
第 １ ４ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

専決処分した事件の承認について（令和２年 ― ― 3. 6.18
第 １ ５ 号

度名寄市病院事業会計補正予算（第３号）） ― ― 承 認

令和３年度名寄市一般会計補正予算（第３ ― ― 3. 6.18
第 １ ６ 号

号） ― ― 原 案 可 決

報 告 令和２年度名寄市一般会計予算繰越明許費繰 ― ― 3. 6. 2

第 １ 号 越計算書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 令和２年度名寄市一般会計予算事故繰越し繰 ― ― 3. 6. 2

第 ２ 号 越計算書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 令和２年度名寄市介護保険特別会計予算繰越 ― ― 3. 6. 2

第 ３ 号 明許費繰越計算書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 3. 6. 2
専決処分した事件の報告について

第 ４ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 3. 6. 2
専決処分した事件の報告について

第 ５ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 3. 6. 2
債権放棄の状況報告について

第 ６ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 3. 6. 2
公害の現況に関する報告について

第 ７ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 3. 6. 2
株式会社名寄振興公社の経営状況について

第 ８ 号 ― ― 報 告 済

報 告 令和２年度名寄市病院事業会計予算繰越計算 ― ― 3. 6.18

第 ９ 号 書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 3. 6.18
例月出納検査報告について

第 １ ０ 号 ― ― 報 告 済

諮 問 ― ― 3. 6. 2
人権擁護委員の候補者の推薦について

第 １ 号 ― ― 適 任 と 認 め る

諮 問 ― ― 3. 6.18
人権擁護委員の候補者の推薦について

第 ２ 号 ― ― 適 任 と 認 め る

意 見 書 案 コロナ禍における地域経済の活性化と農畜産 ― ― 3. 6.18

第 １ 号 物価格の暴落対策を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ２０２１年度北海道最低賃金改正等に関する ― ― 3. 6.18

第 ２ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 3. 6.18
地方財政の充実・強化に関する意見書

第 ３ 号 ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２ ― ― 3. 6.18
意 見 書 案

への復元、「３０人以下学級」など教育予算 ― ― 原 案 可 決
第 ４ 号

確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書

意 見 書 案 ― ― 3. 6.18
地域・医療職場の自主性を求める意見書

第 ５ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 保健師等の大幅増員・保健所機能の抜本的強 ― ― 3. 6.18

第 ６ 号 化を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 国民健康保険料（税）のさらなる負担軽減を ― ― 3. 6.18

第 ７ 号 求める意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 3. 6.18
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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